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本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。



はじめに

近ih St)l10というIl果スタイルの(王城により､秋LJ 側Etのかたちや什■ltのや()

ノJが大きく変化していますBSOll0はスモールオフィス ホームオフィスの略.1.1で

そのhL題はf弟/Jですが. 船には ｢flrE枇LAT.†オ/lワ-クをT.r.川して,Iltや′トbLf損

のIL.がr)は､イノタ-不ソlのす†放せ抜きに.L'7ることができませんが､私はSOJl0を

ll (Il'川長池1.iJ左術)をIIRったLHLに恥 iiせず もう少し人きく捉えていいのではない

かとろぇています｡

ホ-ムペ-ソの制11やホントンヨylは.iうにおよはず､】臥Jく累 ライターなt'

札ひとつで腐}'tができるノJや ,'&.7l コノサルタ/lなど/Jr矧flを偶えているノJも

soHOとrT'んで,YL支えないと牡lいます｡

このように,塀潔のスタイルが4,'わってきていることによって.人/IのfiTiFl州Il

(ライフサイクル)も'】'lyJ;変わってきています｡ liIR_ば SOl101:は､ヤ晃一耽塀と

いうAL竹付なl叫Jtが､IlではまりませんOまた,川djや1TyLLでHlJト7ir･斬2:するだXtもあ

りません｡なにより､ま1_Lまだ的けるというのに.uたたきやJiiilAl俄により舶役を

リタイアするなどということがありません｡

そこで､本.1㌢ではいままでのil食U)帆見本のように.従か附)ライフサイクル (拙

戦-′Ejlli墳一句/blL'i)に7llった.IFきノJをしていません｡そのかわr),ケ-スこと

にQ&̂ 形JCで耶戊L il食について丁就きを了J'うとき またfX々 な矧.I"1:ぶつかっ

たときに,そのR'I史へ-ンをめくることで,rH'/1で｣的決できるようなつくりとなっ

ています｡ですから､小.lFの肌から隅まで,すべて/_r･,滋もEIRはありません (.綻んで

いただければうれしいですが)｡

とはtfっても.)良木rr'JなhI過がないと()&Ltをぷみ解くのも艶い ､でし上うかL?,

｢†l金の北本としくみ｣で)左心的なil食の11机みを.沌lMLました｡できればこの部分

IJけは. ALEJ日をjdして､北本rrJな加iAを身につけて3机､ていただきたいと岨lいますb

さL'に､SOIIOの)Jt二相 二71Crしていただきたい山二は 柵 i㈹ ■を.:i'Lけて

います｡この.ll;I/1だけt_r･I行い.1完みしていた1=いてもよいかとiilいます｡

また 後Alには ｢11分の鵜縫加減｣がまとめでありますので.より.げしい内rrlを碓

出したいJii介は,こちbを参M11してください｡｢ノ占頓知l汲｣はQ&̂ の/.サイトに′i､L

であるC35'からl】■†)貞参IFlけ ることも･･T従で す ｡

本.lFが､すでにSOllOを始めているJJや,これからSOE10を好.めようとしているノJ
に少しでもお経にL'てばすいです｡

血)2イLJF

日会1火険'Jj頗I
nnr fl)A
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名抑JJ.蜂勺金の拙 lげと拙トげ

七齢JI/′川 金川MltrflWJTo)5%nlJ浪

ノj災nr陳と公r納 金o)朋溌

どうなってる0)次作の包鮎 I-i/lil 企
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くQ&A早引きインデックス)

1 加入と毛臨[12r

●1-I20ilになったとき

qL乍1F._nJtになります ILllt勺/i-のblJ人丁撹さについて扱えでく1_Lさい, Jt,

(け なせ 仙人のない乍'rもNlt的 全にbl人LrALHtばなbないのですか 36

●1-2排 したとき

q37:′l仙Il1‡fqをr'"1けてい1十 このff.虻tLfす机 棚 A;㍍はY/'Hr食が

あJ)ません｡L<かf銘さがeILですか 77

qL今句耽tL rJ4-_1似 二h人します｡lLJltqJJ'をやめるl=(壬 どこ1ニHをほっ

で71けltいいのでしょうか 38

q5 私は.今まで川lt:句会i･lLっI=ことがありません このL声庇t fitですれ >i

q6 Jtの111かl:刀J)lllllI_lこT+ると､7H)Jtru 斤だと.1わ1

中食に仙人Lr=J4介.那_MIkRFkRl二なるのでし▲うか

●113切 迫■したとき

07 会はLIの r_人が:川 3日rで企ltJ'EA-め 5日lHにIlF比tLj

ある私は､折311はnl快打のAllllrIが収支でしょうか

QB～.tf_/与えていますが AltllとIll此tHにHlでt,lqが&

lこ加入しなけJufrJbないV)でし▲うれ よLhy茄)叫です｡

QLI仝ttでIUJqかLjrU4(の'Jl某所lこyb跡 こなlほ し1_ Jtの川h

机がAIは まLT_ 本日JHtnLFh打

払liIll托■そし､恭2iI姓nrFl斤

LPJ41pL2Jl人)になっていますので,J=RのZまでLILq)ですカ･.

Qllケ王でILH 半合lニh人していました机 ktするA-1ま.lqbtqJLに加入しなけ

ItはrAり王せん｡今まで払ってきたIiヰ半合11よJtl=なるのでし▲うか ‡た.

lLll(句一全はIJtI令lこ比べて支拾廿が少なLtの珊 t

olZPIT_年金[:仙人していたことをhlちすにAltしまLr_ その枚 祈3I,ltftFk

Ql3[人と勺-が暮れているため i人の従q杜 仏はJLIlt:勺
ません｡rl分のためにP/′Lll食をt叶けrJJLも上うrATl'I
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Q&A早引きインデックス

Ql･13JJでkfiF以牧ですが iF食とFr州日払晩はト小‡にPlけJlLれますか｡ 一L･

●114結婚したとき

Q15′㌢までとJ′lーくl食に仙人Lでいましたが.も1HiLで11塀しまLl_｡ l人は会比11

ですが 句会についてT.Lか丁就きがgKLですか｡ Jk

Q】6J'//rJl公に加入しています｡Ltlil,外川補の女竹ともI,耶しまLtv.ll本川Vrの

か ､2日 .V別 U)は川Lt<1JiFに加入できるのでL上.)か｡ ･"

Q17射 柑 榔 jLLや絶 it令をLJ.っておL'す､3ilが縦過します｡蘇17収入がある[=

Q18i人のLlH二はJ'J/Iil/A判虹がなく､ILllがL金に加入しなければなbfAlいので

すが /lhTIが.V.しく 今までt牡阪Itを納めていません｡これからJnl人をしてち

人丈J･でしょつか.道上に遡って払えるのはいつまででしょうか｡ ･リ

●1-5扶賛親族について

Q19Jl/'ril金にJnl人Lでいます｡IjAr(55戎L牲)引J-岸拙附 こしまLJ_〟,この

鳩介のJl即 )11金への仙人およUfht険特は どうなるのでLようか｡ L

2 第3号被保険者

● 2-1第3号被保険者の収入

Ql/(ィ

か.

Q2'lI果lhIですが 目的 札､Ll収JJ5ノJIIJがあr)まLl=Qy.311他作阪r;の仙人に

よる刑持lはとうなっているのか詳しくrl見てください｡

Q3iFの仙人がIOOJJFIJを心え､7人弟をはずす丁扶きをとr)まLた｡しかし 性鵬

lit険には献銭してJm人できています｡この助lT ll金は?,1'JJ披伽験Bに切り

抑えたノJがいいのでし上うか｡

qJL桝人 Ji果 lとLで l■lt也小1■,をしている l相です｡収入金新はIIOjJllJを他え

ますが､手tlVを,JIいた橡のJfl柑金Wtが】!OJJfrJ)(】JBの糊でナ 那3〉J抵触昧Jn=
Q5′｢までは. E人のLJ-

1)ません｡人の会托

な拙いになりますか.
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3 保険料

●3-1保険料

QL/㌢の勤めをやめ アルパイトをし上うとulっています｡アル/iイトの牧人はJ120

うか｡その場介､IpJを兆qlに伽放れがIJLまるのでしょうれ

Q2人がJ17'1沖 金に加入していで,奥さんを7人凍している切'LT 奥さんのil金の保
険爪は,JlのL17:lpll一食o)伽隣州 =含まれて徴収されているのでLlうか｡

Q3人}芦をこのイドにや果します｡鈍やしますので､LJlit,H.L(を光栄からBlll所に捗そ

うとulいます｡LJi象と.恥化所の1】LC/Ttが7r(なるJJの川Ljl∫l金のⅠ娘険科はどうな

るのでしょうかb

Q･lAltにともないJrj∠l_11金から川L亡勺金へWr)作R_ようとせったのですが,今ま

でltがずっとiE.の分のILILtil食のi:払いをしていることが分かりました｡この
租でL lplかf拭きか必紫でしょうかb

Q5納入Jr果1のRrです｡2jHまとl付かりバ-トに日でいますが､/hIl そのバート

うにこけつれまLた.月土8ケJJ'JTの円上く年金のf果快打は点けされます か｡

Q6rLllti一食のTH臨界を支払わないとどうなるのでL上うかb
Q7咋金利IEの行く行くのィ､i(などを矧Jlt二,Th'敗れの支払いを一帖小新しでます｡

l米阪井を支払ったノJが柑なのでし上うか｡17J相帯の人いわく 蹄l州ul"Jが21ト

を過ぎると収り崩しがつか{+いそうで十が､どういうことですか-

Q8糾よ2111那こ別棟LRを心性L､その柊Iり上tlイl余を納めていません｡l仙tlJl金の

i:払いは.2咋l河まで遡って支払いができると川きましたが､′FからT米限外を納

めでも】ケJJのlLL阪††滞納JuILりが党LELでしまうRm なのですが,どうなるので

し▲うか｡

Q9昨ilju祉し.そo)後は1妃除の丁拭きをしてt浪板爪を支払っていませんでした｡

今il､111此牧した全日からili-3は!のllF机frlhすように.iわれたのですが 1I

金の1米敗れのfNにどのようL:紀人したりよいのでLLうか｡

Q】OJ■7′lil金の棚板71は､5.(),7JJの折■Iの l7Ll-J好Fをもとにして決められていると

雄JEで説みました｡瓜は､ここ艶11の川､5,G､7JIOn'i'3-だけが多いので IiL

阪科が7.古くなっています｡なにか対処法はないのでし上うか｡
Q)LIT･lじ仝汁に勤めていますが.4JJかL>蛤科が大klL:ダウ/します｡それtこより

て そのJJの†娘取外からは f5畔糊rNJJ邪の等親がI:がる (-1ht検爪がFがる)

ということはないのでし▲うかo

QL2AEVllJ‖17さく､liL隣杵lこ及ぼす影帝について叔jLでください｡6JJ30日にjut

した会Nかb曳けNLった+且LrtのAEJkllが､6JJ29LJtなっていました｡この

ままで,瓜に小利益はないのでしょうか｡

ノβ
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Q&A早引きインデックス

●II2相険利の免除

Q)3アルバイトをしていてもJLllttil金の1米快打を免除されると糊きました｡とう

いう人が免除の対射 二なるのでし上うれ また.この先,勺金の支払いがM株

で浦Vlしてしまった槻介Eまどうなるのでしようか, ti
Q)･l免除の丁銘きをとったのですが 畑Fのお加L)せが川きました｡卿 lJ 事は 丁

抜きをしてもいいのでし上うれ tz

Q154EF"J雅の人′芦に丸いながら.′くイトをしています｡Iit険爪の免除はできないの

でし▲うか｡ Ⅵ

QL6′7叫は紋所に掛 ナれば､liL険杵が免除されると例きまLたが､それにより何か

ィ､抑 二なることはあるのでし上うかb

QL7Bl肘糾 なのですが 'Mi納付特例を加L'ずにLit分の1媒戦爪をII棚 しました｡

Q)8lLIltil金の堵分 剛 Ell企王統れまliLPLTIの納付取除があl)ますが l■/′l_ll<k

の切令はどうなっています れ

●331祉隣村の迎納

Q]9池上にT米阪ft免除耕I1-Jがあります｡今から免除していただいた介の保険nを納

めて勾金を岬やすことはできますか｡ T

Q2】'F!1の叩 il金の免除を空けていまL/二｡免除の切介 L乍Irilで･lケJJLか払っ

ていないという.汁汀になりますが その分の,i:yLを払いたい堵缶はとうすればし､

Q22会杜に勤めていますが.j'∠lのqJに免除を空けたl仙小[企の地軸削奨状が米ま

したQ公汁に勤めてI■j/l_il金fJ2511納めでも il/J甘Lの淡軒Lなどがあるのでし

上うかb

Q23′.,私 人′き院と.il令の免除をまけていました｡/Ti一枚JLLますが､免除分は

払わなければなりない0)ですか｡また払うとすれば fp川 いくらの川 Elになるの

4 年金手帳

●4111企7-81

QlイFかり阜l公人になるThiのflです｡itltにあたrJ i事企Tl肋 trEt柴とrrわれた

のですが､比つかりません｡仙髄行か̀T催なのでし上うか.

Q2 llfl累でLllti事食にJJI人しています｡uJl･19illrUぐL'い公什1托 していて

L-/JLII金にもIJl人していました｡しかし,いま丁ソCにあるイl/jFTl】lにはILL上t的

金の.配収 (荷lJ 抵IiL阪井Iは t')しかありません｡>1//til金を払ったことは
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必ず現在の制度をご確認ください。



Q3 2O故かAp)2Wl:JILILCil令:二仙人し.耽tとl"J時にJ'/′lーil金にblJ人しました｡し

かし.ir金TB:の川Lull食の.hliよのページに(･Iも.Til人されていません｡どうし
たb よいのでしょうか｡

QJ r'7Jl†l金にAI人する際に †l企7-1之を公IHこ蛭川したのですが､まだ逝しても
らってません｡Tl熊はIljlのTJLに絹っておきたいのですが,/i?汁が黙朋する

ものですか｡

Q511企丁桃は仲っていますが 鳩嘩i事企取りが'Jlかr)ません｡どうしたらいいで

LLうか｡

Q6Jlj′li事企抵tlL犠r;江とil食Tl托捕っています｡I'i'ril食払(米阪FidはゼR'な

のでLlうわ

Q7 比企1米換りかb送付された .Uiq l令driJ山hl.特の rご1Ltr会｣というJIJRtを返

送していません｡なE:カiF】】血がありますかも

Q8PliLIll企仙人JulZ:JとILILCir企hl]人相柵があります｡このIE ｢11企丁俳の.Lt;

qrLL.7I輔のおWlい｣が過られてきましたが､ILILtlr公の肺〉]しか入っていませ
/b きちんと31ベでもL?つたほうがよいでし上うか｡

5 ,%外と年金

●5-1′号外と年金

Ql lYI/7:で日脚トに日食します｡I"IかT拭きするビlEがありますか｡また T拭き

できなかった叫介､王統【こ文相が川ますか｡

Q2 20Jr川Jかb彬 tにLlんでいるため.今まで 虻もlLILCll令の(災陥れを払ったこ

とがありません｡こちらで火'FをAF釆LたLD仙いけるつも()でいますが､それか

L?Jxl人し､ノTまでのぶ納金を支払うことはできますかb

Q3 LJH=lillN免除Illd7をしたのですが､LJJから3JJiではりl.d■Jは･之け付けr)れま

したが.4JJかbL2JJiでは設け仙 ナてもL?えませんでした｡l"=′矧 Ilな0)ド

なぜ受け仙 ナらJptなかったのでL上うか｡iL令を設け似る目刺二,バスポ-トなt-

でIlj:l:いなかったことがLrluできれは免除JUIlnJに入るでし上うか｡

Q4 人ノ芦を乍果したりアメリカに曾lノ芦し.そ0)まま此tLでLlネL:仙IklLないこと

を考えています｡Il本でのl_nt勺企Jw人RIJEnJとアメリカのil金に加入したJMnJ
をITWLで.アメリカでiI食を受けJr(ることができますか｡

q5瓜のLilまトイツの政男にiCtLます｡ トイYで軒flをt,bうため H.の†J･ぷ担

いにもなbないとulうのですが､LPのi事今はとの上うなはいにf+r)ますか｡

Q6 lLIR吋.爪をしています｡人のLIJlのIU旅で柳 tl:liもことになr)王したが､Ill

1＼:iF金に仙人するためにはどのように丁事是きをすれIt上いでし▲うか｡

Q7 ホトJJlliです.川LLtll金には1【瓜bll人していません｡LlZa:､軌 Ifll食のことを

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
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Q&A早引きインデックス

Q8東川にlEんでllqlこなqます その札 Jqlt沖 合には加入していません jaL-

(;lLll(q食とIJl中食の加入MRIが介Jr7牛FIAl)ます 651に rAつたらIl･t

でqJAi･それることができるのでLLうか ま1_.米ILll勺でそ収 ることはでき

ますか

q9 41兼､TJl)カに化trT･足ですが､ずりと勺色にb人していきf_いと考えてい

iす TJリカー印 食をJ2(141るノJ止をJiえでください

6 老齢年金

●6-1加入期間

Q)と齢it公の壬L'i17肺を柑るU)には †plllJAl人するQr･lRtがあLQ)ですか｡

Q_} 念tLlこlJめているときは.Y/(lilCrにIJl人していますが 締めI_ときはILJl(iI
食にhll人しています J'j/1句会とILllt5iI一公を1㌢印してil令をもL7えるのでし▲

うか ま/_､合辞してf<勺れめないと句会/_,もらt/Jltのでし上うかb

Q3 兼13日にiltLます ilt岬の勺仝加入JILIJl出 川 です .L.Attllの&です

が.25qlノ日 のh人JqRにi生すLまで人のlk点に入らず.ll/JlでlqJit句会を掛

けたほうがよいのでし▲うか

QLIPJJl勺9FのれTlが5句-くらい ILllt年令のれ付が3ナJIくらい.そのtは妨3LJ
扶ftFA斤です-そのqfi 1令のJr打はきちんとされるのでし▲うか｡

Q5 甘.のJW=ちの特化では 勺色-1人が托丘だったので JJJILII人していないので

すか､秋作もl叫leq一会t=b人していないと､やはり1食はそけL)れないのでし

▲うか ま1_ 王けらJLるようにr+るJJがこIiあるのでし▲うか

Q6 g.はキヤアIをしています机 iI8ナIJしかり/liI全を納めていません｡蝿.)l

ケJJをILllttiL金に仙人L/+いと lJl剛仙人LI_ことになら/+いQ)でしょうか.

伺えば.8ケJl+8ナJJ-)ilとlケJJとはなLp'ないの'CL▲うわ

Q7IHは 人中めてG叫 二J'+ります｡その臥 BlI1までILll＼:勾金にLIJ人して王せん｡

会IHlIS代に支LI.っていたJ'//l弓l食は ■効に/+るQ)でしェうか.

Q8よ)故l講か･)+いているため IJIl勺食とilt枝のILllCilJi,のhJ人刑L'Jをli.iH ~

09 U.は374L㈹ t.今まで年令はHt一人っていません,!R人tこNhE勺全に入るよ

う払めり化.25〈lN比Fknを1払えは人上人1_L上上.け7LL/=のですが 今かL)

でも■人して句会はもらえるのでし▲うか

Q10it601で保持IIホ付研JIRFがlStl一しかか tQ)です机 とう十ILは句会をもらえ

QllI/.の父は す

と.rりていま

のでし▲うか

)qI

IU1

101

hL-

lOl
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3_)逆から IIJ'lll令のrV除外を上LI.っていますが､(i()収ま

ません｡火t=*の伸lllW:対Lで 1Ilか特別な免除がないて

●6-2艶定珊求

Q15-iO故かL･)文机さJLる名相'//l†l金の此JJid7位のJJiL.をTxぇてください｡

Q16息の父は､1■j′Lくl食にblL人していましたが,今ilのIOI事で65故になります｡TpJ

かf㌫きはE･製 こ̀なりますか｡

Q】7父は 収IIGL妓ですが 勤めているためil金o)JJ,穴をr-していませんoI?r相があ

食の王統丁鋭さ1:子rくと.Il仝lli鮫 I【iWrEこ1(つてきてといわれました｡悦lL

したのにTPI刺町伊があるのでし上うか｡
Q](川 il<ji:イIjLLQL,とhBlゾ/L_11金の上船の r抜きをしてきました IIIJJl披 t'の

くりいて叫1令の上折がl別的されるのでし上うか〔

Q20】0JJ25日に災1lju♯ (‖JZF)liで(IO故でしたが仙"蛙は)して､I■j/納 金の

丁拭きをしました｡fl会rtPLlHか,rから｢日IHJHにIl･2ri'.川畑.山■J/H.LFを1

けTTけました｣とo).lnrHをもらいました il金はいつの日付分から上LI.われる

●613捜上げ

Q21号Oil以 lずっと/i-HJlとして鋤いていたIJ搬 (5岳故)が l■E柵になってLか .

ました｡il金をなるべくlllくかL)もL?うとしで.何故かL?もらうことがHT価です

Q22Dl(15lI故o)父ですが ILLltil金を(知抜から拙Z日 け

o)老齢l■711lJi-は.文机仇 Ilこなるのでし上うか,

()23GO歳から4MUl折のEkWLLil公の1折をPJ,けると､

油川されるのでしょうか

ノイ

lLb

lLFT

l鵬

IOy

H

H0
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●6-4繰下げ

Qal父は 今く165逆になりますが.

Q&A早引きインデックス

I)でいません｡il企fLrもりうイl

船をL迫りせることで,il金の新をrrJflやすことはできるのでし上うか｡

Q25父はBLlrt'L鵜で ImlJi:折のE附 j∠l_11企%空掛 目です｡65放以降のE柑■/

ご納 金を7O収へ撚り卜ける場合.65歳IISQ)T毛芸さはどうすれば上いのでしょうか.

Q:)6人は ほほ一LO叫InJil金にJm人していますJTO歳を過ぎでも勺企をもbわない､

Q27()O故にrAl)ますが 従11でiiやします｡Gt)従かL)もらう糊介と､もりわないで

65戊まで持った1身分では､と脈I'ノJlil金の企yLは変わらないものでしょうれ 日7

●615共沸の年金

Q28人よとも3011以 J_2-lllこ勤雌していています｡II/'lイl食の攻節食NLは､とちら

かカノトされるのでLlうか｡

Q29i:+がillのuLIHま､人のイl食に加給il令は付かないそうですが ilの11令に搬

作加flは"(舵だと仏Iいています｡iBl伴JJE印l加 ､くbjL机されますか｡

Q30両礼が杜耶することt:なりました｡#鮒綾 JM(もAp)えるir金はありますか｡

Q31人はJEl刑 ''iE加入nで私は約3iJ杜lV陥f;で す｡硯(1 妊脈をぢR_ているので

すが 札例月として0)II食と1人のil金と.とのくらいの)/がありますれ

●6-6仕事と年金

Q33Bllll13故です｡これかb7ル′

r､小川 されるのでしょうか｡

Q3こ川 t と齢イl金のil耕

●67年金打の五十井

Q36E輪収峰†l食の†1tl

Q37ノと払ItFJl†l食と名節脹縫勾金の.汁17
Q38JJの芭抑 7Jlil/GとE齢低位if令 とQ)避齢,U'位勾金の.TIII
Q39介1HT掛川 J<1㍍PL外史附 州UがあるhL介のtl金町tの71!‡

日日

L20

L2U

LZl

lこ

1_lJ

L21

1:5

り町L

I
..ナ
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7 障書年金

●7-1F8着年金

QL符.榊 金は､E折il金のように壬約17揃を浦たしていなくても､わずかなJgJFJ

でも被Ilt隣77であJtは 受H.竹仏があるとL7は ましたが ネ ■'rでしょうか｡ IL,

Q2′川 のJkikLIIは ‥苫帆 IFも碓目しなければなりませんoこれをtiLIhLでiiやq)

甘板が変わることがあるのでしょ(-)7)b lくJ

Q3 H̀tPT･.lHH l,1の等級と搾.lflI公の笥掛まjBうとIrにしたことがあI)ます｡師

.lM 金の師.lt笥掛 ま,どのような胎外で決めLDれるのでしょうか｡ lユI

Q･1糾よ肝.lfll令2耕o)桁一′l那■if;です｡れ'JJ7rf■事がいくb以 LだとiF金が†711に

なるのですか｡

Q5 J･山とも1:20Gh河の阿.1tに上る符.lf,U;牡てl/i>を･王統しているJ点で｢､所桝 こよる

上軒別は上は 所書■Iが多い人を鵜.Vllこするのでし上うか

Q6FC.I川 J&*_I-もりっている人でも 115故を過ぎると､とk的 /Gr_/もらうことがで

07 仏の父はJRl.62故で､GO戊かLD拙 Ilr丈折のE齢低位1I令を空けています｡耶

il.父油1川とlこElい入院L LHf附 LF7Tl掛こ止hiされました.こ0)JA介､将

JfJB畦11金を空U.することはl･丁稚でLJうれ

8 池族年金

8-1iB族年金

QlJnl.llHT某のため l人rilLl上ttll金にbll人Lています｡伺えrlrどもがl人い

て 1人が九-JLl_Jh介 jB放11金はその時かりIhるQ)ですか｡/どもがいな

ければjn奴†l食止でないのでし▲うか.

02迅拭くl食でいう ｢妃LLl_人に上って′hlrを従指されていた人｣とは l!体仙

にどういう人のことでLlうか｡また j缶bkに仙人がある場合には,との相生

の収入なL)'l.汁を杜J書きかていたと認めbhるでLJうか｡

合 ノJ二j血相'/Ilil金は支Kiされますか.

Q･1I)は父とFJ3511IJlJ.勺を)u=していますが いわゆるl勺砧のよで､脈机IAl尉ま

なく.火のJJ純は/HIしています｡父がしくなった陸 脈別lU仔のないJEi(ま､

必朕11令をもらぇるのでL上うか ｡

Q5着.のけは父を亡くしてから,jJ放41金を2けJl(っており tI分IIJJの川1t:ir企

はWEナていません｡そのJiが, このI文111耶することL:なりました｡この棚介 JF

o)i一食はどうなるのでしょうか｡

QGil食&.1FがII;いたのですが､jZibu'j/Iil食と迎iut鍵il令の叫ノJのib机1Fl_

-■l

T革

li2

IL3
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Q&A早引きインデックス

_b 退拭け′ll金とゼo)E脈

liljilとちL?カlつの遠別になる

-L､

Q8人のjZl駄仇 にir企を空けています｡神米II//1の名相 .L'ii一金が文机されること

になったJhtlh 起点脚7′納 金とE齢I17′川 金とC)IRJ傍はどうなるのでしようか｡ Iu.

Q9 1Llま刃bu■jtHl金を受K.しておりましたが GO収となったため.柑別文机の.E

舶U/納 金のIlli7をLI_ところ 避妊IlfJLll'Gの支払いが作目されました｡改

めてjn鵬 L的 金を_r･文節Lでもらうことができますか.

QIO私は欠け目/L】.(,をJ5iL その橡 秋止しIIでほ を11棚 lr5()故になります｡私

の北絶 射二丈折されるn放くl金にはとのようなものがありま す か B

Q日大が生血 IL故で亡くなりました｡jn族鳩牡叫食が長けられることrL_r-知り､fLtJ姓

へlI_lJ兵.講を附ほ に子rくと 空tlするまでにZiI逝くかかるということでLIL な

ぜ､それほどQ))ULl.'Uが毛t過しないと三g.できないのでし上うか｡

9 国民年金基金

●911国民年金基金

Ql瓜はIl̂/,丑のため､

Q2lLILull令鵜金の鈴TTのfq方LをJlえでくf_さい｡

Q3Bl/.､珠倣4g鳩金に加入しています｡ J̀LLl7Tr碓果した11

できたtFt金は一時金として返してもらx.るのでLlうか.

QJ I人も甘､も1▲lLi的 企しか1糾ナでいないので.lEllCi事令兆金も仙 ナてJ'いたはう

がいいかとじIうのですが､ILIlttit令ノ占令をIllだけJnl人するのでは.人した金利

1:ほならないのでしょうかb

lO 厚生年金基金

●10-1JT生年金基金

らの統付を､†l'Gと 叩食かL?送ぶことになりますが､ 岬金でもらうと 将

来のil金は淡qLされるのでし上うか.,

Q3l'.1'l†l/C瓜金にJnl人していますが E抑/111食の.吋■JL.㌍丁泣きと兆令のil金の

L'IE,KT抜きは 椛にできるのでLようか｡

Q,l公叶のJ-//Eil/&鵜食が帆批することになりましたo/Tfで払ってきた廿卜公の分

117

1L8

日8

1-L7

l､-1

153

15t

15r)

ILl.

15R
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11 確定拠出年金

●11-1確定拠ttl年金

QLl‡従撫IhlL食とは､どのようなil金のことでしょうわ

QZik従I削niF金にはどういう人が加入できるのでLようか｡

Q3 蝕hl他Ihl一食のメリ7トはt'んなところですか｡

Q･L耗hI推Ihit食 (N人何日 こb17人1るためには,とこにfTつで印し込むのでし▲

うか.1川=二速川/̂引rThiできるといっても 着日によって 送状できる巡川

l剛l'.1まはl;iIされてしまうのでしようか,

12 その他

●12-1その他

q】il金PJ腔が変わり.Y,い世代の人が ｢LLL｣をしてしまうと.7われでいますが

一作どういうことなのでし▲うか｡

の範LJHIJlのF.JJでやっていましたが､今11はその桁LTIJLでは収まりそうL=あり

ません｡会Hをtl全作険jBJrJIJLRi･TrL:して.Y7/rイl金に加入Lf=JJがよいでし

Q3 よくrl事金印 上1htにお金を(.7r)る｣といいますが､どのようなEF

A,れるのでLLうか.

QllI金71<′iイサーのYtfhは どうやってとIlはよいのでし▲うかb

lGO

ltり

トー

IrLJ

l61
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年金の基本としくみ

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
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年金の基本としくみ

E]年金は一日にして成らず

il金のホ-ムペ-ジを公IiuLでいると､いろいろな)Jかbご矧tuをいただきま

すoIいには海外に移llするP.{の11令のL故いや,錦従拠Ih勺令にERJする肝IHJなど､

目新しいものもありますが､JllJ変わらず17-mrrn=多いのが､｢私のiL一金はいくbE:

なr)ますかつ｣という内行のものです｡

Irj三に/jj的邪が行った ｢11金剛Iitに糊する'iif･r(),-J知蚊｣の御兼によると.｢叫金に

倒する匁lりたいIl■J{瀧は?｣とのl.IUいに,7刑以 LのノJが ｢n'/tの更新できる比込み

1L金WL｣と符えたそうです｡このことかbも,･皇統企郡が加入茄のJl土人のl刈小一Jl

であることがうかがえます｡
これまで､坤金の地IBH土崩qni俄の?Vt件とするのが一般的でした｡ところが､

Ell川lGO勺以降 人きな1事金利雌改1iが拭いているため､Y.いLLICのノJも.年金に

吐l対,L.ではいられなくなってきているようです｡1.:f.:し､そのlM心の多くは､イド金

空i'i有lのJM派のIEl,J旭にll')けL?れ 1F金利度のしくみ川本はよく分かっていないと

いう城介がほとんどです｡

妃11j也椴まで余日Llを穀けるのであれば､制度のしくみに多少の淡解があっ1.:

としても､それがIru)jLiLのつかない1[態を∠l三むということはないでLLう.しか

し.nLll菜や仙人yJlRを11.んでいる)Jの城11には.ちょっとした,LIミ解からイ事命が

もらえなくなってしまったり､淑WLされてしまうケースがあります.

例えは､脱サラしてrllミ潔を1ミむ)Jが､遡上にLOiHlkL皮加入したL17!l三iF一金をあ

てにしてJ tIILill金の付随料を納めていなかったl).伯と阪料を納めたJgJl'-iJが25iI-

になった岬･■･で､｢もう†l金はもらぇる｣と次･LJして.以後の保険料を納めないと

いうようなケースです｡LJiJfiの棚介は､I■jilーイl金の一変鈴翼作を思量脈していますの

で､このままLLlli的 fZの保険料を納めずにいると､せっかく11さ晩利を納めたIr,I/r_

11金までもが支有iされなくなってしまいます｡また､後P;の助命は､勺金がIjk:蘇

されるにはされますが､その年金新はJl刑近く淑郁さ11_てしまいます｡

名後は誰にでも碓炎にやってきますCやがて.'JJれる名後のIk人脚光にI対心が向

いてしまうのはイLノ)ないことでLLう｡しかし.ir金のしくみを知って､日々の柵

み･rLねをしっかりとしておくことが.Ll立山のもu土を沸き川すのです.

TIL金は一日にして収らずJo!lきがいのあるごまかなぜ後を迎えるために.今か

らしっかりとzV(伸しておきましょう0
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E]公的年金のしくみ

■年金の種類

Tl金は ｢公(I'Jil金｣.｢IL､某11金｣､｢仙人勺食｣の 州 KH二JJfけることができま

す｡

公rr的 JjZEi蚊Jffが迎′前するもので.｢Jtl代印食｣や ｢rrJlJ_11念｣､｢火l斤fl令｣が

これにあたります｡

川1-(勺食は.H本IEnJlに作む_～抜以 ILW収入Mu)人すべてがJmJ人する11金です｡

加入FTすべてに)L畦となるfl/kを文G'け ることを目的としているため､北郷 I食

といわれています｡

-ノJ lrIIiL-1FA金は会Hで働 く人のために.J∈l即l金は公務Llのために､そのJnI

人糊F.tり'Jrの1ド金を文節することを‖rl'Jとしているため.｢敗川 刑 /3-｣と畿胡され

ます｡I-メ/IlI食や)もl糾 /kの11日人 rlは.l‖J"別二川1州 側 こも仙人することか L?､

掛 i川 く事令は ｢)占礎Tl食の l廃せ｣の1L金とも呼ばれます｡公仰 事食のこのよう

な什剛を､HitllJ'爺を泉の1断挑'Jl.披11日川 食を2搾IFN,分になぞらえで ｢21祈il!

て1l/b｣ といいます｡ (【ヨ2-1)

図2-1 年全の3階建 て捕iE

欄 J ,_ *)

[車重司I 会社･L lロ車二][車重]
1鮎 Eil民年金 (基礎年金) ElホZE住の21)歳以上60姓未満の全ilが加入しま丁

共,8年金 公秩Aがh稚先で加入します (rq時l=EZ]民年会に加入)｡
企#年金 JT生年金基金 適格退K年金半 金杜が実施する退牧丘付制度｡
N企辛年金L=ついてLJ､平成14年4月より､托定掛寸企事年金法が施行されます｡
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年金の基本としくみ

舵紫年食は行企潔が迎仰するもので､公的叫棚 部分にさらに｣∴止せする

めの叶金ですO｢坪牝舛食盛会｣や ｢過肺心牡咋企｣は､その代衣的なものです

2耶fa扮 のないriUJl叶企のみ0)加入打のためには､ I.施せとしで ｢】仙 咋金堪令
があります｡

偶人iL缶は,竹さんにおなじみの北命1順 や批 咋†順 ､叔TuLUなとではってし

るもので､公附 金や介茄咋食にさらに卜水せするために仙人が作並に加入す

叶金です｡また､叶仰 人きれた ｢桃に拠川叩企｣も､公的叶金のL紫せとな

叩金です｡

芦 慧 の-

■被保険者の種類

咋金に加入している人のことを ｢敵性扱け｣といいますが､この較l服 G(:∫

｢邪IiJJ､｢約21･l｣,｢約313｣の棚 くあります｡

耶 】サ鮎川険打は.目前.黙れ 粒体的El打､乍11､フリーターなどとその加

計で.柑JLlq一命や八消如何 二加入していか ､20歳以 lt相即 浦の人です｡約1～

拡†順 薪はl州 q:企のみに加入し､順 村をll分で納めなければなりません｡

W ,L披仏l険打は ､Jl小叶金や｣ヒ消叩金の加L入行です｡約2り披仏ミ陵捌土田 LF-Tl

令や八消咋金 =̀DH人するとM岬にl仙こ叩念にも加入Lでいます｡探険科は,新J

から大引きされます｡

那3り披l順 打は.JtI代印令や火抗4-食のJnl人n:〃三瀬されているhi川打で､

戊以L60以 榔 )人です｡恥 り披l順 廿はl仙亡叩金に加入しますが､T順 柵

鮎仙打が仙人する付会刑蚊とl仙 年金との関で湘催されるため､那311敗保険

がrl分で納める4Z公はありませんし.他山JTの斡71から):41さされることもあr

ません｡(臣はT2)

種別か変わったときは､市区町村役場で穐別変更の手続きを行います｡
会社を退職したとき 本人は 第2号-第1号 配偶者は 第3号-第1号
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■給付の種類

公fr(Jil令の鈴川 二は､｢甚抑 i食｣.｢帆 Ifil食｣.｢逝ふ㍍IJE｣のiつがあります｡

⑳老齢年金

.E齢11食は､加入榊 ).E後 (ju戦後)の/lI.r.を支えるためのく1金です｡.空前す

るためにはGO故や65故といった-Jtの11齢に過していること､加入JgHl'uが ki以

rあることなどのIR作を1月たさなければなりません｡川Lが1分かbは.E齢鵜艇勺

令が､I■ノ/rll金からは名相'//Lll令が jtl利 金からはRi収八7納 金が文節され

ます｡

EWllj′l〈l金やnl職)〔折11食が立iJ言される槻IH:は,Jl.lWJとして L断,%分に､

&齢JA礎咋食が文節されることになります.

チェックポイント㊥
脱サラでSOHOを始めた場合には､会社員のときの厚生年金加入期間

に応L:た老齢JT生年金と､老齢基礎年金が支給されます｡

⑳障害年金

桁J̀tiIJCは,加入Hが仰11Fをrl,p>てしまった帖に文節される11億です｡ 仰.1:の

JJ.rJ勺となった柄穴やケJlの如.浄IH:仙人していlrrl金PJrjiかL3.1L金が文iliされ

ることになります｡il金を受けるためには.肺.lfのtlJJh-が 'jiIL)lであること.tis

図2-2 被保険者の権現

豊l一望整-l-慧
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年金の基本としくみ

故人1月であること,保扱科の納付状況などの'Rllを一月たさなければなr)ません｡鞘

I.一;のf■lll父はlウ鳩卜Plメ'/1されていて,<乍掛 こJ:ってイL食qLが〉Ytなります｡

また､Pr(.ltの手■JIjLに変化があった瑚合には～乍練の兄l/iLが行われます｡JLLLli

のも■.W=､ PfL'.llが引,くなっていた糊(†は,勺食が文節されなくなることもあります｡

老齢11分とr･.Jt削こ.畔.lfl'//lJl令や肺.1りと抑 l金は,r･Tt11E地位イl金にl脈せ去

れるfF食です｡しかし､ 将.if兆催11億の仰.事子～乍松が】級と2繊のみであるのに対し

Lrj≦llr金と)も押 l金では､触Ilに陥L̀L;等紡3紙のJl金と､3概より挫蛇のt集い締.1

⑳遺族年金

逝肘 I/jFは.加入吊やiL金11斡附 く亡くなったFhL合に､その追放に文ilTされZ

ll令です｡勺金を丑けるためには､Qt･亡した人にINする盟作.111陵科のMT寸には

するAL作､i&族にl判する鮒'lの3つのArl′lを消たさなければなりません｡

Jムー州として､血族Jr//l叩金や迎息災八折(r金もiu放J£僚tL金の_E来せ.%'/Iとして

支鈴されますが,㍊旅順脚 l食をもらえる退肱は.｢Tのいる腰｣か ｢f｣にIgiF

れているのに対し.jZL朕1㌧J/Eーり〔消)勺金をもらえるRi族の絶州 土Jムいため､2降

.%分であるjZi挑I'-I/l(JIJ朽)イl/cl_けが文節されるJb合もあります｡

このように.E齢ノ左肘 1一食が文節されない場合の叔7m.Wは Lて.J'i/FIL食べ

lt脚 F金では小("I.桁の2tのためにIt'I.占師E紬IJJ"Vの別姓が,設けられ J'j/ILr企て

J亡7別 命に加入していない節目]敗11].陵廿のiU附 二村しては.i仙川 金とJtl亡

帖金がItl民1F企触rlの糾19:として:LAhけちれでいます.

遺族葦礎年金は､子供か高校を卒#してしまうと支給されなくなりま

す｡その代わりとして､井婦年金や死亡-時金が支給される可能性も

ありますが､万-の場合の保障を自分で用意することも大切です｡

t給付の調整

¢一人一年金の原 則
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公的年金のしくみ

r)ます｡このような域IH=は,ト 人 11金の脚LIJ｣により､t'爪か1つのil命し

かもらうことができません｡

例えば､肺;l拘 念をもらっていたJJがHlも齢になって名相 l/3をもL?えるJ:う

にfJ.つた機 lTや ㍊朕勺金をもりつていたノJが肝.i;il令をもらえるようになったILL

ITには どちらか ノJのil/kを過んで設i'†し,他ノノは文新作Ilとなります｡

このように 11台を】つに.渦幣することを ｢1昨i'言.消解｣ と.iいます｡ Ih:適んだ

ll/Eを後で過れ伴えすることもできます｡

⑳2つの年金をもらえる場合

JliLLIJは ｢一人-1F令｣ですが,L人の人が2つのイI･'&をII.川手にもらえる機介もあ

ります｡tPlえば､名齢鵜喋く事食と.g抑r//l_11一食です｡このように川 の文i'TIJ川l

について ｢)占碓†l食｣とその E瀬せとしで支iliされる1[/Jは, rFtyトで111

食としてl&われます｡

⑳65歳以降の例外

1F金をもらう人が65歳にjj5している棚糾 二は､IVJ:る文節■】Lnについてのイl/G

であっても､七yトで文節される切liがあります｡

例えば,脳放Irj/111金をもらってい7>JJが､lx5歳になりrl'Jrの名節J左肘 1金を

もらえるようになった瑚17には､IJ･JJJの1事食をもらうことができます｡これは,鮫

川F川 金制度から支iJTされる㍊附 F金は,逝紙の名後の′ll【1の支えでもあるとい

うぢぇかblHJIJに.治められるものです｡したがって.血族J占軽く事金と名節lr//lil

/i7のように rTが逆の別み(†わせの切付 二は､65歳以峠であってもIA'J帖に支G'i

されることはありません｡

この寸州別こより.jiE臓がEN7J刑 勺JGももりえる城介には､F､滋齢J左肘 l金と

名節Jr/Il咋食の七 ノトと､2名軒.兆嘩Tl金とi出駄Ir//r三1L食のセ y)からF'l'Jlに/J

図2-3

1 (原則)
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年金の基本 と しくみ

利な方を選択してもらうことができるようになっています｡さらに.遺族が配偶竜

の機合には､③老齢基礎年金 (全荊)と12柑召生年金の2分の1,それに丑扶厚生

年金の3分の2を同時にもらうという姉3の選択肢も設けられています｡(図2-3)

■保険料

⑳国民年金の県険料

国民年金の保険糾 よ.定朝で月執13.300円 (平成14年度)です｡那1号被保持

者になった人は､なっL:月から約1号被保険者でなくなる月の前月まで毎月.保Fi

科を納めなければなりません｡また､約1号被保険者の属する世帯の世帯主と節

号被保険者の配偶者にも,連滞して保険料を軌める満都が生じます｡将来､上り

揃い年金をもらいたい方は､付加保険科 (月噺4DO円)を保険料と併せて軌付i

ることもできます｡

納付方法は､市町村発行 (平成lLI年4月以降は国が発行)の ｢l司民年金保険事

納付案内岱｣により,海月の保険料を翌月末巳までに措定の金融横鵬や市rr柑器

租の患口で納付する方法と､自分の口座から自動的に引き落とされる口座瀕管カ

あります｡

また,1年分,半年分を一括して抑めると各月の保険林蔵から年利4% (枚申

現価法)が､割引になる前納制度を利用することもできます｡

0保険料の免除

病気や災乱 舵JRなどで保険料の支払いが凶8な機合には､保険料の納付を央

除する制既が掛 ナられています｡免除には ｢法定免除｣と ｢中綿免除｣の2種類

があり､免除の理由と手続きが兆なります｡

法定免除は.1級 2親の好事年金を受給している場合や､生活保頴法の生活V

助を受けている幼合に免除されるものです｡

LP机免除は､所持が少ないことなどに上り.保険科の鰍付が困牡な場合に申u

L,社会保険庁長官の承盟を得てはじめて免除を受けることができます (iF収載

に岬β相が必要).

また､平成12年には､一定所得以下の学生の保険料を免除する学生納付特例卿

皮が設けられ､平成14年4月からは半斬免除別FEがスター トします｡各馴鹿に3
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り免除された1キミ険科は.i(川 以内であれば氾納することができます｡

中綿免除､半績中指免除を受ける場合の基準は､前年の所得によって

判断されます｡

⑳厚生年金の保険料

Ir//l川 魚の伽朕11の納付凝イ別土.■1L菜 lにあ()ます｡よって.'JL男上は従長日

/jttrの統'iやでt与の鮒 二応じた1架隣れfJm HL その1′/hを本人の鈴'Jからプこ,Jl

きし､残りの半分を糾 ilして軌1日ノなければなりません｡

また､IiL阪桝 土鈴')をもとにtか朋 欄 Jl打lを求め､その鮒にⅠ斗'阪料率 ('L'lJklLl

勺粧】715%)を束じて求めるものと.1tJjに対してかかる利別伽随科 (肘 Jの

1%)があります｡

な九 fT火†水菜州In伸 の仰阪柑 ま.拡伯叔 ZH'1fll*､11某日lJH分ともに納付

が妃除されますが,11食新を話仰 する掛 二は仝qL納付したものとして禎われます｡

⑳捉fli研削が耕人されると

~I,成121Lの政il_により,~l城 】51H JJ以降.総和刑別が,#人されることl=なり

ました｡耕人後は､JV/HL/Fの特別†米隣州土鳩Ilされ 統IJとil■JにIF,JじLhL隣れ

琳 (1358%)を乗じて伯ミ険科を求めることになります｡

■プラスアルファの年金

⑳Jrj111金盛会

J')/l咋金J占金は J',I!lll食から文節されるJZ齢節付の .iEl;をIilに(しわって文鈴

するとともに､それに1ラスアJL,77を上席せした給付をrrう制I生です｡加入吊

は､公(郎F金のiJ言付よf)もTrr/い新T･Tを空けることになります｡

また 鍬Ilに脱出一姫食や死亡 時金の折1トを行っている)i=金もあります.T'/

/I11免)占食のある会Hで働く従果11はJJ.LiILJとLて'BL制rf)にJnL人し､i什金 (仙■阪

で折付をfJlいます.
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⑳適格退職年金

過納Ai収il(kは､迎′lけ る全書lが従澄11のju塀勺金の文鈴をr,lJrFJEこ/L命†米険公

Ilや1.7.1t匁i行とFjj軌して.掛金をrr-tJytにtrrみjlてる制JiEです｡将来折付される11

金には､公的〈F/JFでE托験などの税制 LのfG遡Jmrlが.iLLけられています｡

なお､適格nl披くド食は.硝妃給付lIモRIL金7太の収Ll'(により.今後LO咋l'"lJのうち

に腐IJされることがiJLまっています｡

⑳国民年金碁金

川尺寸l余の約Lり披11ミ険IM._{肘掛 二.老齢!k健勺食の｣_廉せ節付/L_r-rlう制度で

す｡名齢北郷 1金にl_鵜せしてE抑ワ!L咋金やjL!戦)tT刑 J企をもLDうことのでき

る那2J,J披1東隣満と比べて.tJ,L～;披t光陰石には,&船場嘩勾金しかありません｡こ

の納LT'を少なくするために作uTに加入できる制度として設けわれています｡

⑳個人年金

僻人';L金は､∠L_命保険会手lや轍1u!lJで旗っているiI-金です｡公的年金や余菜咋

金でまかなえfJ.い雑'/1を､目地弥ノJでまかなうために作軌こ加入します｡

⑳確定拠出年金

怖,t拠J納 金は､あbかじめzJtめられたせ卜金を(事分で通釈した企観l軌IT.■,(:投 打

しながLD越川して､名経の伴食を築きしけるqrしいタイプの1r金です｡錦妃拠H

fF金7lr帝人している会‡1の従果1ほ 1腺 とした ｢企果他｣と､耶】り拡保険満な

ど7ir･対敵とした ｢仙人ぺ旦｣があります.

｢於釆咽｣は竹戊L31F-)()JJかb､｢例入朝｣は､ド成ILrW )Jかbスタ-トしまし

た｡

国民年金巷金と確定拠出年金 ｢個人型｣の掛金は､全節社会保険料控
除の対象となり､所得から控除することができます｡

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。



平城14年4月からの改正点

公的句一会Pl射 土.少なくとも5fll二 度,11全町Jkについて止JIJ的なLiLJLLが

Irわれ.法相が改IEされます 位逝では llJRIlJ1I1-に.梓水性IEのIIIllをlたXL､

掃射 二わた11[_q民のB棟を支える'iE起したiT企制度をCkJするためのLnll_がfrlつ

れました｡

L5:llのl勺鞘とIJ;掛 川 は_)鵬ページ以降の ｢lF成12(-1l合机FigLn･V:｣にまと

めでありますが､'l城 14iILJJから'h施される血 I'rlと.このLk)lにIuわる政令な

t'の43LiLL･■rをここで臥 iELでおきます

●JF生年全の坂保検舌it格の廷Jt

これまでIlj′k年金の鼓nl険捌よ.jdJFJll某所で甘くG5故人iAの人でした｡サトI

の也lEに上り,仙人1r-船が任I従まで引きlけちれましたので.IFLElltI=川 Ill以

件.34JIJIIl長所でtIく70Ll,i-iAの人は.Jlj/l三1l-勧 こhll人L 伽挨杵をhめること

になります｡

+60*台練半の在職 年金制Jlの封投

GO戊から土鈴されるとれJ'//IiB金をもらいながらめいている人は.I//IiT金の

Tll陵内を故収され,折りの打Lに応じて勺令の 碓または令.%が文鈴作Ilになr)ま

兼3-1在■毛l舎年金 改正前と改正後のしくみ

<改正R>

60Jt 65Jt 70Jt

<改正a>604 65Jt 70■

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。



年金の基本としくみ

す｡この削Jh-を r/l_収ER的 食ajlJJn:｣といい､文節作目_されたE齢Ir/!ll咋金のこ

とを rllや避給jl食｣といいます｡

これまで,この制度の対敏となっていたのは､Gl捉までの.E齢J刑 _';L金をもら

降に支i'汁.与｣Lの対敵となるのは､老齢K,J/illF三食のみで..E崩f,北伐1[金は全都立岩言

されますb(衆3-1)

なお,'IL成】LL114JILl川‡･■･で.すでに65践以 Lで1F三金をもりつている人につい

ては､保険料の徴収はされますが.文節I判Lは追JIJしない鮮遡捕Juが掛 ナられて

います.

文fW.川ーされる新は次のように.il作されます｡

自由集や個人事業を行う場合には,老齢倖生年金の支給は停止 されま

せん｡

<60歳以上65歳未済>

まず-1Irt二1F金の2刑を文節帆 l_し.さらに1て金 (樵TVl制i肌)柑L)と加iJTil金

有tを除いた年余JJWLの81刊 (北本)JWL)の介.ミl好lが22JJllJを超えると.この超過

qLの2分の】が文節帆 L邪にL威せされ.ま1=.l'(企 (telVttll珊)lWL)のみで37ノJ-

llは 超えるJLL合には､この超過有1も文;'沖IEL新に I束せされます｡

⑳ .it非Jに

北本)j郁+控叩羽呈㈹JJ榔≦22JJJHならばJli'川 舟L一兆本JJ鰍

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。



平成14年 4月か らの改正点

く65歳以上70歳未満>

tT金 (標準報酬月郁)と老齢呼生年金 (加給年金邪を除く)の月柄の合計取が､

37万Illに逮するまでは満都の年金を支給,これを超える堵合には､超過分の2分

の1の軌が老齢呼生年金の月yIから差し引かれます.

●国民年金保験料の羊毛貫中和免除制度の創設

これまでの免除刑肢は.｢全耶納付｣か ｢会釈免除｣かの2つの選択肢しかあり

ませんでした｡しかし､保倹科が高熱化する中で.この二者択一の剛度では､被

保険省の負P_能力に応じた対応が同姓になってきたため ｢-Y斬免除刑肢｣が導入

されることになりました｡

保険料の納付を半軒免除された場合.会釈免除と同様に､老齢遮礎年金の柄が

免除期IIUの長さに応じて淑斬されることになります｡

保険料の納付が半郁免除された期I和は.保険糊 付済I馴和の3分の2とみなしま

すので､例えば12ケ月半衝免除財閥がある場合には.その沖JHilを保険棚 付7万糊

IiU8ケ月として､老齢基礎年金を苫十溌することになります｡

なお.この間に起きた酔省や死亡などをIjW 申由とする障奮進礎年金や丑鉄装

偉年金は減額されません｡

また.追納制度により､過去10年以内の州IZUの保険料の全紡または一部を後か

ら肘 寸することができます｡保険料を迫糾した期間については.すべて保険料納

付満期Iiqとして扱われます｡

<半顕免除になる場合>

前年の所相が､次の斯以下である槻合

扶蕃親族等がいない岨合 68万円

状葦胤族等がいる槻合 68万rJ]十 (扶葦親族等の致×38万円)

紫老人控除相鉄乱切各.または老人扶喪親族の場合はLW万円.特別扶発

現族の鵜合は63万円｡

被保険者またはそのILr帯の人が､生活保i&法による生活扶助以外の扶助そ

の他の托助であって､JE!生労働省令で定めるものを受けでいる牡合

騨省名または嫉相であって､前年の所相が125万円以下の袖令

保険料を納付することが著しくEE書である埴合として､天災その他の野生

労働省令で淀める!JT由がある場合

3I

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。



年金の基本 と しくみ

半額申請免除は､前年の所得を基準に審査しています｡

+全折中細免除制度の免除の基準となる所得額の明確化

､IL郁免除剛比のIPJ,投にTfい､これまで唆I収だったIll.VJ{免除について､免除のJL=

岬となるIrrf■紺LがPJ碓化されることになりまLl.:｡

<全謂免腺になる場合> (jl城LLlilLLJi以肺のJ上竹)

1川坤のi･rrf■Eが､次のWL以 Tである瑚缶

状瀬純鉄t.紬 †いない場合 35方IIJ

状箱親族等がいる槻合 (iJ-婚親族◆今の軌+I)×35ノJIll十llJJJlリ

披†粧険hまたはそのIir;rlの人が亡EI.T.11と過法による/Ihf.扶助以外の扶肋その

他の桟肋であってl糾 _)J;胸'r令で心めるものを受けている城介

仰.lHは たはAfもIlであって､り■Lllの所子IJが】25JJllJ以~T=の槻令

11と隣判を納付することがれしくI月報である城介として､人災その他のJlP!l

労的'G令でhiめるJulがあるJb缶

●学生納付特例制度の対象担Pilの拡大

これまでhi"抑JI..'J収や収ドUの人′羊に凪う単三Jは.｢n会に州で胸いている｣とみ

なし,特†那 l日生の対毅から除外されていました｡しかし､火膿は必ずしもそうで

はないことから,対象が拡大されることになりました｡､l三成卜川LlJILH以降は､

/.占収,人′F:､塩入,7lFl‖J'lv校の収1-ru部や′ii帖制､jdJl:WJ.性柑 こjibう凍)歳以 lのLr

従や.㍗/lも.1F例が越川されることになります｡

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。



平成14年4月からの改正点

●第3号被保険者の届出方法の変更

IkILt勺/kの節目)拡Thi搬71の̂ L;IHは 本人がl川棚 lIlfRL')馴二川tTIllなければな

r)ませんでLた｡ l成ILLiILLJJかL?は,nLr伽Hが勤務している会‡rまたは｣∈?朽ilLIT

へ仙 JIllることになります｡Tも琶きは.拙LLHl臓 のL火炎l刈係とl"川3-にTTわれます

a)で､1､人のfHilがIt拭きか､川Ihbれの心hiもなくなります0

第3号の資格取得や種別変更の手続きは､配偶者の会社経由になります

が､第3号から別の種別 (第1号､第2号)になる場合の種別変更は､自

分で市区町村朋 に行って手拭きする必要があります｡

●第3号l釘呆険者期間がある場合の老齢基礎年金の古書東先の変更

IiltL:il食の加入JgJlrub, 那31･;牡11■陥mUHl'りのみのJJのE机J占礎1F食の批 Jl.:/i

求の空け付けが IIJllIJH紋JAから112:伽腕IJL摘F'rrに変わりました｡

●国民年金保険料の肋付方法の変更

勺企1[雌が､小町相から川に拶rtされることになり､/FまでIIJIl付から送付さ

れていた ｢川1L:iI令lht純朴納Ll案I～.lF｣が､IEl(11公11■鰍 Jt麟肋)から送付され

ることになりました｡

それにけい.t米陵IIの納付恕IJが拡人さオし今川の銚子T. 附 u″.J､I:呈協,tf什協､

I,川伯1合､丁.71lJ伽 1(.･j;幼伽 1,IかL'伯■隣羽を納めることができるようになl)ます｡

●JR村 漁業Eal休戦鼻共,斉組合法の廃止

I"HH朽糾lTから文節されでいたLqi什†事食は l'成 )･1勺川 Illか ら J-//Lil斜 二親

介さiほ す ｡

●物価スライドの凍結

公的iF食の文節泰山土 II;Jllの7llJIT指物(ldl梢款の変動にLC･して.物Idスライトす

る0)がJl.lLJIlです｡ しかし､21X))1Fの7㌢J'LVrTlblln桁汝が-OG%と比込まれるたれ

11金･2ilHTのnlJ化/1I.r.を 鵬々し,物価スライドを経もlけ ることとなりました｡

これにより.';l一食新川HLは31r越穀州えl'rLLきとなります｡

i3

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。



年金Q&A

l加入と種別変更

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。



年金Q&A

1-1 20歳になったとき

Ql 諾 こ｡20°に… 丁 脚 全の加入和 さについて教えてく

AI Eg民年全の加入和 さは･住民葦鐘をしている市区rrfは 叫の
Eil民年金の悪口で行いfT 20Jkになったら､窓口で手捷さをし

C3F p220 てください｡市区町村にJ:ってLL往復八方キに必要事項を妃大して

近情することで届出と丁る4台もありますので､20JLのL生月が

近づきました与､送られてきたハガキをよく枕んで手枕さを行って

ください｡

Q2 け2̂0.fkB崇 ,i:禁 丁 芸子.収入のない学生も幽民年金に加入しな

A2 以前は･学生のEg民年全加入utE意となっていれ た しかし･
20kになってもEi)民年会に加入していないと老齢基礎年会が戎tI

p3F P171 されてしまったリ､在学中のPS気やケガで良書をAってしまっても

■書基ぢ年全が支捨さrtGLいことになってしまいます｡このような

ことを防ぐために.法練が見ilされ平成3年4FIJ:り学生であって
も必ず20JkからEilE年全にZJ]入Tることになっています｡なお､本

人に所得d-定棟以下の4台にLJ.申Zlをして示l菩されると保熊

村をRめなくてもよく､10年以内なら後払いtlできる､学生れ付

特例制度を利用することができます

学生ベンチャーなどの前年の収入が､133万円 (所74にし

て68万円)以上あると､折l寸特例を受けられません｡そ

のときは､しっが J保険料を納めてください｡

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。



l 加入と事重別変更

1･2 就職したとき

Q3 J ≡uヲ;=SliLL:lご ∴ 憲 _7,1芸 こ崇 .こ::-:.≡.fJ ;/:;

国民年金に加入Tるように言われています｡何か手続きをすること

はありますか｡

A3 相即 引itすでに回民年金L=加入してい要すので 加入相 き
の,必要はありません｡イ旦し､今後は､毎月､保険料を納めなけれ

ばなりませんから､前納制度や口座振替を利用する場合にはその手

続きを行ってくf=さい｡

<前納制度>

保険料は､あらかじめ6ケ月分､1年分などを前納することがで

きます｡前納する保険料毛削こついては､割引きが行わTLます｡

前納分の保険料をml寸書で納める場合は 毎年4月に送付される

｢1年分前的用納付書｣で納めてください｡

口座振替を利用する場合は､3月中に金融機関で手続きを行って

ください.

<口座振替>

口座振替を希望する場合には､預金通帳､印鑑 (iR行印)､年金

手帳 (または納付書)を持参して､預金口座のある金融機関 (班

行または転借局)の窓口へ､直は申し込んでください.

第1号被保険者は保険料を納付 (あるいは免除手続き)し

ないと､年金がもらえなくなってしまいます｡前納制度

や口座振替など利用して､保険料の納め忘れがないよう
に気を付けg=LJ=う｡

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。



年金Q&A

Q4 4諾 芸 票 慧 芸 =芸 莞 芸 ご呈霊 三三三笠{tL…

くるようにと年金手続を渡され穿した.どこに何を持って行けばい

いのでしょうか｡(女性/未婚/1975/会社A)

A4 国民年金に関する手続きは＼住所地の市区町村役場の国民年金
評で行います.相談者の場合は.国民年金 (第1号被保険者)から

曙 p220 厚生年金 (第2号被保険者)に変更する手続きをするIEt要かありま

すので､次のものを持って行ってください｡

<持っていくもの>

年金手帳

･勤務先から交付された健康保険旺

Q5 こ芸芸三三3諾i諾 意 慧 諾 意 諾 芸 諾 =ef;

はありませんか｡(女性/未婚/1968/無昨)

A5 人買芸;苦言ぎtTiqbi.慧 三いたからといって､厚生年金の加

だだし､保険料の滞納期間の分､将来もらえる年金の取は渡部

されることになります｡もし 今後余裕かできたらEi)民年金の保険

料を遡って納めることも考えてみてください｡

Q6 と…:芸誓 言書 芸1,3Lヲ黒 雲 ;i'Jiqti芸 言霊賃雷雲完

全､窮2号被保険者になるのでしょうか｡(女性/既婚/1975/バ-ト

タイマ-)

A6 厚生年金に加入すれ{f その時点から第2印 保険者となりますC

38

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
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l 加入 と種別変更

BSF p22 手続きは､厚生年金に加入した後に行います｡手抜き窓口は住所

地の市区町村役場です｡

ところで 相扱者が すでにご主人の妹兼からはずれていて､J7

生年金に加入するまでのあいだに1日でも空白期間ができるのであ

れば､被保険者の資格は､第3号-第1号-第2号と変更すること

にか Jます｡第1号被保険者に棺当することの届出をしていらっし

ゃらないようでしたら そちらの手拭きも行ってください｡

<持っていくもの>

年金手帳

被妹未着資梅喪失旺明書またはご主人の健康保険旺 (第1号

に書妾当する手続きにIEt要)

勤め先から交付された健康保険旺 (第2号に!麦当する手親善

に少要)

チ ェックポイント⑭

主婦の在宅ビジネスの収入か年間130万円以上になった

鳩舎はL第1号被保険者に言責当します.

1･3 転職･退職したとき

Q7 たoS芸芸芸…三言三豊711､日i,,%iinfa#f蒜 5=去芸 ≡禁 ,EL.芸と

のでLJ:うか｡(女性/既婚/1959/考集主沖)

A7 3月末で=主人か以前の会社を退臥 ､5月に再細 ということ
ですので､4月は格鮫者とご主人の2人とも国民年金の第1号被保

CSF p220 険者に!亥当します｡この場合､お2人とも被保険者性別の変更の届

出をし､4月分の保険料を納付する必要かあります｡

また.5月の再就破により､=主人は第2号被保険者に 相蔽者

は第3号被保険者に戻ることL:なりますから 再度､被保険者種別
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変更の届出を行ってください｡

もし､まだ何も手横着していないのであれは､同時に済ませるこ

とができますから､早めに住所地の市区町書寸役場の国民年金課^

届け出てください｡

なお､平成14年4月1日以降の第3号被保険者の届出は､健康伯

険の手夫兼関係と-掛 こご主人の会社が手続きをしますので､自5-

で窓口に行くIEt要はありません｡

<窓口で手続きする場合に持っていくもの>

･年金手帳 (2人分) 新しい陣場の健康保険証

以前の戦場を混戦したElが分かるもの (腺破事など)

･第3号届出用紙 (役所から用紙をもらい､ご主人の勤務先a

証明をもらう)

ご主人の年金手帳が礁軌 こ提出されている場合には､その旨年

し出てください｡

Q8 在霊芝誓 言芸it=誓三㌔ 二王芸芸…芸;こ≡≡三言孟子L:言言:';.,≡

あく場合､E]民年金に加入しなければならないのでしょうか｡(92

性/既婚/1968/会社A)

A8 はで芸諾 .t…芸三,t̂RtXb"器 01D'芸;芸話 芸 孟去…三言…;

曙 p220 をしなければなりません｡この届出は追従した日の翌日から14日

以内に住所地の市区町村役場で行ってください｡

さらに､再就聡ほには相談者はB]民年金の第1号被保険者からDI

生年全 (第2号被保険者)に､奥様は第3号被保険者への様別変更

の手続きが必要です｡こちらの手続きは､相扱者は14日以内､奥

様は30El以内に行ってくださいO

面倒ですか､届出を,Sれてしまうと年金桶の計算をするときなど

に不利になってしまう場合もありますので､きちんと手横きをして
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くf=さい｡

(第3号被保険者の種別変空の届出は平成14年4月1Elより配偶

者が勤持する事業所提由で行うことになります)｡

脱サラでSOHOを始める鳩舎にも､国民年金に加入する

ことになります｡奥様が専業主婦なら､夫婦そろって.

第1号被保険者への級別変哲の手続きをしてください｡

Q!1 'll･ I:' TI_ . _ ■ /;L

が変わりました｡(男I封既婚/1977/会社A)

A9 更Bi;≡言霊,'E=.…警;霊 誓 言…三㌔ 志望1̂R芸芸誓芸票 ≡

区町村役場で手続きを行ってください｡

万一､前の事業所からの転出の届出と新しい本葉所からの転入

の届出の日付に1日でも隙間があれLJ､奥様は第3号被保険者では

なくなってしまいますので､その点も確はしてもらい､必要であれ

Lf第3号被保険者!麦当の届出もしましょう｡

(第3号被保険者のほ別変更の届出は平成14年4月lElより配偶

者が勤秩する事業所経由で行うことになります)｡

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
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Q川 ‥ ∴ ∴ た̀. - 1,I..･ . .

は平成11年4月1日に退鞍し,平成12年12月1日に再就職をし害

したく退畦時に国民年金への再加入の手拭きは取っていません｡1

在､私は国民年金第2号被保険者になります｡保険料 i未納のま害

でいいのですか7 その場合未納金輔は支援時に浅瀬となるのでl

か｡(1968/会杜Å)

AIO 退臥 て再就職までの間が1日でもあくときには耶 年金への力
人の手続きが,必要です｡手続きを怠ると将来の年金が正確に計3

されなくなってしまう可能性もあります｡

将扱者の場合には､平成11年4月から平成12年11月までは E]

民年金の第1号被保険者に担当します｡

第2号被保険者一第1号被保険者-第2号被保険者の椎別変更0

手続きをし 第1号被保険者期間の保険料の掛けをしてください

保険料を未納のままにしておくと将来の老齢基礎年金は強電戻されa

ことになります｡

(川 .. . 丁 _ ･ . :

で払ってきた厚生年金は無駄になるのでしょうか7 それと､国B

年金はq生年全に比べて安治堺が少ないのですカ㌧

All 1ケ月でもJPi年金に加入していれLf､老齢JT生年金をもらうこ
とかできます｡しかし､相扱者のこれまでの公的年金加入状況は

C3F p173 1事生年全 (8年2ケ月)のみですから､今後､E)民年金に加入L

lI3Fp190 受給資格期間である公的年金加入25年以上という要件を満たさfJ

Llればなりません｡この要件を満たせば､65歳から老齢基礎年i

(Eg民年金)と老齢厚生年金を受給することができます｡今まで#

めた厚生年金の保険料は無駄にはなりません｡
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国民年金と厚生年金の支給額を単純Lこ比較するのは艶しいです

が､国民年金のみL=加入してきた人の年金と厚生年金L=加入した

ことのある人の年金を比較した場合には後者が高くなります｡なぜ

なら 厚生年金の加入期間は同時に国民年金の第2号掛 呆険者であ

るため 厚生年金の加入者にはこの期間について両制度の年金が支

給されるからです｡

また､設定方式の速いから､厚生年金の支給領の方が高額Lこな

る場合があります｡匡】民年金の年金絹の耳定方式は決められた満

絹からペナルティ分を滅糾していく方式であるのに対し､耳生年会

は博準報酬月絹と加入月数に比例し畑曹長していく方式です｡よっ

て､厚生年金(=長く加入すれLfEg民年金より厚生年金の方が支給

領は高くなります｡

チェックポイント紳

脱サラでSOHOを始めた鳩舎にはL会社員の時のJP生年

金加入期間に応じた老齢厚生年金と､老齢蔓礎年金が支

給されます｡

Q12 金≡芸三でThL7;;急 三警 禁 忌芋畠忘憲 芸芸妄芸…言

しなかったために空白朋間ができた､との妃事を托みました｡心配

になり､社会保険+拝所で桐べてもらったら､私も全く同じでンヨ

ノクでした.ずっと自分は第3号被保険者だと思っていたのです｡

栄枯を兼失してから､空白朋間が10年か は したD会社Aの書な

ので､主人が温瑞するまでLま保検料の納付はIE.要ありませんが､も

し定年を待たずに退城した場合は､その後私は25年分になるまで

自書で保険料を払わなけれはならないんでしょうか｡(女性I既婚

I1957/耳♯主仲)

A12 岨 ｢主婦の年金空白｣の間蛭は大きく取り上Lfられています
ね｡届出を忘れてしまって､国民年金の加入に空白が生じてしまう
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のは 本人の★任であるといえますが 本人が知らない間にJT生1

金に加入させられていたことが原因で 空白期間ができてしまっ)

なんてひどい指ですよね.

このような事態が起きてしまったのは､従来､各年金制度間のI

動者の確班が本人の届出のみで行われていたためですか 現在は

本人が届出を忘れている場合でも基礎年金番号にJ:り各年金制Jl

間の移動が確増されて,社会保険即 売所から届出を促す勧奨状1

本人に送付されますので､このような串*は生じにくくなっています

洩在､相扱者のような立場の方への救′引81はありませんので

ご主人が退残した場合には相談者は､国民年金の保険料を納めj

ことになります.

Q).'; ･ '. J l ･ I. ､

年後は､私は国民年金に入らなければなりません｡将来年金をも･

うためには.25年間保険料を納め机 ､といけないと叩きました｡≦

後自分のために､/ト トでLiなくJT生年全を付目1られるような仕I

に就いた方がいいのか迷っています｡これまでに耳生年金を7年･

ヶ月('らい掛けています 65歳になって同じ年金でもEF生年全と

国民年金では軌 ナ取る金印も変わって来るのでLLうカ..(女性/皮

婚/1960/パートタイマ-)

A13 め三三妄語 L､誓 言1u票ヂ三塁ヱ慧 芸%J I忘崇 芸 で≡

披保険者になりますから､保険料を納めなけれLSなりません｡

相談者がおっしゃるように､いっそのこと厚生年金に加入可能も

お仕事をするのもよい方法かもしれませんね｡その分､将来もらう

年金の師も増えますしわ｡

例えば､このまま国民年金の保険料を納めていくことにした鳩雀

イイ
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入朋間分の老齢伊生年全ですが､今後EF生年金に加入した場合に

は､老齢基礎年金の柄は変わりませんが､老齢EF生年金は加入朋

間が増えた分だけ年金縛が増えることになります｡

しかし､このお掛 ま 今後の夫婦のライフスタイルを決めることで

もありますから ご主人にも相談して考えてみてください｡

Q14 で35Rf.:言誓 言:9:<28,年金と雇用保険は同時L=受け取ることが

A14 従来は65歳前の老相 生年金と雇用保険の失策鮒 胴 時にも
らうことができました｡しかし､手EFすぎる生ン引呆陳は高齢者の労

貯 P189 働意欲をはなうということで､平成10年4月1日以降､同時にもら

うことができなくなりました｡

年金受給者が失業盆付の壁畠を希望した鳩舎にLJ､年金が全音長

安絵停止になってしまいます｡但し､央集給付の受給期間が満了

すれば､年金の支給が再開します｡

1-4 結婚したとき

Q15 主三≡芸芸芸器 ≡アn三iLt:崇 TLi'完 芸崇 芸 :誓 Lf=｡

A15 出冒≡諾 .諾 .3,三笠1:賢書芸 表芸 ;;:;冨芸話芸芸 雪

C冨 p220 置いてあるものをもらって書て､ご主人の勤梓先から相扱者が扶兼

家族であることの旺明をもらい提出することになります｡

第3号被保険者は､保険料を納付するIPL要はありませんか､きち

JL.と届出がされていないとその朋間は保険料滞納期間となってしま
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います｡将来.年金がもらえなくなってしまうこともありますので,

必T'届出をしてください｡

なお.平成 14年4月1日以降は.牡康保険の鉄t関係と-Jfにご

主人の会書iが手抜きをしますので､自分7･悪口に行く曲事L}bL)チ

せん｡

<悪口T･手抜きする4台に必Tをもの>

･年金手書 (2人令) .牡EF保険牲

･以前のtqを追tした日が分かるもの tJttTなど)

第3号妹保検青届出用抵 (株所から用紙をもらい､ご主人の

勤群集のtL明をもらう｡)

ご主人の年金手片がt4に捷出されている4台には､その旨申

し出てください｡

Q16 私は･恥 年金Lこ加入しています 昨年 姻 沖の女nt嬉輯
しました｡日本El頂のない暮 (▼*主姐)は.国民年全に加入で

きるのでしょうか,(男性/既*/1965/会社A)

A16 内≡書芸…bo;2̂.:;::ou.LfT oô!?崇 芝̂:ノ五誌 ･o三言冨

C3FP170 Ei)民年会に加入しなけれLlなりぎせん｡

臭様の4台lこLi､ED民年全の書3号鼓保険者L=El当しま丁｡ホ3

号堆保検者u保険料の{付をTる甥 はありませんがIJi;出をしな

りれLfなりませんのでt市区rT相投4の悪口で手強さをしてくださ

い (平成14年4月1日以降Ll､tldF保険の扶暮開床と一Kに.I一主人

の会社が手抜きをLfTので.自分で窓口に行く必要はありませ

ん)｡

Q17 す私芸:芸人慧芸芸Tot.AiRi.冒認 :憲 .崇 二三三諾 .S≡
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のままでいいのでしょうか√(男性/既婚/1964/会社員)

A17 このままでは､典那 老後だけでなく､鵬 を負ってしまった場
合にも年金をもらえなくなってしまいますBおそらく､個人年金や

生命保険などには加入されているのだと思いますが､それだけに振

るのはどうでしょうか｡公的年金にも個人年金などにもそれぞれの

メリノトがありますから､それを生かして公的年金と個人年金など

の合わせ書王で､老絶や万一の場合に備えたいものです｡

また 保検料を納めていないということは､意松的にしろ無意椎

にしろ社会的ルール連反だということは覚えておいてくださいね.

というわけで､これを機会に国民年金の保険料を納めることを強

くおすすめします｡

【国民年金の特徴】

保険料月額13.300円 (平成14年度価格)｡年齢による差､

収入による差はありません｡

保険料は寸土会保険料捜除として､全絹がFfr得から控除され

ます｡生保などの個人年金は､5万円が上限です｡

65歳を過ぎると 亡くなるまで年金が支給されます｡

障害を負ってしまったとき年金が支給されます｡

･死亡してしまったとき.残されたご遺族に年金が支給されます｡

年会支給軌 ま 実額価値が日渡lJしないJ:う､毎年､物価

の上昇に合わせて改善をEaるほか､5年ことの財政再計算朋

にLJ､生活水準の向上などに応じて改定か行われます｡

【窓口および手続き】

更の手続きを行ってください (保険料は過去2年間遡って納付する

ことかできます)｡手続きには､年金手帳か･El要です｡

チェックポイント⑰

主格の在宅ビジネスの収入が年間130万円以上になった

場合も､第1号被保険者に抜当します.
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Q18 .f言霊 慧 iihT i諾 dT Lhl:liで､6%EL%T悪t諾 三笠芸蒜

を納めてきませんでした｡これからのことを考えて､国民年金に加

入をしようと思っているのですが､これから加入をしても大丈夫で

しょうか｡25年以上の支払いは可能Lこなるので大丈夫だと思うの

です机 過去に遡って払えるのはいつまででしょうか｡(女性/既塘/

T#主舛)

A18 鯛 のお転では 保険料を納めていない鯛 がどの程度あるのか
分かりませんので､何とも7えませんか 保険料を納めていない期

曙 p173 間が長い場合には､老齢 障害､連族､どの年金についても受給

権が得られません｡早めに､加入の手続きを行って保険料を納付し

てください｡

また､過去2年分の保険料は遡って納付することができます｡保

険料を遡って納付しておけば､納付後の事故に対する障害基礎年

金やiL族基揺年金の受給権が得られます｡全額Lま 過去に保険料

を納めていない月があったとしても､関係なく定額です (1級津ぎ

1.005,300円 2抜陣書804,200円､iL族804,200円､それぞれ子

供の散に応じた加算あり)｡

遡って保険料を納めた2年間と､今後の保険料を納付する期間を

合わせて25年以上になれLf､老齢基礎年金の安治鳩を得ることも

できます｡

ご主人がsoHO事業者で､奥様が専業主婦の場合には､

夫婦ともに国民年金に加入します｡

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
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1-5 扶養親族について

Q19 恥 年金に加入してし､る杜抑 糊 (55歳､棚 'を扶暮親族
にしました｡このJA合の母親の年金への加入および保険料 よ､どう

なるのでしょうか? 配偶者ではないので､第1号被保険者となる

のでしょうか? 届け出なけれ(Sいけない手続きなども1許せて､お

軟えいただけれ(fと思います｡

A19 険芸;SrhoJ…器 諾 ,=･jl 憲 憲 ;̀孟志 £ 憲 ㌫ 三笠冒

すから､お母様の住所地の市区町村役場で 手続きをしてください｡

第1号被保険者になると､ご本人または世帯主が月々の国民年金

の保険料 (平成14年度13.300円)を納めることになります.

<,必要なもの>

年金手帳

新しい61庫保険証

扶昔親族の国民年金の保険料を負担している場合には､

その保険料領が年末調整時､または確定申告時に社会保

険料控除の対象となります｡

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。



年をQ&A

｢rlJJlの鵜唾iI'全称IJLがわからない｣というご市MIをよく捌きますので.どの

ようにして鵜噛jF仝drl,LがzLLめL?れたか(=ついて.況IIlLでおさまし上う｡

I-1'似)iI1JJ以後に.初めて公rrJiI-金にJnJ人した人の租介 N'倖勺公称.I)の

ir接された水也のiI企丁#iが交付されます

2膿埠11食前17等人相 (■rr成川̀ 1)J)に HICll金やN/kll一食のtk伽Fahであっ

たJB合 hJ人LていaELll-(4--食またはI'/J的一食の半金Ⅷ (丘仲良斤▲)の

i!l･JL 古iJが､瀬や1F全市TJLとなrlました 勺包丁較 (坪/lq･-食伽Att服 斤

Lを含む)を2*以l持っているJ4分には､それらの記'11 番IIを兆せ勺全書
LJLlニ8t合するセガがあります

ユ粧せ年会fBJ11帝人IlにtY-di94-l川.HItq一食やI/LE年金のは伽片方ではな

いが､jdLに七伴Fkt;であった人の均分 七枚に加入していた勺三食N虻の中

食7一郎のiリJL 爺1,I-が､兆せ年金呑7,1とr-Lりました こ州 二歳1する人は.60

atlユヒ65荻上iAで■いていない人など~M ~

りt研8L介lAとの1L(711JJl人目である人､ま1=(よjdL-I:卓Llill bll人目であっ

た-人の租缶 JtI六書L介なt'に上って､7伽から】2桁で付き11.ていたILlHJ茄

);があります机 それとはPJにPTしい鵜嘩11金杯lJが一Ilちれました｡

(5)ナでに川h:イf企またはI'j/納 金の11金を2抑している人のJAIT 此hIQ)兆畦

となった勺金下郎の,LLIJ 肺11が鵜位iFardrl･,Lとなり.薪LいLl企JI.liが交付

されました｡

rjお 2､3.Ilに止■lする人には.r兆せiI一食ホLLのお知らせ｣というR.lE

で､各N人hLに r八枚iI全市iJL止血.lHが弗適されています｡

rEtL.平止8勺-]2Jlから､IiJE9勺-1JJごろ.I//Jや金に加入していたJA介l二は.

効LF先に弗遺され 'dnに7-渡されました 牛舎7朝 を 15附 しているLJHtで
(L Jtに附 されている(まずです

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
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2 第3号被保険者
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年金Q&A

2-1 第3号被保険者の収入

Ql 今芸,誓 竿諾 bLLZTL,Jf=:､票 諾 票̂ 器 誓 1bLX,Ji諾 LLTf芸

人がある場合には 第3号被保険者になれないのでしょうか｡(女

性/既鯨/1975/事集主娼)

Al 主…LL三三;詰 ま芸!aoa芸 .≡芸完 よぎ志遠雷崇 警警 烹三二

当然､収入制限はあります｡生計を雑持されているとiP定される基

準は､年間収入が130万円未満であるかどうかです｡もしも収入が

130万円以上になると､国民年金では第1号被保険者となり､健康

保険の方もご主人の妹井から外れることになります｡どちらも自分

で保険料を払わなければなりませんから､思わぬ出72にならないよ

う､130万円の収入制限のことは気に留めておいてください｡

チェックポイント斡
主婦の在宅ビジネスの収入が年間130万円以上になった

鳩舎は､第1号‡針果勝者に怯当しますo

Q2 夫芸芸…芸諾 ,di諾 慧 4設 7=biミニ忘 ::;a,雷雲 :

るのか詳しく知りたいのです｡問い合わせを壁Lナてくれる役所はど

こかも､お教えください｡(女性/既婚/寄集主婦)

A2 年間収入か130万円以上になった時には､第3号被保険者には当
しなくなります｡収入が45万程度であれば､料 こ間圧ありません｡

しかし､今後配当収入が増えたり/ト ト収入などが加わって､年間

収入が130万円以上になった場合には､ご主人の会社にその旨申し

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
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2 第3号被保険者

出てください｡その後､お住まいの市区町村役場の国民年金窓口

で 種別変更の手続きをします｡それにより 第3号被保険者から

第1号被保険者に種別が変更になります (パート先などで坪生年全

に加入した場合は第2号扱保険者になります)｡

第1号被保険者になると､各月の保険料を支払うことになります

し､年収が130万円以上になると､健康保険もご主人の抹書から撞

けて自分で加入することになりますから､家吉十を預かる主婦として

LJ､この130万円を頭の隅にfEいておいてくださいね｡

国民年金は市区町村が管理していますので 大抵の平間は､市

区町村役場の国民年金課の窓口で受け付けてくれます｡

Q:; A I ～ - P .Y

会社では､扶兼をはずす手続きをとっているのですが､会社の健康

保険には継続して加入できています｡当然ながら､国民年金も第3

号被保険者のままですが､この埠合す('に手続きして第1号被保険

者に切り替えたほうかいいのでしょうか｡それとも何か通達がある

まで､このま!‖こしていたはうがいいのでLJ:うか｡また､これまで

の5年間は年金未加入という事掛 こ発展する可能性がありますか｡

(男性/既婚/1962/舎社A)

A3 万害芸芸誓言丁芸芸芸;芸芸書芸≡言霊 芸芸?=j芸謡 写iq3̂0

しているということなので､130万円までl机 ､っていないのではな

いでしょうか｡そうであれば､国民年金の被保険者種別変モ (第3

号-第1号)の必要はないと思いますb

寸土別空文の手続きLJ､奥様の年r'l収入が130万円以上になって､

健康保険の扶兼から除タほ れたときに行ってください｡

ちなみに､令社の妹兼をはずされたということですか､これは家

族手当などの対象ではなくなったということでしょうか｡家族手当
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年金 Q&A

LJとの規定Lt.会社にJ:ってJtなりますので､相扶育のようなケー

スもあると思います

Q4 で■;::≡.t=よ三して誓 言e忘三完 ≡T3:三･R…芸要望t:

が､経*を引いた11の所叫全■11130万円束Xの4台.ホ3号汝C

幹着になり得るのでLJうか. 女ti庶持 1969自営t

A4 如号被保険者とLJ･第2号被保険者の醐 青で机 主とLl
第2号被保険者の収入により生計を維持する書です｡この生M錐か

の具体的なZB定基準は.GJfr保険の被扶暮者の比定基準と同様l

T｡

では,招定基準をみてみましょう｡

【第2号被保険者と同居している配偶者の場合1

1年間収入が130万円未満で.かつ第2号被保険者の年rEl収入の

分の1兼兼であること.

22分の1以上の4台でも.130万円末弟であって第2号姓保険1

の年ra攻入を上回らLJい4台には,その世帯の生計のte況モー

全的にみて第2号被保検事が生計錐持の中心的役羽を集たしてし

ろとはめられること̀

(第2号堆保倹着と別居している4台1

1年間8人が130万円乗■で.かつ第2号諌保険fからの埋めにJ

る攻入より少ないこと

但し,指定対&者の■+や生法案事をせ薫してZE定t行うこL

が実輩とかけ*tL､社会3A倉上妥当性を欠くこととなる叫含Li.i
元:されない4台がJ)ります

ここでいう年ra攻入とLi,所繊税法上の所持 (利子.配当､司

h産､事事､給与,追■全､山I4,線所得等)､社会保険虎付i

(央集給付､出産手当金､ft病手当金)､年金など.あらゆ呑収)

を含井してよいとされています｡

串秦所得者の鳩舎.r事兼の総収入-1必要避♯｣が130万円兼諾
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2 第3号被保険者

であることか恒常的と認められれば 被挟ま者として捻定されるこ

とになります｡

但し､収入額の恒常性に関する判断方法は､健康保険碁且合にJ:

って異なりますので､こ'主人の会社の健康保険組合に問い合わせて

みてください｡

チェックポイント

sOHO 在宅ワーカ-の収入は､事業所得または雑所得

(=なります｡そのため､給与所得者と遠い､必要経文が

認められます,,

Q5, . . ･1 '. .● . ..

る(=当たって､夫の会社にその旨､告げなくてはいけないのです

が､その場含.どのような功いになりますか?

A5 そうですね｡=主人の会社でどのように扱うかによりますが､収
入が130万円以上になった時点まで遡って処理される可首E性は大き

いですねoその場合､ご主人の会社からもらっていた家族手当や

相談者が医帝機関で使った医療費のうち 会社の健康保険が負担

した分の医療井は､返還しなければならないでしょうね｡

年金の方は第3号被保険者の資格を失いますから､国民年金の第

1号被保険者への漣別空軍の手続きをしてください｡第1号被保険

者に抜当した月以降は.保険料を納付する,E要があります｡もし､

収入が130万円以上になった暗点まで遡って第3号掛 呆険者の資格

を喪失することになった場合には 保険料の納付義持も遡って発生

することとなります｡

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。



E'れQ&A

りIi L .. ' ∴ ∴ ∴

脱退する横様です 年金や健l#保険の支払いのことを考えると夫

は井になった方がいいでしょうか 年収130万円未満に押さえる

とは可能です｡(女性/既婚/1959/舎書土A)

A6 舶 着がおっしゃるように お勤めの会社がJ7生年金から脱過
れば､E)民年金と底辰也庸保険の保険料を自分で納めることに

りますね｡

まず､それぞれの保険料が年間でいくらになるのかを考えてみ

はとうでしょうか｡

国民年金の保険料は月間13.300円 (平成14年度)ですから､

間で159,600円｡匡】民健康保険の保険料 (介鮒 呆険科も含む)

相扱者の所得なら､年間20万-30万円くらいかと思いますが､

町村によって金額は異なりますので､市区町村後胤 こ問い合わせ

拭害してもらうのがよいと思います｡

お金のことだけで考えるなら､年収230万円を130万円兼淋 こ

さえてまでご主人の扶兼に入るのが得策とは思えません｡

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
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3 保険料
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年金QaA

3-1 保険料

Ql い言霊 r芸≡差よ志望ごf?LL:tT 2票 717.…三言志望三三;

ます.来年の1月からはアルバイトをしようと思っています (Pl生

年金には加入しません)｡だいたい月20万前後いただく予定です.

この場合､弘はEl民年金の第1号捜保険者として手続きをするのて

しょうか? その鳩舎､何を基準に保険料が決まるのですか1 t

Lあまりにも高いようでしたら､主人の扶暮に入ろうかとも思って

いるのですが｡(女性/既婚/1973/金手土月)

Al アルハイトとはいえ月に20万円の収入となると･ご主人の枝幸
に入るのは稚しいでしょう｡相扱者の場合t:は､囲民年金の第1･E

t好 p170 被保険者相当の手続きをしてく[=さい｡第1号被保険者の保険才

EJ､収入の領に関係なく一掛 二月領13.300円 (平成14年度)とrJ

っています｡1年分またLi半年分を前納すると､割引になる制度t

あります｡1年分の前納で2,830円割引 (平成13年度)になりま

す｡口座頒皆をご希望の場合LJ､娼行や郵便局の窓口で手続き力

できます｡

なお､第1号被保険者に生麦当したとき､芦垂当しなくなったときQ

手続きは 市区町村後場の窓口になります｡

チェックポイント㊥

国民年金の保険料は､年齢や年収なとに関係なく､一律

に月頒 13,300円 (平成14年度)です｡将来の受冶辞を増
やしたい方は､月絹400円の付加保険料を合わせて納め

ることもできます｡

Q2 鳩至芸芸芸警 ここ崇 三三芸 霊 三三三諾 土三笠≡忘孟;iL

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
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3保険料

含まれて徴収されているのですか? 扶兼者机 ､てもいなくても､

徴収される保険料 ま同じですよね.もしかして､扶≠者がいると､

その分加鼓しなくてはいけないのですか｡(女性)

A2 第3号鵬 険者の保険料は､確かにどうなっているのかよく分か
らないところですよね｡旦那さんの保険料に加算されていると､誤

解をしていらっしゃる方も多いと思います｡しかし 厚生年金など

の保険料は､加入者本人の標準報酬月音別こ基づいて決められてい

ますので､配偶者の有無で変わることはありません｡

では 第3号被保険者は.どうして保険料を払わなくてよいので

しょうか｡実は､第3号被保険者の保険料は､厚生年金制度の財源

から一指して国民年金に支払われているのです｡

これは､誘2号被保険者 (坪生年金等の被保険者)の国民年金分

の保険料も同じことです｡この第2号被保険者と蔦3号被保険者の

回民年金分の保険料を ｢基礎年金拠出金｣と呼びます｡この基礎

年金拠出金をプールしたものが､第2号被保険者と第3号被保険者

に対して､国民年金から支治される老齢基礎年金の財源となるわ

けです｡

Q3 裏芸……言諾 =̀芸芸mLi荒 屋oseifo:慧 芸 biL.Jt,bT,RL:写≡

ていました でも 春からは就熊し､社会人となります｡その準備

として3月に住民Jを移そうと思います.そこで､粟家と今の住居

の住民架がtなる3月のEg民年金の保険料の支払方法はどうなるの

でしょうか｡(男性/未婚/1979/学生)

A3 ら冨芸三言冨芸芸 ,Lま霊 崇 =E,JT,'警 ;IRa51三三三?:≡

唇をされる場合には､次のような扱いになります｡

現住所の市区町村複軌 こ｢転出届｣を提出する前なら現住所地
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年金QaA

で､その後なら転居先の市区町村役場Lこ｢転入届｣を提出して力

ら､転居先で保険料を納めることにか は す｡転出転入の届出と偵

険料の納付を同じ日に行うこともできます｡時期的に考えて､ご声

iRのところに3月分の ｢納付軍内書｣が送付されていると思いま寸

ので､転出の手続きの際に.保険料も納めるのかよいのではないて

しょうか｡

また､転居先の市区町村役場へ転入の手続きの際には､E)民耳

金の手続きも同時に行ってください.

<持って行くもの>

年金手帳 ･基礎年金番号通知暮 ･印薙

以前の住所地でのB]民年金保険料の領収書 (納付案内書)

4月からはご就喋とのことですから､EF生年全に加入されるので

しょうか｡4月以降の保険料は､ちゃんとお給料から引かれて､会

社か納めてくれますよ｡

Q4 も芸諾 芸 0%Bl諾 芸 三 笠 ご芸 で誌 71号崇 喜完 三

分のE)民年金の保険料をずっと支払っているそうです｡この鳩舎

掛 こLr生年金からEi]民年金への切り替えなどの中細を市役所にす

るIEL要かありますか7 また特別には出すろ暮類Lまありますでしょ

うか｡(男性/未婚/1973/無UE)

A4 会社を退臥 た船 には､市榊 に国民年金の被保険者種別空
軍の届出をしなければなりません,さらに.相談者のお掛 こよる

と､国民年金とLF生年金の保険料を二重に納めていた期間がある

ということのようですから､厚生年金L=加入していた間の国民年金

の保険料lこついて､還付の梢求をしてください｡二舌に納めた分の

保険料は返してくれるはずです｡

このように保険料を二重に納めてしまったのも､JT生年金に加入

された時に種別変更の届出をしなかったことが原図だと思います｡
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叔t､退t､(女性の4台は古書)の帝には､きちんと届出をLf

LJうね.

<括っていくもの>

･年金手+ ･印iE

･触Ft保険tL(hめ先から新しく交付されたもの)

･以前の■叫を退■したE[が分かるもの (#書手TJと)

(15 -_'､:.:?.こ■■' ､∴ ∴ Ill } '''.I

Li書従者でLI=が,昨今の不況により2年はと前からJi-トL=出る

ことになりました｡ところが先日 そのJl-ト先の会社に総会保簾

事務所のPI王があり 8ケ月JってJF生年全に加入するようL=言わ

れたらしいのです.そこでt何なのですが､過去8ケ月分のEZl民年

金Lia付されるのでLLうか.もしiL付されないとしたら.その分

は受捻する年金が増えるのでし.Eうか,(女性ノ既婚1962/Jt-トタ

イマー)

A5 加買……言?I:…芸冨:;=苦て寸言芸孟三三這孟;;芸忘･?芸喜芸…:

被保険者種別変王の手拭きを行ってください｡

手抜き後.保険料iL付の&知が私道されますので､遺恥 こ従っ

てiI付を受けてください｡

<持っていく袖>

･年金手+ 印iE

lMF保険ZZ(勤め先から拝しく交付きrtたもの)
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二 ===二 ､
SOHOの事事が151に拡大して､人をJlったqL合lこlま.
労●保EBや社会保片について考えなければなりません｡
Jト トタイマーだとしても.JL用Xm')lや労●時rq､年12

労■保除や社会保Jiの逢用を受けることに

Q6 J芸 年金の脚 を支払わ'Jいとどうなるのですか 女̀脈 婚

A6 がヲ冨芸芸;認 諾 崇 憲 '%LiTI%FdT shi-ど .三三

りか､万一の時にも■書年全や3J族年会が支治されなくなってしま

います.

また､保険料の鞄頓にLJ､2年という時効がありますから､保険

料を蒲的していてもL2年以上蛭逢した相同の保顔料をLI来される

ことはありません｡｢なぁんだ､hめなくてもいいのか｣と､お思

いかもしれませんが これLま後になってやっLlり納めようと思って

も､2年より前の分はもう納められfJいということでもか)ます｡

いま､相扱者は学生さんですが､いずれ就鞘されれば耳生年金に

加入することになるかもしれません｡その時に､過去のEi)属年会の

保険料滞u3那rnが厚田で,JI生年全も支接されないLjんてことに

8:ったら川だと思いませんか｡そういう18台もあるのですよ｡

慧 脚 を忘 ~1
しないと年金がもらえなくなってしまいます｡前
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QT I - . .- ‥‥

払いを一時中断してます｡質問は今まで支払った分を捨てても､こ

れから支払う分を考えるとどちらが得か (-生独身の場合)｡また､

市役所の人いわく､滞納期間が2年を過ぎると取り返しがつかない

そうですが､どういうことですか7 (女性/未婚/1964/自由集)

A7 全軍…芸芸芸三芸慧3g,諾 禁 .警 芸 を"b雪雲貰…

には.それぞれの受給要件を満たさなけれLfなりません｡

老齢基礎年金は､20歳から60歳までの間に保険料を納めた期間

と､保険料の納付を免除された朋間と合筆対象期間を合わせた期

間が 25年以上あれば支給されます｡ですから､相扱者が 今ま

で保険料を納めてきた期間とこの先保険料を納める期間が､25年

以上になれは年金は支給されます｡ しかし､保険料滞納期間があ

ればその分､年金は減額されてしまいます｡

障害基礎年金､遺族基礎年金については､年金を支揺する原田

となった1辛病についての初診日や死亡日より前に､保険料滞納期

間がたくさんある場合には､年金が支給されなくなってしまいま

了.･

市役所の方かおE舌しされた 2年という期間ですが､これは保険

料の徴収時効の朋間です｡保険料は､2年J:り前の期間については､

晴やかこより納めることができなくなります｡逆に音えLf､2年以内

の未納保険料は､遡って納めることができます.きっと､市役所の

人は､｢2年を過ぎた保険料は納めることかできなくなるから､滞納

期間となってしまい､このまますっと保険料を納めないでいると滞

納期間がどんどん増えて年金をもらえなくなることもあるよ｣と､

言いたかったのでLJ:ラ.,

それから､今後納め続けるのが絹か得かというご質問ですか､こ

れは一瓢 こどちらとは言えません｡なぜなら､公的年金は完全な終

身年金だからです｡あえて絹か得かという観点で見るなら､長生き

(∂
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すればするはと縛と甘えるかむしれません｡寿命Ll干せすることは

できませんし､また■書など不)の事態がいつ起こるかも予期でき

ないことです｡ご自身のことですから.dF王に考えて､その時々に

JL書の手を打っておくべきだと思います｡

｢ 慧̀慧 生活保こ こ

了 l守一̀ i‥l'';-ミ･-･_:L'ここ:･1 -.､●1-:T I

Q8 の芸Li(諾 ?≡.?こ13㌔ 2霊 芸 子iiJ2m諾 竿孟芸:よも孟

めていません(国民年金の支払いは､2年前まで遡って支払いがで

きると聞きましたが.私の4台.今から保険料を抽めても平成12

年1月分は1ケ月の保険I斗滞納朋同lこなってしまうのでしょうか

A8 生笠芸喜芸忘…芸誓 言崇 ,I;:;詰 ,票 11三二2i:1.7%'.'2

月分の保険料Ll､すでJ'-冶料から天引きされて,JF生年全にh付

,IIこなっているLlfです｡JL練にもらったお盆料から11月と12月

の2ケ月51保険羽が引かれていませんか7 もしくu､I,JE鞘とu

別に12月分の保険7号を払いませんでしたか? 12月jiLiすでにれめ

たとすると､Bl在､保Fa鞘Jl未Rになっていろ期間u､平成12年I

R分から平鹿14年1月令となります｡

このうち､保険料を■って納めることができる期raは.当月 (辛

成14年2月)の前々月から丘Tして,2年前の月 (平成12年1月)

までの期間です｡
格技者の場合は､2月末日3-でにia去の保険料をすべて的めれば､

保険料滞納期間はなくrJるということになりま√｡
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り-J∴ J,.''こT :∴ J ご J :...:'} -I, ;

せんでした.今年.再批tした会社から年末yl聖の暮Blを出すJ:

うに書われたのでTが.年会の保険料の■にとのように肥大したち

ょいのでしょうか.(女性/未♯/1972/会社A)

A9 保芸喜芸芸,7%i芸冨誓 芸芸三笠 寸雷雲芸芸冨書芸:冨冨丁芸

扱者の4合LJ､保険料の免除を受Llていて 実際にLま保険料を納

付していきせんので,この絹は*妃入きたは0円ということ(:TJり

ます｡今後.保険料を追納した叫合には,納付した頬がその年の

年未明隻の封書となります｡

｢慧 全の保脈 帆 ,いるq.iH=は､

し 孟認 諾 ‰ 諾 漂 または榊 引こ､鵬 )

QIO 与器 慧 芸;St'芸:…芸三言崇 誓 書完 :芸 t7芸禁

ます ここ数年の同､5､6,7月付近に仕事が暮申し､あとの月は

定時汁りの榊 でした｡5､6､7月の絵与だLlklえLJF生年全の保

脚 もLm されてましたが､今年もこのような状曹L=なりつつあり

ます なL=か対処法はないのでしょうか｡(男性/末書/1969/会社

U し

AIO よくEqく柏 ですb･こういう別 事し切 で帆 ､でLLうか｡
Jt生年金や… 保険の保険料を計暮すろもとになろ相 月甘
LS,5､6､7月の3ケ月のお冶料の平均から東めます｡ここで決定

された附 相 月書lは､その年の10月lElから翌年の9月30日ま

で有効で､その間､国定的ず金 (基本給など)の変動があり､よ
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はど大きくお盆料の規が変わらないかぎり改定されることLJありま

せん｡

tBL､帝来年全をもらう特にLi､一生涯のtI準朝M月tLを平均

した平均f7牛革N月glこJF生年全に加入していた月丑を払Llた鼓

字をもとにして毛kJF生年全が支冶されます｡つまり､保Fi料がち

Jつと高くなったjl､もらえる年金甘もちJ:つとアップするのです

から､損をしているわけでL18:いのです｡

Qll 同じ会社にtbめてい打 が 4月から掛 が大dにダウンし‡す｡
それによって その日の保険Ilからu､叩準報酬月額の書抜が下が

る (暮保険料が下がる)ということはないのでしょうか7 LLfら

くLJ.以前のままの保険料を納めLJくてはいけないのですカ㌧ (女

性/兼貯/1971/会社A)

All 御 報那 削 毎年8月に決定したものを､10月から翌年の9月
まで変更しないのが厚別ですが､絹枝者のように冶与が大Nに下が

ってしまった4台や､上dったqL全などは､随時に改定をすること

になっています｡

但し､この改定を行うためにLi､次のすべてに払当しなIlhLlな

りません｡

･井 (掛 涼などの回定的1全の空私があったこと｡

･国定的手金の空h月以fl､蛙捷する3ケ月に受けた#Nの平

均月頂にJ:って暮定したdF隼雄競月額の専政が現在のもの

と2等&以上差があること

3ケ月とも報ar支払基礎日数が20日以上あること

これらすべてに措当すれtl､固定的丁全の空輸があった月から4ケ

月目の月の8I隼報M月ffが改打後のものになります｡
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り11' .■' ..'1. ---" . t1.

月29日となっていました｡担当者に問い合わせたところ､6月30

日をk恥E]にすると保険料を引かなけれLfならないから29日のほ

うが有利 (会社が有利なのか､私が有利なのか不明です)という回

答でした｡牡韓日は6月29日のままで､私に不利益はないのでしょ

うか7 (女性/未婚/1965/無書)

A12 か誓 三三三三三:,LZご言警 :=芳 書芸孟芸言{C1=崇 言霊

曙 p172 年金の被保険者資格の策失日が7月1日になるため､6月分のJt生

年全の保険料を会社が徴収し､納付することになります｡ほとんど

の会社は､前月分の保険料を当月の給与から徴収してし､ますから､

末日退職の場合にLJ､鹿権の冶与から2ケ月分の保険料を徴収しな

ければなりません｡これが､29日の敷蟻であれば､6月は任生年金

の加入期間ではなくなるため､6月分の保険料は納める必要かなく

なります｡会社は､その分負担 (手間と事集主負担分の保険料)が

洩りますから助かるわけです｡

では､本人はどうかというと､6月分の耳生年金の保険料が徴収

されないかわりに､園民年金の保険料 (月取13,300円)を納める

ことにか Jますし､厚生年金の加入朋問か1ケ月減ってしまいます｡

あまり有利とは言えませんね｡
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312 保険料の免除

(1111'･ ∴ . I: ･lJ.i.:蒜 .… ■､!61..': r'L T ‥,ラ

で年会を免除してもらっているという技を叩いたので丁が どうい

う人が免除の対tになるのでしょうか またこの先､年会の支払い

が由暮で涛■してしま た4台u､どうなるのでLLうか｡(女性/

A13 公的年金鵬 では･20♯以上60*相 の人は必相 民年金に加
入し､保険料を納めなけれLfなりません｡しかし､収入の見込めZJ

Bg P170 い学生や何らかの事fIがあって所得の少ない人に保険料を納めても

らうのは気の書だろうということで､そういった人には保険料の納

付を免除しようという制度がhLJます｡この制度は､免除を受けな

けれliならない理由によって次のように区別されます｡

･法定免除 PL書をAっていたり､生活保ZIを受けている4

･申Zl免除 所'Oが少ない4合や､病気やケガなどで姓活的

に保険料のJI付が田暮せ4台

･半額申il免除 斉縛がやや少ないiI全や､病気やケカなど

で披講的に保検料のM付和 ■な4全

学生抽付特例 所持の少ない学生

申ZA免鞍､半溝申叫免検､学生納付特例についてLl.年Jfごと

の申排が必要です

各免除の手抜きLl,ti所地の市区町村役4で行います｡手洗さ

の軌二は､年金手●と.学生の叫合は学生tZをお持ちください.

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
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保険料の免除申青書をすると､中経のあった日の属する月

の前月からの保険料が免除されることになります｡免除
の必要があるときは､早めに申E青しましょうO

Q14 34歳の事典主柚です｡夫は自営で､運送JFれ ています｡結婚
してもうすぐ5年ですか 2人とも国民年金の保険料を全く支払っ

ていません｡でも.先E]このまま放っておくより､しばらく払えま

せんというような手拭きをとったほうかいいと知ったので､手洗さ

をとったのですが､1ケ月以上たって､却下のお知らせが届きまし

た｡また来年､再度手続きをしてもいいんでしょうか｡(女性ノ既婚

/1966/事7E主4+)

A14 申恥 除は＼前年の所那 基即 事査していますので､来年､も
う一度免除の中指をしてみてください｡平成14年4月からは､保険

曙 p171 料の半盲更免除制度も導入されることになっています｡半輔免除は､

通常の中指免除J:りも所得の限度額が高くなっていますので こち

らも検討してみてはいかがでLJ:うか｡

チェックポイント錬

中指免除､羊頭申甜免除は､前年の所得を基準に寄主し
ています｡
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Q15 来月で20Je'=なりますBii同部の大学に通いながら バイトを
していますが､保険料の免除はできないのでしょうか｡(女性/未蝶

/1982/学生)

A15 収…慧1224gu71TB憲 篭 :≡.4雷霊芝｣芸<t芸BiJi=こ､諾 …去;

曙 p171 納付特例制度が掛 ナられました｡従来の免除制度では､規の収ス

が一定基準以下の学生か､保険料の納付を免除されていましたが

納付特例制度は､学生本人の収入を基準にするため､以前よりfl

用し易くなっています (前年の年収が133万円以下なら対象)0

相扱者の前年のバイト収入が､133万円以下であれば､納付特伊

制度を利用することができます｡

この制度を利用するためには､住所地の市区町村役場に届出ガ

4'.要です.届出が承托されれば､納付矧列朋間中に負ってしまっ

た障害には 満印の障害基礎年金が支給されます｡侶し.この糾

問は老齢基捉年金の年金額には反映されませんので､満額の老骨

基礎年金をもらうためにも､卒集後､保険料の追納をしてくださし

ねE,学生納付特例期間から10年以内であれは 保険料を追納する

ことができます｡

<届出に,必要なもの>

年金手帳
前年の所得1正明 (市役所などで発行してもらう)

学生t正または在学虹明書

繋届出は年度ごとにJAL要です｡

チェックポイント癖
学生ベンチャーなどの前年の収入が､133万円 (所得にし
て68万円)以上あると､鰍 寸特例を受けられません｡そ

のときは､しっかり保険料を納めてください｡
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3 保険料

(川i - ∴ Y :A - ∴

ることはあるのですか｡(女性/未婚/1978/学生)

A16 平成12年度から 国民年金には学生の鮒 捌 制度が軌 ナられ
ました｡

曙 p171 <メリット>

学生でいる間の保険料の納付が猶予されるO

納付特例期間中の除亨や死亡に対して､障害基礎年金や遺

族基礎年金の受給権が得られる｡

納付特例期間は将来の老齢基礎年金の受給資格期間となる.

･納付特例を受けてから10年以内であれば保険料を追納でき

る｡

<デメリント>

保険料を追納しない限り､納付特例期間は老齢基礎年金の

年金領には反映しない｡

(通常の免除制度は追納しなくても､免除朋間の3分の1の

期間が老齢基礎年金の薯削こ反映されます)｡

(I)17 -. - ∴ - : _ - .I:

をn東することができるのでLJ:うか｡(男性/1980I学生)

A17 もし＼今から学生榔 ‖獅 リ度を即 ても 丁でlこ納めた保険
料を返却してもらうことはできません｡前納した保険料についても

P3F p171 同じです (途中でJ2生年金などに加入制度が変わった時は別です)｡

納めなくてよいものを納めて絹をしたと思っているかもしれませ

んが､そんなことはありませんよ｡例えば､学生納付特例を受けて

いる期間は､老齢基礎年金の毛別二は反映しないのです｡老齢基礎

年金に反映させるためには､10年以内に保険料を追納しなけれLi

7J
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年金QaA

なりません｡これが､この制度が ｢出世払い｣といわれる所以です｡

相談者が保険料を納めた1年は､保険料納付演期間として年金音月

に反映しますから､納めたことが血虹になるわけではありません.

Q18 着冨干害喜芸≡芸芸芸冨芸芸慧忘.誌 孟芸冨言;oT芸ヲ芸三言≡

の鳩舎はどうなっていますか｡(男性/既婚/会社月)

A18 保1g芸芸諾 1;芸慧芸､り写冨警 警芝禁 で話 芸 芸 ‡'志

木Ei]内に住も20歳以上60歳未満の人を強制加入とし､保険料を納

めない場合には,年金を支給しないということになっています｡し

かし､串憎があって所特のない人や障害を負っている人にもそれを

当てはめてしまうと､国民年金が全国民の最低限度の生活保障を

担っている意味がなくなってしまいます｡そこで.国民年金に限っ

ては､保険料の納付が免除されることになっているのですo

一方､FF生年金Lま､会社で働いていて給与所得のある人を対象

としていますから､E)民年金のように､どうしても保険料を納めら

れないといった状況を想定した納付免除の制度は掛 ナられていません｡

3-3 保険料の追納

Q19 険芸芸冨芸書芸L=,3,=OM芸;:bfhhJfLI:芸 RTLq左芸書芸t3,…芸孟芸

あると､年金が滅領されてしまうとFnきました｡今から､免除して

いただいた保険料を納めて､年金をLtやすことはできますか｡

A19 回関 金には､保剛 の追剛 肘 あります｡この追脚 度は､

72
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3 保険料

曙 p172 保険料免除期間がある人が､後で保険料を納めることができるよう

になった時に､その期間の一部または全部について､保険料を納め

るための制度です｡

追納をする場合には､社会保険事務所長の承蛭を受け､承認さ

れた月より前の10年以内の朋間の保険料を納めることになります｡

保険料の免除を受けた場合､将来の老齢基礎年金は減額

されてしまいます｡余裕かできたら､保険料を追納して

おきましょう｡

Q20 国≡呈…書芸芸芸景 品冨;I?L3.言:≡:UL'烹こ｡芸;LiT*b*iii

志望のため無戦となり､平成12年4月から1年間は､保険料を滞納

しきした.昨年Jfは期限付き採用の教鞭についたので,国民年金

も共漬年金も払っていました｡免除中書書の2年間と滞納の1年rnの

年金は､今後どうすれLfいいのでしょうか.(女性/未婚/1976/無髄)

A20 滴的朋問については､2年間遡って鮒 することができます｡2
年を過ぎてしまった月から筋に保険料の納付はできなくなってしま

tI夢 p172 います.納付する場合には､溝糾してしまった当時の保険料の輔を

納付することになります｡

免除期間については､10年間遡って納付することができます｡侶

し.免除されて3年以上経過した分について的付する場合には 保

険料の免除を受けた当時の保険料の‡別こ､政令で定める楯を加半

して郁付することになります｡

保険料免除朋間は､老齢年金の壁絵資格期間にもなりますし､3

分の1とはいえ年金領の計算に反映されます｡しかし､保険料滞納

期間は､受給栄枯期間にも年金額にもカウノトきれません.もし､

収入に余裕があるようでしたら､ますは､滞納朋間の分の保険料を

納付することを考えてみてください｡

7'3
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保鞍料の免除受けf=期間と､保険料滞納期間がある鳩舎
には､ますは滞納期間を減らすことを考えましょうO

Q21 で誓 LGi,ha,T L?BAL誓 言誌 :f&L.:I;器 三言≡

瀕を払いたい場合は.どうTれLfいいのでしょう｡(女性)

A21 免那 れた胴 oN呆険料を納めるための追納制度があります｡千
の規合には.免除になっていた日数分､当時の保険料盲Gで納める

曙 p172 ことになります｡一回で全期間分を納付する必要はありませんが､

免除月の属する年度の4月1日から3年を経過すると､元の保険料

の領に利,Bが加暮されますから､早めに完納してください,手続き

は住所地の社会保険手持所になります｡

でも､｢4ケ月は納めたことになっていいたはずなのに､どうして

全期間分を納めるの?｣と思われるかもし九ませんね｡それを税明

するために､年金制度の運営についても指しなければなりません｡

年金制度を運営していくための費用は､皆さんが納めた保険料と

Egからの負担金でまかなわれています｡その割合Lま､現在2 1で,

これを加入者1人あたりの則旦L=書き換えると､各自が毎月納めて

いる保険料 (13,300円)は､各月の運営坪用の3分の2にあたり､

残りの3分の1(6650円)は国が負担しているという形になります｡

免除を受けている人の場合は､保険料の納付免除朋間は､保険

料を納めたくても納められないことを鵜めてもっらた期間ですから､

単に保険料を滞納している人と差を付けるために Egが則旦してい

る升用の分 (6.650円)だけ保険料を納めたものとみなしてくれま

す｡この6,550円を年矧 こ直すと4ケ月分の保険料となるわけです｡

･保険料を納めている人 13,300円 +6.550円

免除されている人 0円 +6.550円

･未納の人 0円 + 0円

■→
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3 保検料

ですから､追納する場合には､決められている日柄 (国負担分以

外)を､免除されていた期間の分だけ納めることになるわけです｡

Q22 納喜≡諾 芸;ご≡さ芸左三言冨TBi=ik.BifiR,芸 霊芝……?≡

金網の滅塀などがあるのでしょうか? この国民年金は せずLも

支払わなければならないのでしょうか｡(女性/未婚/1977)

A22 免除された保検料は 絶糾こ迫れ なりれ舶 らないものではあ
りません｡しかし､老齢基礎年金の年金執 土20歳から60歳までの

ⅠⅠ野 p174 40年間すべて保険料を納付した場合のみ全額支給されますから､追

納をせずに免除期間わ巧克ってしまった場合には 年金額が多少減額

されることは覚悟しましょう (保険料を納付した朋間とは､EF生年

金 国民年金､共済年金の別を問いません)｡

但し 年金がもらえるかどうかは､保険料を納めた期間と保険料

免除期間の合計が25年以上あるかどうかで決まりますので､学生

の時にきちんと免除申梢の手続きをしておいたことは無臥 :はなり

ません｡

Q23 と芸,T＼慧 諾 khBi%T hT:82"L:霊 芝崇 ;

か1 また払うとすれは 毎月いくらの負担になるのでしょうか｡

(男性/未婚/1976/学生)

A23 能誓 ≡?≡L:.S=芸芸:崇 ,L漂 胃禁 警:ミ崇 01言Li…:子冨

C3F'p174 せん｡

しかし､追納しなかった場合､将来の年金幕別よ､保険料をすべ

て納めていた時よりも金額が少なくなってしまいます｡RE破絶､余
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年金Q&A

裕ができたときに保険料の追納を考えたらどうでしょうか.

保険料免除期間については､10年間遡って追納することができ

ます｡納付する会報Lま､免除されていた当時の保険料の領ですが.

免除月の属する年度の4月1日から3年を経過した分については 加

井領 (利子)が加算されます｡ちなみに.保険料害貞は､月育男で平

成8年度 12,300円､平成9年度 12,800円､平成10年度以位13,300

円です｡

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
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4 年金手帳
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年金q&A

4-1 年金手帳

Ql I::.｢ ∴ ::'.i : I. I:■ ∴ ＼T.i:●~

ろ､8送すみとのこと 再発行は可たなのでしょうか,(女性/未if

'1979'芋生:

Al どうしても見つかられ ､僻 1こは 住所鮒 市区町Ij役4の窓口
で再交付の中細をしてくださいr

BSFp220 <持っていくtIの>

身分旺明書 (Z伝免許旺など本人であると確はできるもの)

[

チⅠヅクポイント

SOHO事革を開始する qL合も､年金 の手続きが必軍にな

ります｡年金手帽があ るかとうか,しっかり確放してお
きましょう｡

Qコ ∴ ､ ." '･1 !丁∴ ~ ':-.' -.ト }

手元にある年仝手書にu.四民年会のl己七 ･i号､aL保襲f日な

ど1しかありません【■生年全についてLL空11でT,暮耳 1-万と

もtした提牡があり 当時の1己1暮が書時でー以前手元にあ-.た手

■とJtなるようなBttILます.tILかして.9年間､J生年全を払

ったことLJ無軌 こな 〉ているということでし▲うか｡′弟ft/未*

･1961I自善L

A2 る諾 ,%{三霊 ;る三三;;ここ孟;禁 去…≡…≡三誓 言二三ご

LJ､各年金手書の妃号 准号を基礎年金番号に統合する手続きが

･Et要です｡

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
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4 年金手帳

貯 p220 相談者は､以前の年金手帳を梯失してしまっているのかもしれま

せんね｡しかし､EF生年金に加入していた記録は､ちゃんと残って

いますので､年金手帳の再交付の手続きと付せて､妃号 ･番号の

統合の手続きを行ってください｡手続きは社会保険手持所になりま

す｡加入朋間の確鵜のために.以前お勤めだったすべての会社の名

称や住所が必要になりますので､準備をしていってください｡

転戦が多いと､年金手帳が2冊以上になっか J,手嶋をな
くしてしまうといったケースが多くなりがちです｡

Q3 人2LOぎL",;5.2三塁≡冨芸書芸芸…よ主己霊芝誓 買芸で三言孟宣誓

なくなった日きたは被保険者の種別の変更かあった日｣の欄に何も

妃入されていません｡飼民年金からす生年金に変わったので､記入

するIEt要があると思うのですが､どうしたらよいのでしょうか｡(男

性/束婚/1973/会杜A)

A3 で孟宗…芸:壬芸冨言…:≡≡:こ芸!;冒:去誓 ;≡雷雲誓 bDn

ぽ p220 人手続きLま会社が行いますが､第1号被保険者 (国民年金)から第

2号被保険者 (LF生年全)への種別変更の手続きは､自分でやらな

C1ればなりません｡年金手帳と勤秩先から交付された健康保険柾を

窓口へ持って行き､種別変更の手続きをしてください｡

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
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年全Q&A

小 / :∴ : ∴ -.. ･.､: こ , ミ:I:

に持ってあきたいのですが､会社が書理するものですか.(女性I未

#J1973/会牡A

A4 A芸……笠 を至芸*tfTS i tbbbbO:'ITU.霊 ,:芸…三速:

は､一摺管理が多いようです｡全部の会社がそうではありませんか

ら､｢年会手帳は返してもらえTJいのか｣と6恥､てみてもよいので

はないでしょうか｡でも,一括管理だとすると,格技者の分だLl返

すということはできないかtILれませんね｡

SOHO+暮春は､年金手書も､自分でしっかり保書しま

しよ うく

Q5 がさ忘妄言こ';1JT:.票 eL:TL諾 b;言霊 芸 .?議 三;

L:加入することになったのですが,基礎年金番号が分かりません｡

どうしたらいいのでしょうか く女I封未婚/1972/バートタイマ-)

A5 IR警 ?=4r%;芸 芸.iIA+nt:,月■迄 諾 T4:.2aB{芸 諾

どうしても且つから81.､時は.社会保険事拝所で再交付の手Jlさを

してください 基礎年全書号は,寄集.年生をもらうときにも蛸

になる大切な書号ですから.再交付された ｢毒草年会暮号且知fJ
は､年金手■の内41余白にのり付けして大切に保fしておくとよい

でLLう｡

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
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4 年金手垢

年金の手抜きには.基礎年全書号が必牢になります｡｢基

礎年全暮号ah]t｣は､年金手Uと一拍に大切I=保fし
ましょう.

りti I -/ i:.J. :/A.'■二 ､." : . ': ∴ ､

年金にしましたので.年金手牡も持っていますq｢す生年金保険被

保険者旺｣u必要LJのでしょうか｡(女性/兼好/1944/自営#)

＼Ii lL. さ一一.L､ -:.::...:....∴ 仙 L.ご 1..

唱FP2神 でいる妃号 ･書号にJ:り､年全の受給*格を確LBLたりL年会の

全項を計Tするための稚朝が管理されています｡

ところで､相扱者u基礎年全書号通知書をお持ちT･しようか｡平

成9年1月J:り基礎年全寺号制が斗入きたことに伴いLそれ以掛 こ

発行された年金手+を持っている人にLl､｢基礎年全書号温和T｣
が送付されています｡また.相扱者のJ:うに被保険者虹と年金手書

を持っているような鳩舎や 年会手帳を2冊以上持っているJ:うな

場合には.それぞれの記号 番号を基艇年金番号へ一本化するた

めL=手抜きが必要です｡手捷舌をされていない場合には.住所地の

社会保険事独所で手抜きを行ってください｡

なお､1己号 ･書号を基積年全書号Lこ-本化した律も､書生年会

保険8t保険書牡や年全手蛙は必事になることがありますので大切に

保管してください｡
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現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。



**Q&A

(-)T て ∴ Ml. :/ . モー.了 -:こ ト ー':..こ

付された主従年全番号i知Tの ｢ご照会｣という用kt返送して

いませ ん｡何か同項がか )ますでしょうか,I女性/丘*/1968/Jt-

トタイマー)

A7 基礎年金粥 速2n+の ｢ご鮎 ｣という用紙 基礎年金粥
34人時以前の年金の!己号 番号を-ホ化するためのものです｡基

礎年会番号が事入される前LJ.各制度がそれぞれに年金の!己号

寺号を決めて加入ie鐘を管理してきましたが､壌在はそれぞれの年

金加入記録を共通の番号である基6年全書号に一本化してV理す

ることになっています｡

そのため､｢ご照会｣を返送していない4台l二は､市来.年全を

受ける手&さを行う賢に､iL圭の加入1己ilの斗臼に手同取り､年

会が支冶されるまでに時同がかかる可軽性があります｡

fE]扱者Li､Jf生年全に加入していたことがあるということですか

ら､用紙に必要事項を書己入して､早めに返送してください｡

(I)ド : .:1い / ● ∴ J :.こ∴ . ':■

れてきましたが､Eil民年会の暮号しか入っていません｡きちんと折

へてもらったLJうがよいでしょうか (女性/既*/1949/■暮主沖)

A8 加工:…三,T̂onEE忘 :ITIiO.憲 二;Jtu"'aT=ab:=芸…≡:≡

です.基Gi年会番号書入時に､｢恭雀年全書号のお知らせ｣に同封

されていた ｢ご照会｣のハガキt返送した人など､基壮年全書号の

ほかに11故の記号 ･番号を持っていると思われる人を対kに送付さ

れていST｡

相扱者のiI合にLま､国民年金のBe号 ･番号しか妃入されていな
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4 年金手帳

かったということですから､厚生年金の加入について基礎年金番号

に統合されていないことにか Jます｡回答票に､厚生年金の加入期

間について必要事項を舌己大して返送してください｡後日､明王の招

集が送られてきます｡

チ ェックポイン トaS

転戦が多いと､年金の把号 .番号を複数持っている可能
性が高くなりますから､漏れがないか確認しましょう｡

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。
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A=ll.｢父の年:仝f一塊とtrの年金fBtでは也や8.1号が違うのですが､人J:Jtlj

のでLlうか9｣というご舶故をそLJました 肝qLl二.7ってしまうと.芥えは

r人上人Jなの'CすがL実は年金下瀕には詔せはJl'い変益の麗火があるのです｡
勺仝7一書!ができるlX､用尺年金.lJ41勺一会では.終8q庶例にl司J5!年金丁帆 群

/l_勺-全件Fi鞍伽換方正がそれぞれ/i:付されていました｡l司尺年金上rJ先lニスタ-

トしたY/′l沖 金では.aI虻がHTまった¥川‖7416Jlから ｢ク;tR年金HLnL叛hjE｣

が交付され.L'柏】231I明かりは.Y.陣が rIJ/l_iF金作晩杜仲陵haE｣(rl)にな

りました｡さbl:IHi'ffl13)il-すlからは.サイズや也 (掠)がBLJilこなりました｡

八 川htil金は､411虻が姉まったHlTfll361卜から ｢川h:ir一企r･桝J(以抄は水

也.次にカ-キ也)が交付されていました｡

lmLlHtJlt1日J以降には.■J別IRのT帆が統一され,阿ri:jl一会,Jll/Ill令に)t

油の ｢qJ仝Tllu(オレンソ色)になりました｡このlT帆 二はL升のIl･lこl削がl食,

I/'l伴食の.?iリ,i a;iJLの.7i!入rRがあr).位加に11企7棚の交付を受けた判虻から,

他のPl収に捗った岨合にも.新しい句会F蚊の焚付を受けずに読むようになrlま

Ll=

その綾.Y一戊9†l-LFJの成増年会爺LIのSI人にともないt｢年金7一能JllBLlEの

か1=ち (If也.兆単年全書lli1人)になりJLl民半金.群生年金.Jt研勺金に)t

jlのもの[:なりました.

中食棚は この上うな生tを上ってさましたので､人に上って持っている7-
叫が粍なっていても4.､だはありません｡bL丘の下●;を補っている4合l二は.勺一会

をもらうとさに,すべての1叫 が名fになる1■介がありますので.大切1こ化TfL

でく1_Lさい｡

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
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本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
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5-1 海外と年金

Q l る,:芸ヵ崇 'ま写',I.?;;;ア芸崇 等諾̀ ,L三芸三二可芸喜≡三三

が出るのでLi:うカト (女性/未婚/1980/無札)

Al 相談者の場合のように長期の酬 渡航の鮎 には ｢海外転出副
を住所地の市区町村後胤 こ提出してください｡この手続きをすると

C3F p173 日本国内に住所かない扱いになるため､国民年金の加入我概がな

くなり､保険料を納める,JZt要がなくなります｡しかし､この間はEl

民年金に加入していないので､万-の場合にも､梓専基礎年金や

遺族基礎年金が支蛤されませんし､将来もらう老齢基礎年金も､こ

の期間分の滅師かきれます｡イBL､年金をもらえるかどうかを決め

る受給貸格期間には含まれます｡

住所を日本に残したまま渡航するのであれば､国民年金の保険料

を口座振替にしていくのがよいでしょう｡何の手続きもしなかった

場合､保険料の未納期間ができてしまいますっこの期間の保険料

を帰国後､遡って納めない場合には､老齢基礎年会の髄が減額さ

れますし､場合によっては年金がもらえなくなってしまうこともあ

ります｡もし 手拭きできずに渡航した場合には､帰国してから早

いうちに末納那間分の保険料を机めてくださし､.

Q2 険;40慧 ',=5=Btnhi=bT feLご 笠 らミミTt諾 …誓 言完冨写

るつもりでいますが,それから加入し､今までの未納金を支払うこ

とLJできますか7 それとも今までの海外期間を考Jtしてもらうこ

とはできますか｡(女性/未婚/1975/学生)

A2 E]民年金への加入を軌 されるのは 日本附 に住所を有する
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5 海外と年金

曙 p173 20歳以上60歳未満の人とされています.相談者が日本を出国する

際に､出Eilの手続きをされている場合には､｢日本国内に住所を有

する｣にl妻当しませんので､国民年金への加入は任意になります｡

相扱者のように､海外在住の期間中､任意加入しなかった場合

でも､この朋間は合算対象期間という特別な期間になります.合算

対象期間は､老齢基提年金の年金頬の計凱 二は関係ありませんが､

年金がもらえるかどうかを確詑するための期間には含まれます｡但

し この期間中に負ってしまった障害や死亡について年金が支治さ

れることはありません｡

相接者か､住所を日本に残したまま出国された場合には､海外

に清をしている朋軌 ま保顔料の未納期間ということL=なってしまい

ます｡未納になっている保検料の支払いは､過去2年分に限り抑 寸

することができますので､掃Eg後､保険料を納めてください｡

Q3 の31;票 2oLl,;崇 1､4R胃禁 言ぎ言L,Li=.;霊 th;.沼 慧 慧

4月から12月までは受け付けてもらえませんでした｡同じ理由なの

に,なぜ受け付けられなかったのでしょうか7 年金を受け取る時

軌 こ入るでしょうか｡(女性/未婚/無qE)

A3 t,?慧 認 諾 完 lt;詰 ,≡冨完 笠誓言芸芸三

好 p171 から社会保険庁長官の指定する月までの期間｣です｡そして､その

期F:Ell終了後.継続して免除を受けるためには､再度免除の申純を

しなければなりません｡社会保険庁長官が指定する朋問終了の月

は､最長で各年度の末日となっていますので､相扱者の申恥壬3月

までしか受け付けてもらえず､4月以降も免除の･必要があれば再席

申托しなければならなかったわけです｡

また､海外渡航中の朋間が.将来免除期間として詑められるか

.ヾI
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どうかですが､残念ながら免除期間にはならないでしょう｡侶 し

曙 p173 台朋 寸魚期間という特別な期間にはなります｡全篇ほ寸魚期間は月

全額のEt井の養掛 二はなりませんが 受給資格期間に含まれます土

ら､この期間が原田で年金がもらえなくなることはありません｡i

後に､海夕日こ居住していたことをパスポートで証明できるのかとし

う間証が残ります｡原則的には.El本を乱れる際に､市区町t柑

軌 二海外転出の届出をしていなければなりません｡この手続きを宇

っていれば間榎ありませんか､そうでない場合パスポートでのmqJ

は難しいかもしれませんね｡

(ll ∴ ■-:∴ I -∴ ∵ ●

のですが､その場合20歳になってから留学する間の年金の支払L

は､アメリカの方に移ってから支払っていく年金と含まされて､元

年後にそのままアメリカで受け取ることはできますか7 また､E

表では年金を払わずに､アメリカへまってから年金を払い始めるこ

とはできますか7 できるとしたら､その間払わないことで何か35

陣がで書てしまいますかB(女性)

A4 アメリカと日加 年金制度加入胴 の含#'=ついては､凱 雀
いはされていますが､今のところ本格的な動きはありませんQだカ

【店F p171 らといって El本にいる間､公的年金別席L=加入しない場合(=は

その間の障害や死亡について､年金の支絵が行われないという間B

があります｡

適に､たった数年でも保険料を納めた場合に､その保倹料は讃

して血敬にはなりません｡海外に出E)される際に､最終住所地の市

区町村役場で､転出の手続きとEi)民年金の手続きを行えば､海タ1

で暮らしていた期間は.日本の公的年金に加入したくても加入でき

なかった朋間とされ 65歳以降.保険料を納めた期間分の老齢表

礎年金が支給されることになります｡ また､アメリカで8らしなカ
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5 海外と年金

ら､日本の国民年金に任意加入することもできますので 出E)され

る前に市区町村役場で相較してみてください｡

(平成14年4月1日以降は､通信制詔程の学生等も学生納付特例

制席の対魚となります)｡

Q5 る芸芸≡芸二3:慧 ≡志 村rX h:禁 禁 'iiti=:U,;?;L::

私の羊は2001年11月までE]泰の企*にJEしていましたが､2(〕02年

4月からドイソの企♯L=就唯します｡ ドイソで給料をもらうため､

私の扶暮扱いにもならないと思うのですが､この場合､事の年金は

ドイツに滞在 している間､日本で国民年金を納め､ドイソの年金は

免除手続きを行い､支払わないというやり方でいいのでしょうか7

億L:､日本では国民年金を納めず､ドイツの企*(こて､ドイツの年

金を納めた場合の年金の支払いの扱いはどうなるのでしょうか?

(男性/既婚/1971/会社貞)

A5 紬 とドイソの間には社会保舶 定が郎 れていますCこの協定
にJ:り､ドイソで一時的に働く期間､日本とドイツの年金制度に二

C3Fp94 玉に加入しなくてもよくなりました｡また これまで一時的にドイ

ソの年金制度に加入した場合には その加入期間が短いためL=､ド

イツの年金制度から給付を受けることができませんでしたが､協定

により両EEの年金制度の加入期間を合井し､年金の壁絵資格とす

ることになりました｡その場合 両方の制度から年金が支給される

こととなり､年全盲引Jドイソの年金はドイソでの加入期間をもとに

して計算され､日本の年金は日本での加入朋間をもとに計3(されま

丁..

でIJ,相ig,者の奥様の場合を見てみましょう｡

ドイソで働く場合に(J､原則として ドイツの年金制度に加入す

ることになりますが､次の条件を満たしている者については､ドイ

ツの年金制度の加入を免除されます｡

βク
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I FI生年全の被保強者SたLlEg民年会の第1号被保険者であるこ

と｡

2JF生年全の被保険者についてLl.日本の暮事主とt用関任がJl

捷していること EZ)民年金の被保険者についてu.JF生年全の‡

Jl用事事所の被用者またu一正のtaの自営暮春であること｡

なお_自営書手などLl日本Eg内T･の自営活軸と同4の議b章l

イツで行うこと

3あらかじめ一定棚向扱ia後､日本へ舟Egする予定であること｡

奥様のiI含IこLl.EI未の企*を退■してドイツの企事にKtl

るということですから､厚別に従いドイツの年金制度に加入するこ

とになると思います｡その4台､将来老齢年金をもらう軌 二は､r

イソの年金加入期間とEl泰の年金加入期間が通事され､年金のh

入朋問が25年以上であれLl､日本の老齢年金を受け取ることがて

きます｡但し､受け取るB木の老齢年金の印は､E]本の年金加)

期間に相当する頼となります｡

同時に.両国の加入JA間を且Xした朋間が､ドイツの年会費#

賞格期間を満たしていれLl,ドイツの年金加入期間に相当する年ji

をドイツの年会制度から受けることになります｡

ま1.:､日石での年金の抜いですが､奥様は会11を退tされた時L

から日本を出国するまでの向.til民年会に加入しなLlれLfなり手t

ん.すみやかに加入手JIさを行ってください｡ ドイソに捗られる応

には､｢海外転出届Jを捷出し､EZ)民年金のit格類集の手JtさもdJ

事になります｡ともに手抜き悪口は､住所地の市区FT村役qLにも

IllT.

Q6 年芝誓 言:芸,L孟ildT;8%u8E3lTkvT三先 芸 芸慧 ;

住t.ことになりましたが､EE)民年金に加入するためには､どのJ:i:

Lこ手PtきをすればよいでLJ:うか.(女性/既頼｢1967)
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A6 掛 に住もことになった加 ､引き続き国民年金に加入したい場
合にLJ､絹族またはEl本国民年金協会 (連絡先はP233参照のこ

と)に俵持して､届出の提出や保険料納付の手挽きを行うことが

できます｡親族の方か協力者となる場合には､相談者にかわって協

力者が保険料を納付することになりますから､送金方法については

協力者とご相鉄ください｡

国民年金協会に依縛する場合には､協会が指定する絹行に書通

口座 (国内に住戸Frがないので非居住者用の口座)を開設し､その

口座にお金を入金します｡協会はそのE]座から毎月､前月分の保

険料を自動振替して､ホ人の名義で保険料を納付します｡

手続きは､国内での最終住所地の市区町村役場のE]民年金課で

す｡手続きの隈は､年金手帳と印鑑が必要になります｡年金の受

け取りについては､日本での最終住所地の社会保険事秩所が窓口

になります｡この場合にも 親族の方などに協力していただくこと

になるでしょう｡

⑳参考 海外に居住していても年金を納め横けることの長所 短所

<長所>

保険料を納めれば将来受け取る老齢基礎年金の盲頁が畑える｡

･任意加入中に初診Elのある傷病による陣書 (1操か2級)に

対して､障害基礎年金が支治されるO

(隆幸等操1銀1,005,300円 降車等級2段804.200円)

<短所>

転出先の園の寸土会保障制度の保険料と国民年金の保険料と

二重L=納めることになるかもしれない｡

･年金をもらう時の手続きに､時間と手間がかかる｡

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
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り7 ∴ ･l:J;-:二∴ ■i∴ BT 'い '" A:! 言

ており､国民年金には任暮加入していません tこちらに来る前に5

年はど■生年全1こb]入)｡■近 ■書年会のことを知って.四民年

会に任意加入したはう机 ､いのかと伯み始めています 任暮加入し

1=1■含､IL書年全やi+bi年全LlもらえるのでLJうか7 こrLをtl

tで加入しなかっ1=4合I=LlとうなるのでLJ:うか.(女性/氏l
1964＼

A7 8鯛 涼を持つものが.jt外に在住している4台には･包朗
全への加入は任意となっています｡相扱者がおっしゃるJ:うに､こ

『3F p173 の期間Li国民年金に加入していなかったとしてち.将来.毛R基礎

年金を受給する時には､カラ朋間 (合算対象朋問)となり.壁招

資格期間の計算に含まれます (但し年金軌 二は反映しません)｡

しかし.年会に任意加入していない朋間中に起きた事故が帯EE

となる障害や､死l:については年会の支掛 まありません｡I+書基ぷ

年金や遺族基捉年会の支JgLi Ft書の原田となった体病lこついて

の初珍El(または死亡日)において､被保険者 (加入者)であっ

た者に対して行われます｡

国民年金に任土加入した4台には､相鉄昔u鞍保換者となりま

Tので､■書基半年全や3族益嘩年全の受冶格を得ることができ

ます｡また､保険料eRめるわけですから､将来の毛R基半年全の

tlが士lえることになりまT

Q8 ..笠.票 誓言生霊 ㌔ =年芸.崇 ;=EThL等 三ALaTi…:

飛び飛びですが EEl民年生とJF生年全を合計7年rrl収め手した｡ZE

年で65歳になったら日東にNIEqするつもりですが,日本で年金を受

取ることはできるのでLLうか また､米EE内で受耶ることはでき

ますか

I?I
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5 海外と年金

A8 日相 民であって紬 的 =餅 を持たなれ た脚 のうち･昭
和36年4月1日以後の相同で20*以上60★末書のXq同Llr含事対

曙 P173 &期間｣という特別なJA間になります｡この r含丁封&淵RJLl､

年金をもらうためL=必要な加入棚rE125年に暮入してJLいことにな

っています｡

相校着の叫含(:Lit20歳以上60杜夫)の朋同のうち､アメリカ

に住所のあった期間Lま｢合算対象朋同｣となり､過去の国民年金

加入朋間と耳生年全加入期間との合計が,25年以上になれば,60

歳から老齢耳生年全 (#酬比例部分のみ)が支治され.65*から

は毛fi基礎年金も支給されることになりまT (63漉からは壱RJF

生年全に定8I缶分が加暮されます)｡

日本国内L=佳jgiがある叫合の年金拾付に掲する手練き悪口は,住

所地の寸土会保険事転読になりま7.

着外在住の4台にu､日呑Eg内でのJLttti所地の社会保険+秩

所です｡自分で手&きできない4台にLi.漫族にta力してもらい手

Jtきをすることになります｡

Q9 人警 ニ;呈_7､̀芸 崇 霊 T;li.崇 芸 :～;L崇 ;望

tl､どのようにして受け取るのでLLうか｡(女性/既婚/書暮圭沖)

A9 みeB諾 ご諾 :L=Ttt芸 霊 J.io誓 Ii:…三言:==&b:,:Tg.振込

しかしL年全tもらうためには､年全の先走叫謀をLeLlれLlな

りません｡海外で生活していらっしゃる方にとってLi.この七正坪

兼が同句L=なってくると思います｡

本人が手抜きでき8:い4台にLi.B木に佳んT･いらっしゃる捜族

の方にta力をしてもらうことになるでし▲う｡

カ
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ll本人がkおに上り #外の,ヒAiや及t金玉でAくという扶余がJTえていtす｡

このような叫介.1lJFで■いるのとl･ltIl二.牡叫稚魚やri生1I金の作戦叶をれめ

半けながら､勤務先Nの比企稚魚31促にもbll人して.伴険TIをMめなければなJ)

王せん.,

しかし,加席光IL1での浦If-NJltuが拙い叫lH:は.tl一食のEl給に必要なJw人PJlnJ

を浦たすことができずに､榊めた1杜娩rlがk収にな-)でしまいます｡これは､II

JtLでflく外r一1人についてもI"=ニことがITぇます こうした性頗IIの JR払いや,

iL仝J-.t鈴についてのイ･PJtiのIllJ池を群iJtするために.Itl#lZllでLaiiiを抑 1うとい

うJbさがlh鬼になっています.

-IIJR12句Jには.EIJF初の M川tA従として.El劫it会保持bl妃が発効され.Y-

蛇13句三にはil美It会払RttA定が発効さILました

<ll虫祉会捉符EA岩のポイント>

朋7-ELJでのh帯がKiu15年以内の中台には.州7lLlの半金J1度の仙人を免除さ

れ nlqの卑LJLNdlのみlこ加入することにfjrJます Il常玉井l二ついてtJ 一室

朋M内の乱93である叫合にtilL･ltAのはいとなります

また.舛Idlこおける勾金N虻のhl人Pl帆を合fr(ii甘)LI=期nFが.それぞれ

のyltLLの年金のせriに七･延なbll人胴l和を浦たせlL.～籾虻から̀l一食を41於できる

ようになりました

このra)iiのJI扱となるil金利LB-は.日本の川14fL金,J■)'LiF一食､'6川Jt抑 l一食

とトイノのノJ的nlI金L叫拶Ltllii一食nL奴です

<lL兵托会l如何LA六三のポイ/ト>

117Mでの勤務やI■I甘茶打としての姓労が.垢u15句以内の叫介には.ドイノ

とのbli:とlGItll二.dlT-Nのq=企■度の加入を免除され,臼川の年令桝旺のみに

加入することになります PlL.このuXにll.勺紺 雄のLLF人JNPJの缶井によ

る1食卓拾niの促&11分まれでいません′

このu岩のllJLとなる年金■産は.El･FのN拙句金.Fl生年全.給維Jt節句金

とイギリスのrllモ促Ik (鵜B的-:全).付加q=食です

BIIL TJリカとのtA尖*紙も挨対され.7'ソ丁糾可とも､II一会qZEについて
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6 老齢年金
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年金Q&A

6-1 加入期間

Ql で≡誓 芸 芸諾 ,3.68アるのには湖 加入する脚 あるの

Al 棚 碁糾 金 個 民年金)を受削 るためにIAt要な胴 は､原
則として ｢保険料を納めた朋剛+｢保険料を免除された期間｣が

曙 p173 25年以上ですO例外として.この原則に ｢合那 根 期間｣を足し

曙 p185 て25年以上でも年金が支給されますb｢保険料を納めた期間｣は､

20歳以上60歳未済の期間であれは､国民年金､厚生年金L共演年

金の別を問いませんOこの年金をもらうために必要な加入期間を

｢受給資格朋間｣といいますB

老齢厚生年金は､老齢基礎年金の受給賛格期間を満たしていて､

JT生年全の加入期間か1ケ月以上 (65歳前の老齢厚生年金の場合

には1年以上)ある場合に支冶されます｡

老齢基礎年金の受給半幅期間は､原則25年以上となっています

が､満等長の年金を安治するためには ｢保険料を納めた期間｣が480

ケ月 (加入可能月数)なけれLfなりません｡もし 480ケ月に満た

ない場合には､その分年金盲貞が親電頁されることになります｡

Q2 る三三三慧 ぎ芸tf;三L:警LT;芸 .T芸三::t書芸芸Rh三三:=1

加入しています｡EF生年金と国民年金を合Xして年金をもらえるの

でしようか｡また､含暮して何年納めないと年金をもらえないので

LLうか｡(女性/未婚/1962/無鞍)

A2 榊 ､竜的 金をもらうためには 20か ら60歳までの間に国
民年金やLF生年金や共済年金に加入している朋間を含鼓した期間

が25年以上必要です｡
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6 老齢年金

C3F P173 用放昔のように､回民年金とJt生年全の加入期Fnがある人が､こ

時 -p185 の要件をiAたしている4台には､65Jt以Pt､老爺Jf生年全と毛R

基礎年金 (皿民年全)が合わせて支治されることになりfす｡

この加入湖岸ILl,簾別的1こは保併科をRめた期間と考えますd.

Eil民年全においてu保険料の納付を免除された朔局や含暮対生相

同という特殊な朋同も加入朋同となります｡但 し 免除棚rnの年

金額LJ､保険料を柄付した場合の3分の1(半額免除の4台は3分

の2)の毛削こなり.合耳対象期間は年金毛削こ反映されません｡

Q3 杜:三景 LiAJ ;,fIL;lT h*̂憲 AS ITT fuf2;芸芸;｡≡

うず.自分でE)民年全t掛けたt}うがよいのでLJうbLr事3号被

保険着の立4は尊Nでし▲うか.

A3 相喜諾 芸 芸三三?=慧冒Lb表慧 芸 芸 冒eti:'TiJT･

あれば.自分でEEl民年金の保険料を納めなくても､国民年金の加

入朋FElが増えていくことになります｡

相扱者が60版までご主人の扶tで第3号被保険者だったとする

と､十分に年金の壁拾賞柊期間を満たすことになりますので.心配

ないと思いSTよ｡

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
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年金QIA

Q4 そ誓 ;îOd…Ti芸5,J40告 器 ,芸 inAlid.3;,A,'志 蒜

着｣になっています その4台､年金のrr井はきちんとされるので

しょうかと 女性/未婚 1971/事事主*)

A4 すべての泊筒がL年全gの計暮'=反攻されます｡榊 昔がJF生
年全t:加入していた5年rnは,同時に第2号被保険者としてEg民年

金に加入していたことになります｡よって､今のところ相扱者の将

来の年金に反映する期間は次のようLこなります,

(毛k基堤年会のtfTの養堤となる棚同】

･第2号被保険者だっf=5年同 ｢20■夫iAの期間と60JL以上の

輔向は除く)十第1号披保険者だった3ケ月+第3号鼓保険者

の期間

【老齢厚生年金の計策の基礎となる期間】

第2号抵保険者だった5年間(20AE末弟の期間と60♯以上の

朔間も含t.)

Q5 ぅ芝:チruB%it:;諾 ;:=完 .i:A:̂ibTB%RLI三言 よ 言霊 d̂言

していない｣とのことでした もし 血民年金に.現在も加入して

いないとすると やLiり年全は受けられないのでLLうか7 また.

受けられるようになる方益tiあるのでLJ:うか｡

A5 号芸芸品…≡三三':1警1B諾 誓 ㌫ 志 だ芸;芸 完 完

の届出をしていれLf､保険料をq)めなくてもEl民年金に加入してい

ることになりチす しかし､昭和61年4月1日以前の主片について
Li,Ei)民年会の加入Li任tでしたから､格技寺のお母様のように国

民年金に加入していなかった人は多いのです｡

ですから､この朋間を国民年金の保険料を納めなかった朋間とし
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6老齢年金

てしまうと年金をもらえない女性が多くなってしまうため､この期

間は合許対象期間という特別な期間になります｡

老齢基礎年金を受給するためには､Ei]民年金に加入していた期

間のうち ｢保険料を納めた期間｣と ｢保険料の納付を免除された

期間｣と ｢含那 寸象朋間｣の合計が25年以上必要です｡

お母様の場合には､昭和61年4月1日から現在まで､第3号被保

険者であり､今律もそうであるなら､その期間は ｢保険料を納めた

朋剛 になりますし､i:婚してから昭和61年3月31日までの期間

は r合算対象期間｣となります (但し 合算対象朋間になるのは

El民年金制度ができた昭和36年4月1日以降で20歳以上の朋間で

す)｡この ｢保険料を納めた朋間｣と r含那 寸魚期間｣の合計が25

年以上であれLl､老齢基礎年金は支給されますのでご安心くださ

い｡万-､25年に満たない場合には､60歳以降もEE民年金に任意

に加入し､保険料を納めて25年以上にすることができますので､住

所地の市区町村役鳩に相絞してみてください｡

Q6 ま芝lio憲 .1三RL吉富三三芸ここ芸ま'L:誓 芋器 孟崇 :LIT

とにならないのでしょうか〔例えば,8ケ月+8ケ月-1年と4ケ月

とはならないのでLJ:うか (女性/既婚/1957)

A6 加入期間は月別 立で鮎 ますので j5つしゃるように､8ケ帥
8ケ月-1年と4ケ月の保険料納付済期間となりますが､保険料滞

納期間も同鰍 二累稚されることになります｡保険料滞納期間が15

年より多いと､将来年金がもらえなくなってしまいますし､場合に

よっては陣書年金が支給されないこともあります｡もしそんなこと

になったら､保険料を納めていた期間がもったいないですね｡せっ

かくEF生年全の保険料を納めているのですから､老齢基礎年金と老

齢Et生年金をしっが J受給できるJ:うに､国民年金の保険料も納

めまLJ=う｡

･■l

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
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年金 Q&A

QT ､ . T . ∴ ∴

ですか (1968/自曹♯)

A7 今まで保険料を納めていた胴 机 急に那 加こなってしまうこと
はありません｡しかし､どの年金を受給するにも､保険料を納付し

ぼ p173 た期間の長さが重要になります｡老齢草生年金､老齢基礎年金 個

曙 p177 民年金)では､｢保険料を納付した朋間｣と r保険料の納付を免除

曙 p180 された朋間｣と ｢合那 畑 朋間｣の合計が25年以上なければ年金

曙 p190 は支給されません｡

また､障害基礎年金や遺族基礎年金は､初診日 (死亡日)の前

日において､初診日 (死亡El)の属する月の前々月までの保険料

の納付状況によって年金の支給か決定されます｡

残念ですが､相談者の現在の状況では､どの年金ももらえないで

しょう｡せっかく納めた厚生年金の保険料がもったいないですね｡

国民年金の保険料は2年間遡って納付することができますし､今

後の保険料の納付が負担になるようでしたら､｢保険料の免除制度｣

もありますので､国民年金の加入を横討してみてください｡

チ ェックポイント㊥

脱サラでSOHOを始めた場合には､会社Aの時の厚生年

金加入期間に応じた老齢IT生年金と老齢基礎年金が支捨

されます｡但し､保険料を滞納していると､両方ともも
らえなくなってしまいます｡

Q8人1.6.警 l禁 三笠芸表芸774.71芸 漂 富農 慧 票 笠

で合計42年間 く500月以上)保険料を払うことになります｡瀦朝

貢盆の480月を超えてしまうので､保検料の支払いを480月で止め

たいと思います 保険料の支払いを止めてしまうと,何か自分に不

利益となることがあるのでしょうか (女性/既婚/1947/書手主沖)

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
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6 壱齢年金

A8 国民年金から支給される老齢基糾 合を満額受給するためには･
20歳から60歳までのあいだに保険料を納付した月が480月なけれ

ばなりません｡3:って､相談者の16歳から20歳までのあいだの期

間は この480月には含きれませんO相談者が60齢 こ違する前に

保険料の納付をやめてしまうと､老齢基礎年金が漉指されてしまい

ます｡

Q9 を苦言諾 ,誓言慧苧三三(I;-;.glb8芙:言:7崇 崇 ;;三三

に入るよう勧められ.37歳で加入して25年間支払えば大丈夫だよ

と言われたのですが､今からでも加入して年金はもらえるのでしょ

うか? (女性/既婚/1964/会杜A)

A9 25年間保鰍 を納めれLf､年金は支給されます (この年金をも
らうために･必要な25年間のことを受給資格期間といいます)｡通

常､20歳から60歳までの間にこの25年の受給資格期間を満たさな

ければなりませんが､相盲吏者は37歳ですから60歳まで23年しかあ

りません｡しかし 滞納している保険料のうち過去2年分のものは

遡って納めることができ9-すので､おおよそ25年分の保険料を納

めることか可能なのではないでしょうか｡もし､それでも不足して

いる場合には.60歳以降もEg民年会に任意に加入して受給貸格期

間を満たす方法がありますo

それにしても.今後25年以上というのは結構長いE舌ですから､

今まで本当に公的年金の加入期間がないのかよく考えてみてくださ

い｡

例えば､アルバイト先で厚生年金に加入していませんでしたか｡

また､こ主人が件生年金に加入しているならば､相扱者は国民年

金の第3号被保険者に王安当します｡

第3号被保険者に吉を当した場合には､市町村役軌 こ届出をするだ

けで､ちゃんと国民年金に加入していることになりますE,さらに､

/βJ
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年金Q&A

第3号被保険者は､保険料を払う･必要はありませんから､届出をし

ていないとしたら掴Lこなってしまいますよ｡この手続きも2年間は

さかのぼることかできます｡EF生年金に加入していた期間や第3号

被保険者だった期間があれば､壁捨資格期間に含まれることになり

ます｡

Q10 .f書芸慧 票 禁 71慧 誓 ,Y:l'な:芸 孟芸:1,t"'/芸芸

■l

A1O 料≡芸孟冨慧三言芸2b,i;,憲 誓 LL三.で竿'芸冨芸霊芝芸孟11望

算対象朋間を合算する特例もありますので官に確はしてみきLJ:

¢苛=■p173 う｡

曙 p174

(現状で65歳から年会を貸絵できるケース】

<ケース1>

保険料納付済期間15年のほかに合妊対象朋問がある場合

相談者は ｢保険料納付清朋間｣が15年ありますから ｢保険料免

除期間｣か ｢合算対象朋間｣が10年以上あれば､受給資格期間を

満たすことになります｡免除期間については3'指がありませんでし

たので､ないものと考え､合暮対象朋間について考えてみましょ

う｡

合算対象期間であると認定される朋間は様々なのです机 この場

合に可能性がありそうなものを1つあげてみます｡

ご書吉姫の年月Bが分からないのですが､昭和36年4月1日から昭

和61年3月31日の間で､ご主人が厚生年金または共演組合の加入

者だった朋岸HJないでしょうか｡あれLJ､これは合耳対象期間にな

ります｡この期間が10年以上あれば受給資格期間をみたすことが

できます｡
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<ケース2>

朋間短編の特例L=!亥当する場合

確扱者は昭和22年4月1日以前に生まれていますので､35娠以

降の厚生年金加入朋間が15年以上あれば､受給資格期間を満たす

ことかできます｡お緒の保険料納付漬朋間かこの要件にあてはまら

ないでしょうか｡

[今からなんとかして受給手嶋を得る方法】

上の<ケース1><ケース2>に当てはまらない場合は､65蕨か

ら年金を受け取ることはできませんが､65歳以降に受給権を取得

する方法があります｡丑短期間で受給できる方法を考えてください

ね｡

<ケ-スlL=近し､場合>

60歳以降､IE要な期間だけ国民年金に任意加入 してくださいや

最高で70歳まで加入できますので､安ま背格期間を満たすことが

できます (市区町I寸役場で手続きをします)0

<ケ-ス2に近い場合>

60歳以降､ゼ要な期間だけ厚生年金L=加入できるお仕事をして

くださいCもし､35歳以前にJ7生年全に加入したことがある場合

には､その期間と含策 して20年以上の加入朋間があれLf受絵栄枯

期間を満たすことかできます (35歳以降の朋間なら15年です)｡

おおよそこんな感じですが もっと詳しい十書軸が知りたいときは､

最寄りの市区町村役場にお問い合わせください｡

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
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Q= ∴ . ∴ ･ i ..: - 誓 ､:T∴ ･

tIJって保険14をhめて 年全を卓出する方法はあるのでLLモ

か L男性一21輯 白書尖

All 国民年全uL年金の受納 が削 れない4%IこuJ はで70～
まで任意に加入することができます｡任意加入した孤同とこれまて

D3F p174 の保険料折付漬相同を合わせて25年以上の輔向になれLl年金Ll頚

拾されます｡

ところで､h父様LIJI生年全I:加入していたことはありまtM

か｡-度､i)父様のil圭の年金加入状況をきちんと相はしてみて

はいかがでLJうか｡虫父書きの生年月日であれば､坪生年全の加)

期間が20年以上 (またLi40♯以降の期間が15年)あれば､年金

が支給される特例があります｡

問い合わせは,住所地の社会保険手桶所L:なります｡ご案族ケ

方が問い合わせや格技をされるのであれLf､念のためにお父様か亡

の委任状を括っていってください｡

0重任状 お父様の名前 (印も).住所､生年月EI､基礎年金1

号.委任する理由､委任される人との関係､委任される人の名称

(印も).住所

Q12 相…芸675.等 BBS,k.芸;三雲 よ.完TiT?;孟ご三tt三;二､;:

関してLi JF生年全47ケ月 四民年会136ケ月､合計lB3ケ月#

めているが､300ケ月の支払いがないと年金Liもらえないとのこと

でした｡改4)て15年fZ払った年会が*虹にならない方法Liか ､カ

と思い増放し1･した｡これからED民年金に加入するとか､今からiI

去の偵険料が粥d)られなかったXRrnについて､EMI免除をすること

はできますれ (女性/既赫/1972f書♯主姑)

,llll
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A12 現在柑 叢は･65簸とり ことですねC今後＼由民年金に加入
するとしたら任意に加入するという扱いになります｡任意に加入と

いうことは､加入する必要のない人か､あえて加入を希望するわけ

ですから､保険料を納めなければなりません｡また､過ぎてしまっ

た朋間の保険料を遡って免除することはできません｡

もし､任意加入をして保険料を納めたとすると､患大で70板ま

で加入することかできますか､お父様の場合には､それでも加入期

間は足りません｡残念ですが､今から年金の受給権を得ることはで

きません｡

Q13 ,:誓言完 o忘 冨86誓 言'(三…芸,qbL.言 霊…霊 屋芸這警芸よ

っていますが､60鯉まで約28年間しかありません｡来日前の期間

に対して､何か特別な免除かないでしょうか｡昭和57辛 (20鮭)

から.平成2年 (28歳)来Elまでの8年9ケ月間Lま､老年基礎年金

額の折井式の ｢保険料免除期間｣に!妾当しますか｡(男性J既婚

/1962/会拙A)

A13 柑扱者の年金加入状況をまとめると次のようになります｡
･昭和57年1月 (20歳)～平成2年9月 海外在住

曙 p173 平成2年10月～平成6年3月 日本在住､年金未加入

平成6年4月 (32歳)～現在 厚生年金加入

平成10年El本昏l吉を取得

昭和36年5月1日以後に､20歳以上65歳未満である人が､日本

国指を取得した場合.次の2種類の朋間は合算対象期間となりま

す｡

1日本Ei]内に住所を有していた朋間のうち昭和36年4月1日から昭

和56年12月31Elまでの朋間 (20歳以上60歳未満の期間に閉

る)

2日ホEil内に住所を有しなかった期間のうち､昭和36年4月1日か

/05
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ら日本国拓を取得した目の前ElまT･の期間 (20*以上60■兼il

の期間に限る)

相扱者の4合にLi､上巳2L=J:り20歳～平成2年9月までのXflrF

が含暮対&期間となります

合暮対生相同u､保険I弓免除舶同と井なり_年会tIにLJ反Ikさ

れませんが､年金がbらえるか判好する時の号泣手嶋期rqIこLZ含ま

れます｡

Q14 私の生年月日f;と.T的 金の定独鈷分の支鯛 脚 が62■
だと思うのですが 中学卒で45年'R的付した者は60*から受けら

れると何いております.しかし 私の4台､k生日がS20217で

あり.誕生月に退tで.入社はS3541日のため.44年11ケ月刑

J*となり､相当LIJL､のではないがと不安に思っています 60歳か

ら定取立分と瀬M比例部分を合わせてもらうことはできLJL､のでL

上うか (男性/放婚′1945/会杜A)

A14 全て寺…三悪BJ5%aT::j*[諾 #4;芸neJ三:……三宝芝…去…:

曙 PIB5 るという特例がか )ました (長期LL)入着の特例)｡ところが.この

特例は相談者の4台のJ:うに生fTLた月によって不公平を生じると

いうことが以前から梓■きれていました｡そこで､平成12年の法

改正により､r45年Jをr44年Jに短iFすることとなりました (な

お､同改正にJ:り､昭和28年4月2日 (女性Li昭和33年4月2El)

以後に生まれたものについてu､支Jg罷絵年能が61tから65JLへ,

段熊的L=引き上げられることになりました)｡
相技者は.44年以上の書生年金加入相同がありますので､60■

から定嶺部分と頼嗣比例BB分t合わせた年金を受給すさことができ

ます｡

.lI.
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6･2 裁定請求

Q15 だ6gOLモ慧 =gbhiL烹誓 冨 芸芸::9芸;言霊三,#えてく

A15 60舶 前半の老齢恥 年金の裁定三脚 '窓口は､年金の加入状
況によって異なります｡ご自身の加入状況に合った窓口で手続きを

C夢 p221 行ってください｡

⑬加入状況 窓口

最後に加入 していた年金が厚生年金だった場合 丑f削こ勤

持 していた事業所を管轄する社会保険手持所

長後に加入していた年金がE)民年金 ･共済年金だった場合

自分の住所地を菅蝿する社会保険事務所

最後に加入していた年会が船員保険f=つた場合 JS律に勤

務 していた船舶所有者の住所地を管轄する社会保険事粍Ffr

<必要な書類>

･｢国民年金 厚生年金保険老齢給付裁定EI兼aF｣ 窓口

でもらってください

年金手帳 (本人 配偶者) 基礎年金番号通知臥 JT生年全

手帳 (厚生年金祷保険者鉦)､国民年金手帳､被保険者記ii

など (持っている方のみ)｡以上について全 く持っていない

方は､本人と確はできるもの (免許!正など)

年金旺t 何か年金を壁盆 しているとき (本人 配偶者)

印鍵 (本人のLEEr])

預金通帳 (本人名残) 年金の払込みに必要

･雨用保険被保険者旺または受給策略書証 (交付を壁けた方

のみ)

戸編Bf本 (配偶者 子がいる場合にLS 身分関係かわかる

もの)

配偶者.子がいる場合には､生計維持関係Lこあることを旺

'lII
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明する書類 (許挫､非ZI税LE明など)

子が■書の状SLこあるときu､医Fiの抄騎暮.AiqのtL類

によってはレントゲンフイルム

･共済柑含A期間がある4台LL 年会加入XArm は通知書 (共

済姐含尭行)

Q16 ｡芝崇 :.;慧 ;=ipgtiL:I;I.チ:T'=b?L<､諾 意 7.6;雷

どを救えてください

A16 お父舶 ･60か ら65Jkまでの年金鵬 らっていれ たでし▲
うか それによって手抜きがJIなります｡

l唱Fp221 (60*からの年会をもらっている4割
65JtL:なる里生月の初めtJに､托会保操典棟センターから r裁

定i*求+｣(ハカキ形式)が送られてきます｡送られてきたハガキ

の所定欄にL本人の住所 氏名をLa入し､住所地の市区町村長の

旺明を受け.必ず臣生月の末日までに社会保険■粍センタ-に返

送してください｡

【60鯉からの年金をもらっていない鳩舎】

65枚になったら､お父様の年金の加入状況L=合った窓口で手続

きを行ってください｡

0加入状況 窓口

･8操に加入していた年全がJF生年全保険だったqL含 Jt後

に軸准していた事■所をfdする社会保険事携所

JlfIIこ加入していた年金が国民年金 共済組合だった4全

日分の住所地を書付する書1舎保検事積所

JL練1こ加入していた年全が船A保険だった4台 8枚にh

棟していた船Aa所有者の住所地を菅壌する社会保険事株ar

<ゼL畏なln>

rG)民年金 JT生年金保険老齢給付裁定叫諜暮｣ 窓口

JOG
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でもらってください

･年金手帳 (本人 配偶者)､基礎年金番号通知臥 JI生年全

手帳 (JF生年金被保険者旺) E)居辛金手帳､被保険者記録

など (持っている方のみ)｡以上について全く持っていない

方は､ホ人と確捉できるもの (免許証など)

年金鉦暮 何か年金を受給している暗 (本人 配偶者)

印鑑 (本人の招印)

預金通帳 (本人名義) 年金の払込みにJEt要

･戸梓経本 (配偶者､子がいる場合には､身分関係がわかる

もの)

配偶者､子がいる場合には､生計維持関係にあることを書正

明する書類 (評臥 非課税旺明など)

子が杜善の状態にあるときは､医師の給断音､傷病の種類

によってはレントゲンフイルム

･共,S組合員期間がある場合は､年金加入朋間確旭通知書 (共

清組合発行)

Q17 せ≡:ま表芸≡;慧 慧 Eh,bfbL三ai','J誓 ,三笠!:言霊ニT{h:≡

孟†凍するそうなのですが,それでいいのでしJうか-

A17 比諾 .≡:50完n諾FT'iOia主器 ｣言270≡警q̂芸千言三三三書芸

曙 p191 保険者である場合には､在戦中は原RIJtして年金音更の2書は 支給仲

止し､さらに47準報酬月額と基本月頒 (年金月盲貞の80%の領)の

合計寒剤こ応じて支給停止散が増えるという制度があります｡給与収

入の軌 こよっては､全盲長吉拾停止になります｡お父はは､このこと

をおっしゃているのでしょう｡しかし､きちんと裁定捕球をして､

計算してもらうことをお勧めします｡年金は本人が指諜LfJC1れ

Lf.捷対に支給されきせん｡

JO9
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また､年会の受冶権の時効は5年ですから あとで､年金がも亡

えたことに気づいても もう遅いなんてことになってしまうかもし

れません｡例え.招集的に全額支給停止だったとしても IPLずいて

かはしなけれLlならない手続きです｡早くやって掛 まありません｡

チェックポイント

SOHOは､生涯現役という場合が多いでしょう.しかしL

自由業や個人事業で得た収入によって､年金が支給停止

されることはありません｡支給開始年齢になったら､忘
れず(=裁定甜菜の手続きをしてください｡

Qlt< : ここ : I. .. ･_t 工

に手続きに行くと､社会保険+株所に行ってきてといわれました｡

脱退したのに何か関係があるのでしょうか｡(女性/既婚/1936/書gP

主)

＼lL< ''∴ Jニ● I: / . I. こ

て掘われる場合があります｡人によっては,この期間のおかげで､

もらえないと思っていた年金がもらえたなんていうこともありきす｡

丁でL=手当金をもらっていますので､今後の年金網には関係あり

ませんが､重要な期間ですから､書生年金の窓口である社会保険

帯環所で確はするIEl要があります｡

相扱者の場合には.住所地の社会保険事拝所で手続きしてくだ

さいねc

Q19 帆 定年退tした者です､1月に宅相 生年金の支齢 和 書
をしてきました｡｢すぐに年金旺Tが送られてきますから｣とのこ

とで､今日まで待っているのですが､もう1ケ月以上もたつのL=伺

'L･
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の音沙汰もありません｡現在は無収入ですから､わずかばが Jの貯

えを取り倒してhLJます｡申!一後､どのくらいで喜捨が開始される

のか､分かりましたら数えていただきたいのですが｡(男性/既婚

/1941I無礁)

A19 裁定附 れ てから,年金証書と裁定通榊 が送られてくるま
でに､2ケ月から3ケ月かが )ます.そして.年金支給Lまその後t:

なりますから､実際に年会を受け取れるのは､裁定から4ケ月ほど

後になります｡相談者の場合は､1月に裁定書書求ですから､スムー

ズに行けば5月頃から支給されると思います｡年金の支払日は､毎

月15日ですから5月の15Bを過ぎても年金が支給されないようで

あれ(f､牡会保険事拷所に間い含わセてみてくf_=さいね｡

Q20 台筈.A.2R5冒k=霊芸芦でTで 言芸iRi2i呈孟650.?TT'崇 =芸≡モチ冨警

た｡その後､社会保検事稚所から ｢11月6日に年金給付裁定和束

書を針 1付けました｣との暮面をもらいました<書面には､裁定ま

で2､3ケ月､さらに初回支払いは50日はど先とありきしたが､年

金Lれ ､つからの日付分から支払われるのでしょうか｡(男性/未婚

/1941/無喰)

A20 支芸吉;芸誓芸芸L器禁 荒 冒､芸慧 芸Lu三Li喜TAbl三言:

翌月分から行われますので､相扱者の年会は昨年の2月分から支給

されることになりますo通常は､偶数月に2月分ずつ支給されます

が､相扱者の場合には初回だけ致ヶ月分まとめて支給されることL=

なるでLJ:ラ.

但し､10月までお仕gtきれていたということですから､その期間

の支給音別Jお給料の領に応じて､ 一部または全部が支給停止にな

ることをご承知ください｡

q肌
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613 繰上げ

Q21 で諾 .̀,芸 <1;三…… :霊 ≡t.I.8%;Tk:;T;言 絹三三'妄言

るへく早くからもらうとしてt何J&JPlらもらうことが可能ですか7

また､いくら('らいもらえるのでLLうか7 母規は､ずっと会社

Aとして働いていました(途中に辞めることなく.30年以上働い

ております

A21 朋 伎 槍の宅相 生年金机 60か ら支iEされます｡
また､壱R基礎年金は.弁別65JLからの支捨ですが.60Jtから

lI守■p175 の井上Ll受給も可臣です.但し.その4合には年会gが汝tIされ

てしまいまTL､壱熊JT生年全の定領5B分が支糾 止L=なってしま

います.

年会tIl=ついてはL特別支給の毛鵜Jt生年全の支冶両店年Rが

近づいてますので､住削 色の社会保険事拝所で各年金の頬を拭暮

してもらい稚IBしてみてくf='さい｡

お母様のiA合には.厚生年金の加入期間が長いので,老齢基Gl

年金を繰り上げない方がよいと思いますが.拭耳和を比較して榛対

してみてください｡

州 - iiiii■■■■-
諾 苦誓 言3,0'㌫ 諾 ㌫ 宗 吾誓 豊 J;誓 けl

Q22 て警 …1LT笠 qI:誓 言芸 BOo芸 BOfiti=i':61.:O｡芸…

受給していますが ま丘の事fIで,Ei)民年会の*上Lf支給を考え

て居ます.ある泰にLま､Eg民年金の持上げ支給を行った叫含､特

別支給の老齢FI生年金Li､喜捨fI止になるとTいてあります 社

Ill

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。



6 老齢年金

会保険事粍所の人は､同時にもらえると吉いましたが本当でしょう

か｡もらってから返せと言われても困ります｡是非数えてくださ

い｡父は今年.脳梗塞で倒れて先El退院しましたが､仕事のでき

る状態ではありません(陳書年金tJ考えきしたが.2扱きではもら

えないようなのであきらめました｡(男性/既婚/無t)

A22 矧 支給の老齢恥 年金と繰上げ支給の老齢基提年会は､次の
ような悌盆調整がされます｡

臨F P175 <昭和16年4月2日以後生まれの者>

繰上Lf支盆の老齢基礎年金と65歳未満の者に支給される老齢耳

生年金Lま1#絵される.但し 定額部分+ 報酬比例部分の支給開始

年鰍 こ逢した後は､走印部分に限り支給が明生される｡

<昭和16年4月1日以前生まれの者>

老齢基Gl年金の支給を受けることかできるときは､特別支給の老

齢EF生年金 (全額)が支給停止される｡

お父様の生年月から考えますと､老齢基礎年金を繰り上げた場

合には 特別支給の老齢伊生年金が全額支給停止になってしまい

ます.また､繰上げ支給を受けると､老齢基礎年金の領は生涯渡

瀬されたままですし､陣藩の程度が増進した場合にも (事後重症に

よる)障害年金がもらえなくなってしまいますので､デメリントが

大きいと思います｡

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。



年命Q且A

り1'.'t ":':E. :こ∴ ∴ 言 ∴ ∴ ::∴ -.

支給によるまtLが■用されるのでLLうか.(男他 社*I1940/会社

A

A23 台だ冨芋芸L.,if,'8ttbfT(tSTtbでミニ芸 霊 tT:l三笠言…:

lqP184 定額i3分と等AIl比例部分の受Je8Eを得ることL=なり手丁から,id

頚の心配はありません

65歳前の毛鈴Jf生年全の定額部別 こついて､iA上IfPt与が行わ

れるのは､昭和16年4月2日一昭和24年4月1日生まれ (女性は昭

和21年4月2El-昭和2⊆ト年4月1日生まれ)の人が､考鵬基礎年金

の一部繰上げを行った4台になります｡この世代は.定朝部分の支

給開始年齢が.段階的に引き上げられる世代に指当します｡定柄

諸分が引き上げられると､60歳からもらえる年金の領が少なくな

りますから.その不足分を補うため(=､定顎38分と宅R基礎年金

の一缶を繰り上げる制Jiが放Lナらわたのです｡

6･4 繰下げ

Q24 うちの父 榊 12措 け 今年65JEに%'Jf" ｣ だ年全
tもらっていません,父がTうにL1 70JEを超えてからもらえLl

月L=12万円くらいもらえるとTっています｡年金をもらう年fiを

itらせることで 年金のtlモルやすことってできるのでLJ:うか?

A24 65姪から老齢 金的 うえるはfの人が･年金をもらう年Nを
遅らせると､Lt鎖された年金が生涯支盆されます｡これを ｢kI下げ

C3F pT76 支給｣といいます｡

増額率は､昭和16年4月1日以前生まれの場合と.昭和16年4月

I.,J

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
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6 老齢年金

2日以後生まれで異なりますか､お父様の場合には､70歳以後に裁

定m謀をすると､88%の稚額となります｡普通に65歳から老齢基

礎年金をもらう場合には.月額67,017円 (年間804,200円)です

が､70板以後にもらうと月額125,991円 (年間1,511.896円)とな

りますので､お父様の計耳とおりですね｡

チキックポイント㊥

sOHOの事業収入が安定している間は､老齢基礎年金を

もらわずに､受給緬を増やすという選択丹支もあります.

Q25 で千三芸…農 芸Rqii'芸 悪書三=iSLl.,TEE.誓 ｡6諾 96;t=*

再度市役所などで手続きが必要なのでしょうか? また､父は大変

触庸状態がよいため､私は70歳への繰下げ支給をすすめているの

ですか､(188倍もらえて.76歳で得をすると言ったら繰り下げし

たいとの意向)その臥 65歳時での手続きはどうすればよいのでL

ょうか｡(男性/既婿/1968/会社且)

A25 年≡警…慧写言霊芸≡芸子芸三笠忘;ini7㍍ 6g芸;,AB芸三誓言

BSFp221 ません｡次のような輔易な手続きで済むことになっています｡

65歳になる誕生月の初め頃に､社会保険業務センターから ｢裁

定甜末書｣(ハガキ形式)が送られてきますので､送られてきたハ

ガキの所定欄に､本人の住戸jr 氏名を記入し.住所地の市区町村

送すれば手続き披了です｡

偵 し､繰下げ支給を希望するなら､この裁定捕末書を返送して

はいけません｡その替わりに､受給を幕営する年8削こなったら､住

所地を管頼する寸土会保険串粍所で､裁定書1兼の手続きと繰下げ支

給の手続きを同時に行ってください｡拝しくは､住所地を管轄する

社会保険書残所へお問い合わせください｡

JI5

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。



年金0&A

Q26 夫lJ､昭和1抑 月生まれ､定年は東和 6月です｡はば4O月
間年金に加入しています 定年後も,65歳までは現在の会社で401

-500万円は収入がある予定です この甥合､夫は60歳を過ぎて

t)年金をもらわない､または保険料を納めることで将来年金額が｣

がるというようなことはないですか｡(女性/既婚/1975/寺井主神)

A26 =三三三言三三警三三三忘孟宗:{L芸ご≡完 孟三三三三oL三L,i.

曙 p176 ご主人か60歳になると､特別支給の老齢JT生年全の受給権か発生

します.この年金は､もらい始める年齢を遅らせても､年金取が月

えることはありません.よって､60歳のお誕生E]L=なったう､すく

に年金を捕釆してください｡

次に.65歳になると､60鯉から支給されていた特別支給の宅辞

厚生年金の支給が終了し､替わりに老齢基礎年金と老齢耳生年名

の受給権が発生します｡ここで､支給開始年齢を遅らせて年金盲】

を増やす方法がblは す｡

<繰下げ支給制fE>

ご主人LS平成14年4日1日以降に65歳となりますので､老齢表

礎年金のみが対象となります (平成12年の法改正により､老齢Jg

生年全の繰下げ支給制度は､平成14年4月から腐止されることI:

なりました)｡

それから.ご主人は65歳までお仕事をさTLるようですか､そ0:

間､厚生年金に加入するとなると.老齢厚生年金の-吾は たは全

部が支給停止になります｡耳生年金に加入しなLlれLf､年金は仝

朝支給されます｡

本来､年金は現役を引退し.投与収入がなくなった人のためQ.

ものなので お絵料をもらえる人には.少し遠慮してもらうという

わけです.もちろん､お仕事を辞めれば､年金の支掛 まされます

し､60頼以降の加入期間の分､年金朝も増えることになります｡

IJ6

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。
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Q27 台6tO,誓 ごま 誓 5…言諾 苦土三三霊 .''芸……三三三孟芸

変わらないものなのでしょうか｡(男性/既婚I1942/会社A)

A27 本来＼棚 厚生年金は､老齢基礎年金と伽 て65歳から支給き
れます｡現在は.軽過糟aLで､絹別に60歳から支給される老齢厚

C3F p184 生年金があります｡まず､この2つの年金は別物だということをご

承知ください｡

65歳前の老齢耳生年全は 65歳までもらわずにいても､年金絹

が増えることはありません｡それどころか.もらわずに5年以上経

過してしまった年金は､時効によりもらえなくなってしまいます.

65歳まで待っても得はありませんので､60歳のお誕生日L=なっ

たら 老齢厚生年金の裁定甜菜の手続きをしてください｡

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。



年金 QAA

.g脈鳩雌11食のJFnLの支mIBJ的11-Rlよ侍従ですが,曳航Bの希fiで.jEfil岸J的

勺齢をIllめたり､巡りせたりすることができますCこのように文節をIllめること

を ｢拙 Jけ｣と1汚い,過に迎くすることを ｢拙 FET｣とrTいます｡

棟 LLT文官;を行った仙台には､†l金脈 = ノiiの妊郁準を乗じてfllた郭を恭し･JI

いた咋令が ′l支給され.撫下げ支給を守(った助糾 二は,jF企邪に-niの州NL畔

をdeじて紺たyLが加許された勺全が-生i_甘;されます｡

この減有L平とFn斬1糾ま､HI'川Ht)1lLl)JLLlllH叶生まれのJIはi川日立で uLTLlHG

勺,日はll以後生まれのJJは､JJ岬位で設従されています(E)1771そ7･1.J17･5参ILtth

なお.1Fh'U文折の老齢IF.j'JiI金の支折F芸事的jF酌･)は rけさt過JU附川.のtLr代()
については､RL偶の七m鵜嘩イl金の練り上げ以外に.従斬部分とJt齢曲従叩金の

一休引伸せて撚りrlrる別IilがありますQ(】〉】9L参IFEl)

｢棟上げ｣も ｢棟下げ｣も.iI一会今もL'う人がそれぞれ'JlIrTがあって行うこと

なので､州相を翫すのはどうかとB-いますが. 応日次として､丑船艦郡の比較

をしてみましょう.

il一食の支折を65歳l紺l二様-JLげた蛾合､i)i触 こもらう人と受給総新にr')価がと

れるのは､Ililjll16*･川 1日以rW/I.まれで72歳くbい LLJJ2日以後生まれで77戎

くらいになりますO逆に.66抜比後に拙り卜げた鵜IT､Y')術がとれるのは､TJll満

が75歳くりい 後f;が78凍くらいです｡輔JJt 杜rLしけた槻令には.72炭 (77

歳)より1之jlーさすると川をし.練J)下げた蛾介には75止(78歳)より止/I_きした

JTがflJということになります.

Bl1AIL6ilLLJJ2日≦Lまれ以降の人の ｢棟上げ｣は､城朝坤が改了Llされたことに

より､受給捨都で爪をするTLT椎竹が旺くなりました｡しかし､拙 LLr文銃を空け

た雌介には､淡のような制約を受けたり､株制を失ってしまうこともにもなりま

すq)で.1弛lげ支於を&刊する触介には廿!了喉に快打Lでください｡

)邦如II-金の受折牌が?rJ漉します｡

ま"llLlllG勺･川 111以別生まれのものについては.l'j!蛸一金の特別支給の老M;

J17/約一封土,仝qL支新作IlLます｡

ユG5戊IJn二時.lEf;になっても､輔LJIJとして師.Ef曲嘩∫l金は文F.されません｡

且"(141日6句II)1111以Ill生まれのもので､名鈴兆嘩咋金の拙 lけ文机を空けて

いるものが 仰!kil金に加入したことにより.rL)1吐JL金の邪が;披1㍍挽fiとな

ったときには.そのHlJlかb名節2k嘩勾金は.仝斬支給作目されます｡

瓜拙 Lけ支於のRIJl北をし放心を受けると､.td7,尺の取り7rrLや変iRはできません｡

'S･少州 Ek'川日6叫LJ12EILLまれからWfll2･Lll･川 LH!kまれ｡

女M "[141I2lir-I)J2Iは まれから"[1fll291l-LlrJLlltl一まれO

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
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6 壱蓄昌年金

6･5 夫婦の年金

Q28 全…:崇 ::･0545ud禁 書ihTh;よ;LLl誓 J 慧 慧 拾

A28 供…≡芸;;三笠芸震dここミhhif=ethu忘 ';;t完 yL芸 .b≡

C3 ･p174 りません)｡加絵年全u､年全の受JE権を取得した当時.その昔に

lI守･p188 よって生計を維持していた配偶fと子机 ､るJ4台に､老齢Lf生年

全 (被保険者期間240月以上のt-の)に加井されます｡

将扱者のAI合t:lJ､夫沖どちらにも配偶者に対する加給年会の

加事があり得るわけですが､次の支給仲止事由により､どちらの加

給年金も支給停止となってしまいます｡

[耳生年全保検法46粂】

r加絵年金額が加Xされた毛RJt生年全について也,加給年金

の加暮が行われている配偶者が､毛●事JF生年全 (その年全項の計

暮の基程となる被保検舌朋同の月数が,240月以上であるものに限

る)､ l■書JF生年全,国民年金法による■書基堤年金､共済組合

が支拾する年金たる給付.私立学域救tA共蒲法による年会たる

泣付.その他の年全たる給付のうち､毛Ii若しくは遇t､または■

書t支捨事由とするJB付であって､政令で定めろものの喜捨t受け

ることができる時は､そのrh 当EI丘快音について､加暮するgに

相当する蕃分の支治をfI止すbJc

もともと加給年金は､書抜 (挨暮)手当みたいなものですから､

1人前の年全収入があるだ偵着は､対虫外ということでLJ=う｡

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。
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チェックポイン ト水

老後のライフプランを作成するには､夫婦セットで年金

書flを把握する必要があります.

Q29 対≡TTnX旨;霊 宝だRLBtWL22914.芸誓tTE合…冨篭 ｡2#Si:;

生で第3号被保険者です 加給年金は受給できませんが､年上のl

合でも､頒替給付は可能だと聞いています いくら支給されまJ

か (男性/既婚/1954/公粍Å)

A29 酬琵芸芸;喜芸,Rt?I;h完 年:1.慧 笠 ‡誓 誓 …誓 よ喜

【【野 p174 は､奥様が65鰍 こ達し､老齢基拐年金を受給している場合でもi

替加革はされません｡相談者が65歳になり､本来の退礁共済年1

の支給か開始した時点で 奥様の年金に頒省加耳 (77.100円),

行われることになります｡

Q30 も冒'iRぎょ三冨禁 誓,:…Lit;=f;り(誌+;B2警 急 ,警 諾

年頃､父と結婚し､昭和52年頃Lこ国民年金に加入したそうです

その後､第3号被保険者になって､平成12年に杖WLL現在､A

生年金に加入しています 姓婚後､母がもらえる年金はあるので1

ようか

A30 対三言芸芸ぎ貰iii器 誓 警 Gh'=8%:tLJxLilh;震 三三竺三

台にも お母様L=は､お母様の年金加入某紙に基づく年金が支i

されます｡

お母様の年金加入状況から考えますと､すでL=年会の受給削

:ll

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
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期間を満たしていますので 老齢基礎年金 (国民年金)と老齢年

生年金を受給することができます｡

報酬比例部分相当の老齢JT生年金の支給は､60蕨から61掛 こな

るまで､その後61板から64板は､定額部分と報酬比例部分を合わ

せた老齢厚生年金が支給され､65歳以降Lま老齢基礎年金と老齢Jt

生年全 (報酬比例部分)が支拾されます｡

Q31 考崇 :誓芸芸iD…書誌 芸{ti≡慧 てこeo≡芸It苦害き

らいの差がbLJますか｡(女性/既婚/1955)

A31 年≡竿…ヒ写芸表芸芸…忘墓誌三…1芸書芸芸誓言芦;<芋≡芸喜

好 P174 老後の生活資金となりますか､敷姫をした場合には､相談者の老

後の保障は自分の老齢基礎年金 (振替加井なし)のみになってし

まいます｡

また､稚賭されれLf､ご主人の扶延ではなくなってしまいますの

で､第3被保険者ではなくなってしまいます｡第3号被保険者は､

保険料を納める･itl要がありませんが､軌婚後にお仕事をして､厚生

年金に加入されるJ:うであれLf､厚生年金の保険料を そうでない

場合には60歳になるまで画民年金の保険料 (月蝕13.300円)を自

分で納めることになります｡

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。



年金Q&A

6･6 仕事と年金

Q32 社6BO,hを過ぎて､仕事を爪 ても年金をもらえるのですか`(弓

A32 老齢厚生年金をもらう刷 のある人が仕如 し＼恥 年金にb
入している時には 年金の一部または全納が支給停止されます｡こ

曙 p191 の一部支絵停止された年金を在職老齢年金といいます｡支給がt!

止される朝は､捕準報酬月音月(給与)によって決定されます｡~

苦り､稚準報酬月額が高くなると､年金の支給件止盲点が増える1:

組みです｡

しかし ただ単に給与が増えた分､年金が減ってしまっては､東

労意欲を損ないますから､手取り収入の総書別ま､冶与の上昇にE

例して増えるように吉十丈されています.

チⅠツクポイント碑

SOHOとして､自由業や個人事業を行う鳩舎,厚生年金

の適用は受けません｡どんなに収入が多くても､老齢厚
生年金は支給丁事止されませんO

Q33 い誓言;3で誌 JiniニラT;iJ;工芸;;ii+A:=三三三孟雪;三

た｡どういった場合に､いくらくらい仲止されるのでしょうれ (男

性/既婚/1938I会祉月)

A33 60歳から64鮎 での宅脚 生年金を受給している人が･恥 年
金に加入した場合には､一律に年金支給額の2書,が支給停止になり

p3F p191 ます｡さらに､在戦中の棚準軸酬用事削こ応じて支給停止顔が貨出

され､2書I+ 算出された書的で支盆停止となります.

また､平成14年4月からは65板から70歳までの老齢厚生年金に

J22

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。



6 老齢年金

ついても､支給停止の対象となります｡支給停止盲別ま､標準報酬

月領と老齢厚生年金 (軸酬比例部分)の月師の合計のうち､37万

円を超える額の2分の1の絹です｡37万円を越えない場合には 支

給伴止は行われません.

この支給停止は､厚生年金に加入している人のみか対象となりま

す｡ですから､同じ年金受給者でも 個人事業をはじめた場合や77

バート提督をした場合などは､耳生年全には加入しませんので､収

入を損なから年金も全盲員安治することができます｡また､アルバイ

トなどをする場合には､厚生年金の被保険者から除外される労働条

件で勤務すれlf､年金は全朝支給されます｡

例えLJ､所定労働時間および所定労働日数が､同種の集概に従

事する通常の就労者の4分の3未満である人は､原則として健康保

険および厚生年金の被保険者には!妾当しません｡

通常の就労者と変わらぬ労働条件で勤粍する場合には､本人の

意思とは血関係に健康保険およびJT生年金の被保険者になります｡

Q34 る含誓言ま慧 芸 禁 書 0%8.iR芸 芸子;E芸芸芸芸

として､後月報酬を出した場合に､年金は受給できるのでしょう

机 (1968/会社A)

A34 1帆 =榊 鮎の役Jiであれば､年生年金の掛 呆険書L=i妄当し
ませんから 収入かある場合でも､年金は全額支絵されます｡但

し､勤務時間などの実IIが非常勤であると紹められない場合には､

厚生年金に加入することとなり､給与の音別こ応じて老齢Ft生年金

の全額もしくは一部が支盆停止になります｡

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。



年金q&A

Q35 宅脚 生年会を安臥 ている64歳の方 を1用することになり･
社会保険に加入の手拭きをすることになりましたが､その方から年

金の戎領がどのくらいになるのかPlベてほしいとJf間がありました｡

年金の減額の計Xの仕方を教えてください｡

就熊崎の捕準報酬月額 36万円

特別支給の老齢Jt生年全

美本年金額 252万円

配偶者加冶年全親 265.500円

A35 宅脚 生年金の支給停止鞘の計算をまとめましたのでご参照 く
ださい｡

CSFP191 1様埜報酬日柄と基本月額の合計柿が.22万円以下の場合

碁本月音更とは

トと抑 /′lll金の打1(bll新11-食材Lを除 く)-L2JHのB0%の斬

(支給停止額】 .E肘 ,l'l_Ll金のWLX100分o)20

2標準朝酬月盲点と基本月専貞の合三十領が､22万円を超 える場合

(支給停止音別

(E肘7JHl金の郁×】OO'Jlの_～)+(a-dの舟JX】2)

a 養ホ月額が22万円以下で 輔車報酬月梢が37万円以下の鳩舎

E(f5叩(伽偶JJ郁+北本IJ有L)一22JIFIJIX】′2

b 基本月額が22万円以下で､II準報酬月額が37万円を超える場合

L】(37フJllJ+北本JJ伽)-22ノJLlllX】/21+(ftnV'WmJJyL-37JJIrJ)

C 基本日柄が22万円をiEえ､I等準報酬日朝が37万円以下である場合

はLtyL柑冊Jl有L〉り 2

d 基本日朝が22万円を超え､様準輔酬月観が37万円をまだえる場合

]24

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
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6壱齢年金

年会が全tI支給tI止になった4合には､加拾年金額も支拾甘止

となります｡

lLIr)

252J)-12x岳0%-L6800OllJ(戚4:JJWi)

l(300000日+16&000F'‡)I22JJJII)lx)2-I511000日 2

1+2-196.0001り(王拾抄d_JJれ)

(252万日-12-196.000Lll)◆265500IlI÷12-36,125IJJ(年金

支給JJ朝)

6-7 年金額の計算

Q36 全207㌫ 霊 誓 TL4:;票 芸 :妄;芸 ≡君主冨器

が､人のE舌によると5万円にtJ満たないとのことでして､将来にか

なりの不安があります い -たい支冶gL山 ､かほどのものになるの

でし上うか

A36 相̀良着のテ~タ>
生年月日 昭利12年8月4日 女性

保険粥を納めた朋間 33年 (396ケ月)

加入可能朋間 36年 (432ケ月)

相性者の年金加入状況をもとに､宅R基礎年金の塀を[十鼓して

みまLJ:う.
弧 Im Fllx3舗 I32～737.200ILJ

fEl疎音にLl､65JEから老爺基iE年金737.2(氾円 (月tI61,433円)

が壬治されることになります｡
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*&Q&A

Q37 私は '生年全に38棚 入してい打 今年の'0月で60JR=a
l)､過tの予定です｡私が60JLからもらえる年金は､いくらくら

いになりま丁か

A37 '相扱者のデ~タ'
生年月El 昭和17年10月6El 男I隻

昭和39年4月入社一平成14年9月(38年6ケ月)Jt生年全加入

平均ff華ギAI月t* 36万円(改正前の再拝■牢による)

巴珠昔なし

相扱者は,Jf生年金に38年6ケ月加入していますので.竜R年

金の受給半場期間を兼たすことL=Tiり､60枚から宅鵬耳生年全が

喜捨されます｡但し.定規缶分の引き上げがあるたd)､60Jkから

喜捨される宅RJF生年全Li朝iI比81缶分のみとなり.定規許分と

学M比例康弁が合わせて支点隔姶lこなるのLJ61Jtからです｡

65Jlになると､毛僻S生年全の定朝缶分に}わり､毛k基嘩年

会が支捨開掛 こなります｡

では､60AE時点.61歳時点､65&時点の年金額を[十許してみま

しょう｡

報M比例缶分 36JJLllx7別 100O光l()2ケ月xlO31

-136J519IIJ 1

･定額缶31 1676flJxl)3いり IlケJl(l_BL)

l+242_q5100lll

宅R基礎年金 捌)1200l'JxLL()2ケJJ/鳩0ケJl

～77LL【)α)IIJ ユ

経過的加Xg 2-3169鹿 9rll L

l+ltH31100lll
8)★から毛紺 生年全(特NJt例誰分) 1361朋 F11

61JLから毛細 生年全(強Al比例身分+定額領分)2,205100日

65歳から壱kFl生年全 (ギ札tt例部分)と経過的加Tと毛FB基礎年金

2205･l(K‖lJ

I_76

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
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6 老齢年金

放平成15年度以降の金朝LJ､物価上昇 (下降)率を考東せずに平

成14年度の年金執 こもとづいて計算していぎすo

Q38 前賢這;2LT ;芸 崇 憲 =2bÊil=TbphT :1L.12I6.f=;;言

国民年金に加入し､保険料を支払うつもりです｡私と書 (書♯主

姑)の年金額はどのくらいになるのでしょうか(

A38 柏̀竿…;言IBタ志和.8約 2｡ 男性

昭和39年4月入社～平成8年3月(32年)厚生年金加入

平均練津報酬月頒 28万円 (改正前の再評価室による)

平成8年4月～平成14年12月(6年9ケ月)国民年金加入

<配偶者のデ-タ>

生年月日 昭和19年6月19日 女性

･結婚前 年金未加入

昭和43年4月iZs婚～平成16年5月(36年2ケ月)国民年金

加入 (第3号被保険者那間含む)

相鉄着の国民年金加入朋間と厚生年金加入朋間を合わせると38

年9ケ月となり 老齢年金の受給栄枯朋間を満たしていますので､

60歳から老齢厚生年金が支給されます｡

但し､定絹部分の引き上げがあるため､60歳から支治される老

齢厚生年金は報酬比例部分のみとなり､定吉貞部分と報酬比例部分

が合わせて支給開始になるのは61歳からです｡

また､耳生年金の加入期間が20年以上なので､61歳から配偶者

加給年金も加算されます｡

65掛 こなると､老齢耳生年金の定額部分に替わり老齢基礎年金

が支給開始になります｡

奥様は､65歳からの老齢基礎年金のみの支給となります｡
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年金Q&A

<相扱者の年金朝>

報酬比例部分 28ノJIllX791/】000 ×38Lり lx】031

t880】74PIJa

定頼部分 L676lrJ'11】3-lx3&lケ)卜 72982LHlJ ②

1)+⑳ヰ】61OCOOllJ

配偶者加給年金額 36&000IIJ

･老齢基礎年金 001200lJJx4()5ケ)I/.t80ケJJ

書779LOOI]J

経過的加井領 ◎-801200×3糾 ケJJ/L180ケJJ=弘一16.1H

60歳から老齢厚生年金 (朝酬比例部分)880200llJ

61歳から老齢厚生年金 (軸酬比例部分十重吉見部分)と配偶者加給

年金】978〔州)lLJ

65歳から宅畿LF生年金 (報酬比例部分)と経過的加耳と配偶者加

給年金と老鶴基礎年金2.日3700Irl

なお､奥様が65歳になると､配偶者加給年金の支給はなくなり､

智わりに奥様の老齢基礎年金に振替加算が行われます.

<奥様の年金専貞>

老齢基礎年金 801200IlJx-13̀lケJJ/480ケJ]≒727100l】J

･婦替加箕 L20300ll】

65歳から老鶴基礎年金と振替加算馴7LLOOLIJ

発平成15年度以降の金額は､物価上昇 (下降)率を考慮せずに平

成14年度の年金額にもとついて計許しています｡

Q39 間:≡憲 =7b?ま ま誌 .206芸冨芸三塁まぶ…書芸芳志?̂誓 三

ました｡その間の給料は平均して的3万円くらいですDその律､29

汝より海外に在住し､平成10年7月より再び国民年金に加入し､保

険料の免除を受けています 受冶軌 まとのようになりますか｡
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6 宅齢年金

A39 <相談者のデ-タ>
･生年月 昭和17年7月 女性

昭和37年7月～昭和40年3月(2年9ケ月)国民年金加入

昭和40年4月一昭和46年3月(6年)FF生年会加入

昭和46年4月-平成10年6月(27年3ケ月)海外在任期間

は合算対象Rq間となる

･平成10年7月一平成14年6月 (4年)保険料免除期間

相談者は､国民年金加入期間 (免除期間含む)､厚生年金加入期

間､合算対象期間を合わせると､40年間の加入期間になりますの

で､受給資格期間を十分に満たしています｡

60歳から特別支給の老齢Et生年金か支給され 65歳から老齢厚

生年金と老齢基礎年金か支給されますE,

相玖者が妃悼している当時の給与額から､改正前の再評価率を

使って､佃の平均標津#酬月額を求めます｡

(3JJX785XLケパ+3JJ)くGB7XlLケJJ+3JJlllxr)3LX

ノ5llJxL115〉り7ケ)日 -72ケJl(611)7169391円

仮の平均措準報M月等貞を17万円としますO

･報酬比例部分 17JJIJJx7L)l/)000×72ケ )JxLO3)

EZl00 】98日 ①

定額部分 1 67(,llJxl】3･lx72ケ月=1368-12llJ◎

住)+堰)ヰ237OOOllJ

老齢基礎年金 帥 1200llJx (】05ケ)J+LL8ケJJx13)/LLBO

ケnt20_7700llJ

･提過的加算絹 (勤1801200 lJJx72ケJi/Ll8〔け JJ-)62L引rl

60歳から特別支給の老齢EF生年金237.000日

65歳から老齢厚生年金 (#酬比例部分)と超過的加貨と老齢基G;

年金 3L9LOOllJ

※平成15年度以降の金稲は､物価上昇 (下降)率を考慮せずに平

成14年度の年金音別こもとついてEI箕しています｡

/29
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･rJk12年IJlよl). 卓肘 Jヰ半金の肌 JtM.V洲 二ついて.投付JEirの5%･ll

きrlTが;9人されました この･引きFLTは.これから咋金をもらう人はもちろん.

すでに年金をt,りっている人[=もi川きれます

しかし.･31きllTIkの計井 (I'J&6年旺水iFの1乙XJt5市M JIl臥 その杜の物

Hスライ ド平.政lIlLkのJeAFをJIJいた.叶拝)'F求めた勺三色JLが,引L=tFけ枚の計

芥で求めたiF三食新をLlllる坤命は.r11き 卜け伯の叫金が文鈴きれるIt月肺門があ

りますので. Li分のI.'Uは･]lき｢け日計の.lMIに上る小食がjt箭されることになりま

す｡

<5%引き下げ何のffX式>

Ill-Jl}襟帯撤rKJlTi(也 d:府のFIL詳書中で.汁拝)×10-751(伽 ×牡ntFi斤nl

剛のJJ扱x軸Hスライトや (rrdilLq鑑は1,03日

<5%引き下げ社の計■式>

rl一均t5市棚 JJ廿 (改正件の再,W や'C.ir甘)x9,5-7125】OOOx鞍Atn 斤

JIPlのJlRx初■スライ ドJf (p-JCHq-EEはl(伽 )

E事eI)
IllflH7年IJ12日/I_まれのMttの叫1,-.

L'柵 37̀l-dJlからIこ成1Ll句-3JJZで (180ケJl)PIUL-年金にAll人,ll一成61-3Jl

叩JLlの~lLy_Jはホ搬何日斬36)JIIJ｡

<5%引き下げ前のTtJt>

tFi均控称軸tqJl都のIrl.17F■ (360〔HXIFIJx3&け JJ+3600α)FIJxOtr)x72ケJJ

+360(伽 Hxa9L71<2け JJ)+180ケJJ-L5791XIll)

搬N比fq飾分のilJ全書1 3575n)rrJx7in LOCOxL80ケJIxIJul▲ll･lt脚 LFl

<5%引き下げ鼓のII暮式>

､r一均e(市側qJl¶の岬,rf■ (360tX巾Illx1069〉(3%･け Jl+36000)FlJx

l038×12ウ･rl+3WOOITJxI0t6x12ナJl+360000FIlAl瓜 IX12ナJJ+36000

IllxO.99Lメ】2ナJJ◆36000OMxO.減 Ix48ナJJ)▲lBOヶ月-379600Ill
帆 比M林分の坪食斬 379600FIJx7ふI3100 xl00 ケJIJF)371IOOrIl

･)は下ITl汀のiF一食t†1106,600Fllが文節されます.

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
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年金 Q&A

7-1 障害年金

Ql `` -∴ ■ ,.‥ 一日 ‥ .､ ｢

きましたが.本当でしJうか

Al 現に被保険者であるということも要件の一つですが､帥 だけで
は受給資格は発生しません｡障害年金にも､老齢年金とは異なり

広野 p177 ますが､保険料納付要件というものがあります｡例えLf､障害基礎

年金の保険料納付要件は､次のようになっています｡

<原則>

初診日の前日において､初診日の属する月の前々月までにEg民

年金の被保険者朋間である場合には､その被保険者期間のうち,煤

険料納付涛期間と保険料免除期間とを含妊した朋間が3分の2以上

あること (保険料滞納期間が3分の1以下)o

<特例>

初抄日が.平成18年4月1日前にある傷病による障害について

は.初抄日の前日において､初拾Elの属する月の前々月までの1年

間のうちに､保険料納付済期間および保険料免除期間以外の被保

険者期間がない時は､障害基捉年会が支給される｡

但し､当Z麦障害者に係る者が､当l妾初抄日L:おいて､65歳以上

である時は､この鳩例の適用はない｡障害EF生年金については､基

礎知抜P194で支給要件をご確詑ください｡

チⅠツクポイント碑

保険料を納付 (あるいは免除手続き)しないと､幹事基

礎年金がもらえなくなってしまいます勺前納別席や口座

穎管などを利用して､保険料の納め忘れがないよう(=気
を付けましょうD

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。



7 障害年金

Q2 は芸芸i芸≡芸苦言吉ごL2fT;誓 ≡三芸:ナ三二…忘･fl三言ア芸塁

の等接が変わることがあるのでしょうか｡(男性/既賂11955/会lt

A)

A2 年金を筆削 ている人は､年L=-度､現況届 (ハガキ)を捷出
することになっています｡現IR届は､年金受給者の生存や障害の程

曙 p222 度の確L雲をするためにIE･要な届出です｡通常の現況届は､氏名､生

年月日､住所､基礎年金番号､年金証書の年金コードなどを記載

し､社会保険集秩センターへ郵送するだけです机 障害の程度が有

期は定を受けている陸曹年金の受給者は､医師の抄断書も提出し

なければなりません｡

拾断書を提出する間隔は､1-5年ことと人によって異なり､こ

れに!を当する年には障害の程度を規定し直すために､住民票の記載

旺明と年金診断書が一掛 こなった現況届の用紙か送られてきます｡

現況届および年金診断書が､指定された提出期限まで(:捷出さ

れない場合には 提出が確u!されるまで､年金が一時支給停止と

なりますので注意してください｡

提出期限は.年会受治者の誕生月の末日です｡20板前のt8病に

よる障害基礎年金､陣書福祉年金に代わる障害基礎年金､母子福

祉年金､準母子摘祉年金に代わる遺族基礎年金については 毎年7

月31Elが提出期限となります｡

年金拾新書を手足出した場合は､社会保険庁長官によって､障害

の程度の書査か行われ､その結果､障害等級や年全称か改打され

ることもあります｡

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。
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tl.'ミ / .こ'-:;.-J i; .:TLr . 小 ∴ .;:A..

年全の書書等JRは どのような基ヰで決められるのでし▲うかこ 女̀

性ノ未婚1980′学生)

A3 扱｢≡………?=Lu認 諾 .Ti=芸hu,I:I:;芸 完 禁 .h2Th:.23

lZ3Fp231 丁｡

1iRは､日常生活をするのに介flが必要な程度｡2故は､日常生

活に支障をきたLtIlくことは用杜な程度｡3鏡は､労tb能力に支書

をきたT程度というの机 基本的な基準となります｡

具体的な陣書の状軌 土､陣書等放熱 二規定されています｡

身体除害者手帳の等級は､陣書の状肢を区分する時の基津がil

うため､身体障害者手械の等級が2枚でも.年金の等級が2椴Lこな

るとは限りません｡

Q4 年芸㌫ :…言言70諾 ……≡三言二三三霊 だtG:芸.TefiTtTL､

うことLJありまTか また 時期はいつから件止になるのですか.

r弟性/毘*,1955会杜A)

A4 .≡≡三三芸 三L,I;三完i:芸 芸r=諾 ATL.=ejh芸 102.0

書年会についてLl,所鰍 こJ:る支給仲止LJありませJL,｡

20歳前に価病をAった人の■書基礎年金は.安治8E書ホ人の前

年の所得が､限度額を超える4台L=､その年の8月分から翌年の7

月分空での年金の全域､または2分の1相当額が支給fI止となりま

す｡所得の限度額l二は､扶暮摂族の政に応じて加J(が行われます｡

13Jl

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。



7 障害年金

所得限度掃(基本辞) 扶斐親族などの加井頴 支給fI止割合

3.549,000円 が加暮される. 加給年全林を惨い

なお､平成14年8月分から平成15年7月分までの年金に適用され

る所得限度毛削こついては.引き上げが予定されています｡

Q5 芸 ii慧 誓 :三î.三漂 禁 …烹…写ぎょ三だご:器差竺

よる支給制限がありますが､それは底婚 している洩合には､所得が

多い人 (たとえLf共tbきだったら.夫婦で所得か多い方)を基準lこ

するのでしょうか7

A5 限慧 票 ミ誓 誓 慧 禁 ま崇*Ô芸芸禁 三L'､警≡芸

されるものです｡相煎者が冶婚 して共働きの状鯨になった場合に

は､帽鮫者は相鮫者の所得によって自分の年金の支絵1事止領が決

まることになり､相手の方も同掛 二日分の所得によって､自分の年

金の支給停止絹が決まります｡

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。
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りIi .' I" - `. .､.. 1･'

すが､韓青年会をもらっている人でも､65歳を過ぎると毛R年金

をもらうことができるのでしJ:うか∧

A6 障害年金をもらっている人であっても､支給酢 さえ離 せLf､
老齢年金をもらうことができます｡但し､1人に2つ以上の年金を

L貯 p24 もらう権利が発生した場合には､どちらか-方を選んで受給しなけ

ればなりませんO

相経書が65歳に逢した時には､次の2つの組み合わせから有利な

方の年金を受給することになります｡

1障害基礎年金

2老齢基礎年金+老齢厚生年金

年金額は､障害基礎年金 (2線)と宅鶴基礎年金が同領の

804200円 (平成14年度)で､障害基礎年金 (1級)は1,005.300

円 (平成14年度)です｡

老齢FT生年金は､厚生年金に加入していた期間とその期間の平

均標準報酬月書削こよって決まります｡

実際に､どちらか逆調するときには､社会保険年税所で年金絹

を拭貨してもらい比較してみてください｡

Q7 さLBt.*芸…?2.:RT7認 諾jILT･6慧 慧 LL,言霊完 芸

槌年金を受けております｡ところが,昨年.交通事軌 =iIい入院

し､身体陣書者1掛 こ娼定されました そこで井間なんですが､PE

f基礎年金を受給することは可能なのでLJ:うか? 全市が杜害基

礎年金の方が多ければ､老齢基礎年金から切り替えたいと考えてい

ます｡(男†封1964/会社A)
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本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。



7 障害年金

A7 お父様柁 通事猷 あった時Lこ＼すでに考帖 桝 全を受給さ
れている規合には､除き基礎年金は支給されません｡

曙 P177 障害基礎年金の支給対象は､障害の原因となった疾病や別事の

初診日に被保険者であった人､あるいは60歳以上65歳未満の人で

すが､本来65歳から支給される老齢基礎年金を65歳前に繰り上げ

て貸ました人は､年金の法律の中では65線に逢している人と同様

に扱われるため､障害基暖年金の支給対象にならないのです｡

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。
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現在の制度とは異なる点がありますので、 
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8 遺族年金

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。
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8･1 遺族年金

(1] - .- .､ ∴ - . . __

がいなければ.遺族年金はでないのですか7 主人も自営集のため

E)民年金です 生命保険に加入を考えているために,春着に救え

てください｡(女性/既婚)

Al 国民年金に加入帥 ている方が亡くなった場合､亡くなられたち
に関する-定の支給要件か満たされていれLf､亡くなられた方に生

計を組持されていた夢か子に遺族基磁年金が支盆されます｡その場

曙 p180 台.辛と子は次の要件を満たしていなければなりません｡

子に対する要件 18歳I:達するE]以後の最初の3月31日ま

での間にあることoまたは.20歳未満の子であって障害等

段の1紋か2級の障害の状態LこあることC

妾に対する支給要件 上妃の ｢子の要件｣を満たしている

子と生計を同じくしていること｡

妻と子が同時に受冶権を得た場合には､妻が価先されますB

子ともがいない場合や 子どもがいても､年齢が18歳 (20歳)杏

過ぎている場合には 支給されることはありません.

受給期間は､掛 某険者が死亡した日の翌月から､すべての子が

支給要件を満たさなくなった用までで､年金椋は老齢基礎年金の

清市 (平成14年度は804.200円)+子の加井領です｡

また､遺族基礎年金が支給されない場合でも.兼好年金か死亡

一時金が支給されることがか ほ すので､基礎知識 (P182､P183)

で=確招ください｡

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。



8 退族年金

it族基礎年金は.子供か高校を卒業してしまうと支給さ
れなくなります｡その代わりとして､書婦年金や死亡-
時金が支給される可能性もありますが､万一の場合の保
障を自分で用意することも大切ですO

Q2 と芸.&三言孟:=1三,rLtt̂L:;b̂iil霊 :警 憲 =LLLî,Jf

ある場合には､どの程度の収入なら生計を維持されていたと粗めら

れるでLJ=うか.(男性/既婚/1949/会社鼻)

A2 E慧 金を受けることができる軌 死亡の当時､亡く

なった人によって生計を維持されていたその人の ｢子のいる車｣ま

たは ｢子｣です｡それぞれに年齢要件などがあります｡

遺族厚生年金を受けることかできる遺族は､死亡の当時､亡く

なった人によって生計を繊持されていたその人の ｢酬果者｣｢子

供｣､｢父母｣､｢Ⅰ削 および ｢祖父母｣です｡事以外の人には年齢

要件などがあります (年齢要件等については､基礎知報の遺族基

礎年金 (p180) 遺族厚生年金 (P196)をご参照ください)a

E生計維持要件】

生計を維持されていた遺族とは､死亡の当時､亡くなった人と生

f十を同じくしていた人のうち､収入か将来にわたって850万円以上

にならないと腿められる人となっています (実際には前年度の収入

が､850万円以上かどうかで判WTLます)｡仮に､死亡した夫が.

一時的に無収入でその間､事実上は妻が生吉十を紙持していたとし

ても､夫の死l=当時.生吉十同一 前年の年収が850万円未満とい

う要件を満たすならLf 遺族年金は支給されます｡

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。



年金Q&A

慧 臥 棚 て紬 万円を鮎 ,しま,l
たとしても､1抜基礎年金が支給ff止されることはあり

*tt̂ .

_ - ｣

(llli :.':; -●丁∴ :.::LP､': -:.: ..''.I

廃す生年全は支出されますか? また支給要件LJありますか｡(女

性/既婚/1964/会社A)

＼.''･ = ' .:. ' :･- ~ ..::.

曙 p196 供｣､｢父母｣､｢孫｣およひ ｢祖父母｣ですDよって､輩の死亡に

より夫に遺族EF生年全が支給されることもあります｡

侶 し､そのiI全､夫u事の死亡当時に.次の要件を洪たす者で

なLナれtfなりません

年Rが55*以上で&ること (支給開始は60Jeからです).

1事と生計を共にしていたこと

･前年の年瓜が850万円末女であること｡

なお.事d;J族となった4合にL1､年kの制限Llありませんっ

Ql J .I :言 ∴ .こ こ ∴ ､ ∴ 'J ...1

います 濃在､父Ll入院中で店の王宮をされています 父が亡くな

った律の今の母の生活が心配です 母LiCEl民年金に加入していませ

ん.輯姻関係のLJい申Ll.i書族年金をもらえるのでLLうか1美の

母の方(=支払われるのでしょうか 公粍A)

A4 過族年金をもらえる配偶者t=は､内は関係も含批 されています

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。



8 浪族年金

が,そのすべてをLiめているわけでLlありません｡正式に届出さえ

すれLf､法祥上書弛む姫娼となるような4台のみが対■となりま

す.

つまり､叔父と姓の関係のように､届出をしても法律上せ拍関

係が成立しない4台や.他の法汁上の配偶者がいるJJ合にLJ､事

実上婚姫関係と同様の事fI(内持切体)(:あるとはLZ!められません｡

今回のご相技の4合は､後者のケースで､お父様が亡くなられ允

ときに.案のお馴 熊とお父様が婚姻rWl系にあった規合には､原則と

して内捷関係にある者t:はiI族年会は支給されません｡

しかし､まだ1L梅の届けをしていないが､当事者同士が#姑の合

意に基づき別居しているようZJ4合や,一方の悪意のi一*(=J:っ

て､別居が長期rq-1鼓し当事者双方の生活関係が同定していると

抜められるJA合には､法律上の婚相rq休がその実態を失っているも

のとされ､内*開任にある者にiL族年金が支冶されまチ

今回の叫含､別居が長期同に及んでいますので､内IIFq休がは

められる可能性があります 一度､+i会保検事積読で格技してみ

てください′

(I).-･ I. '･'∴ ご㌦ ∴ ふ い :Ill-/

身の国民年金は掛りIJくてもいいと言われ 本人の国民年金は掛け

ていません その母がこの度再*することになりました.この叫合.

母の年金LiとうなるのでLJ:うか1L女l生/1947/バ-トタイマー)

A5 網 様洞 * :事葉上の&糊 価も含L-)Lf=4含LこLi､il族
年金はもらえなくなってしか ､ます また.今まで国民年金の保険

呼 P198 料をhqめていないということなので.このままでは､お母様自身の

老齢基礎年金ももらえない可能性m いです｡

お母淵は国民年金の保険料を納付していないということですが､

それは所得の少ない暮婦ということで､保険料の免除を受けている

I43

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
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ということでLiないのでしょうか その辺のところを､市区PT村役

4でflはしてみてください 生検であれLl､洪領でLlありません

が､お母様自身の毛k美嘩年会が支治されることになります.

もし,免除でLJなかった4台には､次のことをFE止 してみてくだ

さい｡

1保険料納付活期間の確は

ご1間の内容から考えると､お母様が保険邦を納付 していた可能

性があるのは,お父様がなくなる桐と招婚される前ですhJ保険料

の柄付は､E)民年金に限らず.厚生年金や共溝組合にr弼するtJの

も含まれます｡

応Fp170 2保険7斗免除朔Glの稚比

も父tIが亡くなられた練､保険74の胡付を免除 された朋同がない

か確LgLでくだ'さい｡

曙 pt73 3台事封書相同の用法

亡くQ与れたお父様は､JF生年全などに加入されていたJ:うです

から､お父鍬 二お母様が扶暮されていた期間のうち､20A以上で

昭和61年3月31日までの期間は､含X対負期間lこなります

4今後の保険料納付について

今後,原則60歳までは.お母様の国民年金の保険料を納付する

頻税が生じます｡もし､免除の申lIが承LSされれα,納付するJP､要

はあり*せん｡また､Eg民年金の保険料は､2年間分は遡って納付

することができますし､60Jl以降も任意加入することで.Jl長で

70JLまで保険料をRめることができます｡

ここで稚はした､｢保Fa鞘R付蒲相同｣､｢保険7斗免鞍Xq刷､r合
井村&期間Jと今操の保険料R付や免除の予定期間を含暮した期

間が25年以上になれLl,お母様に宅舶基饗年金 (5AgにLiなりま

せん)が支揺さTtることになります

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。



8 退族年金

Q6 万三霊芝:I"=fFご;'㌶ 芸 諾qk,崇 警 琵讐 *t･三三芸

濃Lfないといけないのですか7 両方受け取れるのでしょうか｡(女

性/既婚)

A6 が冒誓言;二言芸子慧 器 ≡崇 芸笠aL≡孟

晦 ,p24 合にはどちらか1つを選択しなけれLfなりません (これを ト 人-

年金｣の原則といいます)｡しかし､同一の支給事由 (今E)Lまご主

人の死亡)に基づいて Eg民年金とその上乗せである厚生年金か

ら支給される年金は､例外的に付拾されることになります.

チⅠシクポイント傘

脱サラでSOHOを始めた人が亡くなった場合､il族厚生

年金 (長期要件)が支給される場合があります｡

Q7 厚農 芸芸L',5誓 言誓:こ…芸:冨ミニ写<:ヲ芸17.tu'Lまり表芸

年頃､第3号被保検者になるまで､国民年金の保険料を納めてきま

した｡65齢 二なったら､遺族耳生年金と私の老齢基礎年金の両方

をもらえると思っていましたが､先日同じ塊遇の方か､｢どちらか1

つの選訳で､t'うせ自分の年金なんか少なくてもうえないのだか

ら､保険料を払うだけ絹なので払わない方がいい｣とfっていまし

た｡もしそうなら､どうせもらえない年金のために､わざわざiA族

年金の中から高い保険料を払っても仕方ないのではと思っていま

す｡ 役所の人は払ったほうがいいと書うのですが本当なのでLJ=う

か｡

A7 相互ほ の年金加入即 実に立派的 の的 で感心しれ たCと
いうのも､昭和61年4月1日より前は､専業主婦の国民年金の加入

は任意だったので､加入していなかった人が多いのです｡そのた

･･I､

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。



年金Q&A

め.女性の年金額は､男性より低頭になりがちなのですが､将扱者

のようにず-=と保棋料を納めていれLl.そんなILlだuないでLJ=う｡

伯Fp24 というわけで.相鉄昔は65JLになると､毛R基等年会の受JgNi

を得ることになり干す そうなると､すでに恕祷しているご主人の

速度JF生年全の受JS牡がありますから､2BEJiの年全受納 を同時

に取得することL=なるわけです ｢一人一年全｣の原則から書えLf.

i常はどちらか一方を適訳となりますが､この23意の年全は例外

です｡

受給8E昔が､65兼に3している4台のi*族S生年全と毛R基堤

年会は､同時に全書亜支拾されます 相扱者が納めてきた保険料は

無牡ではありません｡

(lt< / .∴ ' . ' T. _ -i.'

もりです 将来､宅R叶生年全が支抵されることlこなったgL含､it

族LF生年全と老齢す生年全との関伊は どのようになるのでしょう

か? (女性/1950/会拙A

A8 相扱者N-書生年会に601までLD̂ したと仮定します そうす
ると_Eg民年会の保険料R付議み朋局が480月となりますから.隻

C3F p24 始ま終期両を十別 ニ■たすことになり､60Jtから宅kJF生年全の

受冶dEを得ることになります.

しかし､TでにiL族JF生年全の軍治tEtIありますので.次のJ:ラ

なf#冶現生が行われ3'す

<60Jtから>

｢自分の毛REl生年全 (朝M比例部分のみ)Jと ｢追抜q生年全J

の-方を選択して隻拾します

<62歳から>
相扱者の生年月 (昭和25年3月)から､定珂部分の支給rm始は

62親となりますE,

,rJt,

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。



8 遺族年金

｢特別支給の老齢耳生年金 (定額部分 + 報酬比例部分)｣と r遺

族厚生年金｣の一方を選択して受点します｡

<65歳から>

次の3つの組み合わせから1つを選択して受給します｡

老齢基礎年金 +老齢厚生年金 (類酬比例部分のみ)

老齢基礎年金 +遺族厚生年金

老齢基礎年会 + 老齢厚生年金の2分の1+ 遺族年生年金

の3分の2

Q9 族芸…芸喜言霊芸TTLi芸iIR'1三三:;oR子宝ldO6完 Bt崇 .,=苦

め､特別支絵の老齢厚生年金の申tIをしきしたoすると､社会保

険事拝所から､老齢厚生年金を選択したため､遺族Jt生年全の支

払いを停止した旨､連絡がありました｡iL族 毛fSの併給可否に

ついてLま､どのようになりますか? 今回のJA合､改めてiI族厚生

年金を選訳することができますか｡

A9 65軌 抑 二､1人に2つ以上の年金の受給権が発生した場合L=は
どちらか一方を選択して受給するのが原則です｡

C3F p222 相談者のお母様も､老齢厚生年金と遺族Lf生年全のどちらか一

方しか壁揺することができません｡この時 運訳しなかったもう一

方t:ついては､受給4岳が失われるわけではなく､支給1事止の状態と

なっているだけですから､いつでも自由に選書月替えをすることがで

きます｡

手続き窓口は､住所地の社会保険事務所です.遺族LT生年金と

老齢J事生年金の年金[正書と1ケ月以内に作成された戸‡古雅本をお持

ちください｡

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。
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(川) .I. こ: ;..;言 / .. .T∴ ‥ ●

壬接されるiL族年全u､どのJ:うなものがありますか7 子ともは

ありfせん t共性/た*1942/自書書

AIO 相経書の年金加入tは u･おおよそ次のようなものです
JF生年全 15年

Eg民年金 27年 (60*まで加入した4台)

上妃のJ:うなiA含､万-のことがあれLf､奥様には次のような年

金が支給され安T

iB族fI生年全

てFiY-jHt稚拙rNJJ斬XlLXKI'Jlの7,513(または1tXm分の7別)

x180)】(】5il) ×一粉 の3

書婦年金 (奥相が60液から65歳までの間支給)

il公有I I801200Illx32LJJ(27il) L180JJ(仙人I,T価JJ放)I

xLl分の3

事婦年会W.則 1日身の毛R基El年金が支給されるまでの中継

ぎの役iIをします｡臭41が65*1こなった後は､iB族JI生年全と毛

R基礎年金が支治されることになります｡暮姓年金は泊かい支捻要

件がありますので､基撞知ZL(P182)でL.T'確Lg下さい｡

また､相談者が60JLになると.毛t毛JF生年全が支泣きTtますが.

これによってiL良書生年全や7F*年会の壁冶溝が失われることLlb

りませJL.｡

Qll 平成''年'月に美 匹̀民年全に22年加入 柁 iL相 で亡くな
りました｡私と12*､15Jの子供が夫に扶暮されていましたn iL

族が受けられる制ll (7*什書)についてyIベていると､iL族益堤年

会が受けられることを知り9･したが そこで役4へdlは拝をPlきLこ

行くと､安治するまでに2年近くかかるということでした｡fJせ.

iI族の生活を支えるもののはすなのに､それほどの期間が経過しな

/J柑

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。



8 遺族年金

いと受絵できないのでしょうか｡(女性/既娠/1957/自営兼)

All =相即 内容だけでは正確相 等lまできませんが 鯛 の舶 ･
おそらく遺族年金と絹害糟借金とのaFl聖が行われたのではないかと

思います｡

相談者かおっしゃるとおり､遺族年金は､亡くなった人の遺族の

将来の生活の安定を図ることをEl的とした年会です｡しかし､それ

は恭偲隈必要な保障を想定して支給されます｡ですから､交通事

故のJ:うに､死亡の原因が第三者の行為によって生じ.遺族か遺

族年金の受給権と第三者に対するは蕃脂tr桔釆権を同時に取得す

ることになった場合には､1つの損害L=対して､二重の捕域になら

ないように調整をすることになっています｡おそらく､相扱者の場

合にLよ､掃音戸吾L*金をすでに受領されているために､その脂佃取

(隻)古保障部分)に相当する年金 (今回はおよそ2年分)の喜捨が

行われないものと思われます｡

ごii族にとっては､納得のいかないことと思いますが､ご理解い

ただければと思いますO

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。
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il'成L3勺･IJJかL'､MttのJIJ′ljl金の従WL部分のi:鈴IRJ的iF齢が.60LAかりOL
故1=なr)まLI=｡この文節l芹雌i†ll伽ま J没節約に65歳まで引きLけら九､1′成25

11からは,紬用It阿部'/)l:ついても,rxSLkまでの･JlきlけがIT,'jiiされています｡

ところが.久件は変わらず､GO戊かbk:鮒粘//)と糾冊Jtl河北分を合わせた.g脈

I-i′l_iF金をもらっています｡

'Juも 火付 二1Tする文F.lRl的tl齢の.jlきLげは.リHtより5咋巡れの【l.収】8勾二

LIFJかblJi比することになっているのです｡当然.その後に泣く軸欄比例部分の

支給開始呼鈴の引きしげも 次fHお'lZ垂れの平成301r-̀LJトからとなl)ます｡

なせ女性は54F比れなのか､ち上つとィ､ul,淋二性lわれる)iもいるでLlうO

これを浪叩け るためには lr佃Ir)川 腔より以IJ;Eの左肘'//li事金のお瀧をしなけ

ればなりません｡かつて､.g齢岬と1_iF金の三桁FAl的†l恥は リH乍が60故 女flが

55歳となっていました｡これは, 解に女ttは北牧のtI会が少ないことや､従if

jEl旨がLJl竹よr)lrLいことをち膿したものでした｡その後.tt会環鳩の変化ととも

に 女竹もり汁tとI･･1じように的くことが1乍RJになり.;iiLljl酌も比IrLLされるよう

になりました｡

そして,リJ欠府川供会均顎,はがa'rJkfされたHlTfll61イIL川 ､.E相弔4il企o)支給

I寿)的jl節も､リl欠とも6O収に此止されました｡しかし､今まで55歳だったもの

を､次作GO戊まで'jIき上げるわけにもいきませんから.書tZH.trfT(那.lLA～けLlれ､

徐 に々･JIきlげを行うことになりまLf=.この･jlきrlrがノ己TL.女他のE柑■J

/lJl金がα)戊かりの支F.となったのがLf成L2ir.つい小社のことなのです｡

そのため.l'ノ/kil金の)jIqL.%分のrJHき上げを､卯作と -輔に三l王城L311虻かblAJ

qIしてしまったのでは変化がIL.1政すぎるので､女n･のJh介は.5利和のイ/タ-

パル71(.設けることになったのです｡

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。
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本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。
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9-1 国民年金基金

Ql 基芸.L三≡烹誓̂ ;;去､twi:Tit::]=諾n̂r=.LkTT.LL;pl̂で冨三言喜

なのでしょうか,また.途中でやめることはできますか｡

AI Eg即 金基金に加入できるのは､国民年金の卸 号被保険者にBE
られます.加入する場合t:は､郁道府県ごとに設立されている地は

型基金か､集権単位に改正されている職能型基金のどちらか1つを

選択して加入します｡

但し､業棟I:よっては､職能型基金か設立されていない場合もあ

ります｡加入窓口は､生命保険会社や信託銀行などです｡

また､国民年金基金は.国民年金の付加年金の部分を代行する

公的年金であり､老後の所得保障を目的としていますので､個人

年金や貯蓄と異なり､自分の統合でやめることはできません｡

但 し 次の鳩舎には 国民年金基金から脱遣することになり告

す｡

国民年金の被保険者資格を車夫したとき｡

･伊生年金や共済年金に加入したとき (扶羊配偶者も同時に

脱過します)｡

地域型基金に加入している人か､佃の名B道府県に転居した

ときE,

･峨能型基金に加入している人が､化の英独に転戦したとき｡

Bl民年金の保険料の納付を免除されたときo

Jk集着手金に加入すること(:なったと舌｡

基金が解散したとき｡

加入途中での加入替え (地域型から職能型またはその逆)
や､任意脱退ができない点に注意しましょう｡

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。
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Q2 国民年金基金の鮒 の鵬 を数えてください｡

A2 Eg民年金基金の鮒 には､宅齢基提年金の上乗せとして支給さ
れる年金と､65歳以前に死亡した場合に支給される､死亡一時金

があります｡その他 運用利回りの案紙がよかった年に支給される

ボーナス給付 (配当)かありますO

年金は､A型､B型という24j規の終身年金とl型､Il型 HI型

という3種類の確定年金があり､加入者の毛はのライフプランに応

じて､自由に組み合わせて設定で書るよう(=なっています｡

国民年金基金の年金の種類は､個人年金と変わりがあり

ません｡しかし､掛金 (年間開度摂816,〔仰)円)は､国民

年金の保険料と同様に,社会保険料控除の対象になりま

すので､節税効果が期待できます｡

(1:; .. i -' , " I.∴ 1 .

時､基金は脱退することになると思いますが､これまで払ってきた

掛金は､一時金として返してもらえるのでしょうか｡

A3 腹芸霊芝三言芸㌫ 芸慧 警 BDnT 謡諾 ご慧 崇 三

歳以降､加入朋間に応じた年金が支治されることになります｡

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。
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Qt ●一 ● t. r : ､.･書 目 : ■ ､

の手続きをしたのですが､支冶される年金領が4万円程だろうと召

われ､随分/ヨノクだ'ったとTっていました｡現在 私も国民年金

しか掛けていないので､父の例を考えると,国民年金基金をfllけて

おいたはうがいいかと思うのですが､国民年金基金を1口だけ加入

するのでは 大した金領にはならないのでしょうが｡(女性/既確

/1966/自営♯)

A4 1ロ目の基本タイプ終身年金 (旭 ､B型)に加入した場合の匡
民年金基金から支給さrLる年金の掛1､65歳以降月初3万円にな

ります｡2口目以降については 終身年金 (A型､B型)か有期年

金 (I型､H型､r"型)かを選択し､掛け金限度額 (月額)68,00〔

円まで.何口でも加入することができます.2口目以降のものに対

する年金支給額は､それi'れ日用1万円になります｡蛾Lナ全の柄は,

加入年齢に応じて設定されています｡

参考に､40液の女性が誕生月から60歳まで1口日を終身A型と;

口B以降を終身B型2口に加入した場合はこのJ:うになります｡

1/0糾 'Jの抑 ナ食合計 113LHOl■J+ (･ll00IIJx2l_りExL2

JJx211r=5L91GtKIIlJ

G5技から80捉までのPl鈴有Ll干.汁 (30000EIJ+2t)(伽 Lll)

XJ2)lX】51l-900000)日

按身A型は､15年保旺なので､80歳までに死亡してしまった場

合には.残朋か遺族に支給されます.

なお､平成14年4月以降に加入の場合には､掛金かおよそ30%

引き上げられる予定です｡

チⅠツクポイント串

自由業や個人事業の年金は､1障部分の国民年金しかあり

ません｡国民年金基金を2願部分として､将来の給付を増
やすことができます｡

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。
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本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。
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10-1 厚生年金基金

Ql 拾警:慧 ㌫ :芸iiiTI<i,Ira::C'ます 恥 年全基金から支

AI BF生年全基銚 ＼考印 生年金の~部を国L=代わって安臥 ま
す｡基金が代行する部分の年金については､企井の実flに合った上

乗せを･jtlず行わなければなりません｡よって､耳生年金基金のある

会社でfbいている人には､通常の毛鶴LF生年仝J:りも手すい盆付

が行われることになります

また.基全によっては､任士冶付である死亡一時金や脱退一時

仝モ牧けている4合tJあり王す

(Iコ : : T:こ∫ . ∴ / Lf:'. ~L: m r'.

りますが､一時金でもらうと.将来の年金はX領されるのでLLう

か｡

A2 の:芸…書芸ihOl諾 %T il.;aT t崇 三言.h言霊志≡芸三三

付uL基本缶分については.書生年金基金連合会に捗Vされます

U､加暮部分についてu､脱退一時金として壁冶するか.基本S

分と-J削二年全として守拾するかモ選択することdできまT

脱退一時全t里冶した4台にLl､市来_加Tのない3A常の毛齢

4生年全t安治することになりfT

Q3 す誓 言苦…;㍊ 霊 ､憲 設 定棚 b近いで

J56
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10 厚生年金基金

毛fBT生年全の珠求手洗さと基金の年金のZl菜手枕きu､一書

にできるのでしJうか｡

A3 排 挺 年金のu東和 書はtJL練に勤めた舎11の住所地をf
fIする社会保険事務所で行いますが.基金分の研来手&きLl､加

入していた基全の事殊局で行います

転t.追書などにより､碁会が規約で定める年金をもらうために

必要な期間を5-たさないうちに基金を脱退したJ8合には,JF生年全

基金連合会に裁定捕東をしてください｡

<裁定は兼にiL.要なI類>

･加入していた基金の裁定帥漢書

Jt生年金基金加入旦正

睦民票あるいは戸柿Mt本

公的年金の年金旺書の写し

とになります｡裁定E一束の標には.公的年金とは別に手

抜きが必要になります

Q4 て…',_諾 :三三三ie諾 .寸≡誓 i禁 書L'慧 今ま恥

A4 全霊芸誓 言;7=hu芸 芸 芸 芸 &?諾 .禁 E.崇U:;;

す｡

加入期間が基金の規約で定めていた年金をもらうために仏事な期

間以上である人については､Egが年全治付に関する事精を引き継ぎ

ます｡年金をもらうために,必要な朋FEl(こ満たない人については.中

途脱退者としてfI生年金基金連合会が引き継ぐことになります｡
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年金q&A

鵬 熊山年生帝人のAlkについては. ■人4!_=よ臥 r仝JL唄｣は州というの

がjl且の上うです

r全長_QJが州だと.=つれる理Elllこけ､次の2Jlがあけちれられます

一つは 枚ylrhlのfL点1.7rtが.L托lfP)金玉(I一食と1,1ら食わるところがない･■Lで

す｡r企果句｣の村人を検討している全力は,すでに食Rll一金を'LLJkしていると

ころが人多私です,そのため､碓妃推Hil金の帝人は.桝二制蚊を食火するだけ

でしかありません｡JnJ人Yである従BHにとっては.今まで以Lにメリットがあ

るとは1えませんn

2つElは､filll仝q)BUIJ/Elrを'jtLlがれうというFllです｡企及勺食であれば,

企某が椛_立会を遵川し.道川154LがどうであtL 滞米そけ似るiI一金をbuEL'Cく

れ王したが､dE光粘ElM一意では.道川ItLT-を祐rlがnわな-[1れはなL)なくなり.

これにはリスクがfltいます

tuL.援ITのN理とは粥に､打たに ｢全文Q を番人LI=齢 に[ま.金玉が粘

IIILでくれる甘食で､挿兼の解けがIFくなり.艮月山のttjbも受けられる上うに

なるわけですから, -Kに r金玉QJ が判Lとは.lい切れません｡

では.rtl人qJlまどうでLlうか

｢●一人唄｣の小人の}1J7日1､秒仝推JLI坤の扱Ndllでの仕jbl.tPtです rI常

男f;で81万6千Fll､企某中食などの71虫になっていない従弟11でth L8/)lrJが所

7lJから撫除されます /一缶l洪陰れ稚除が./l命丁法政と刊人年金を合わせて10)JIJl
ま'cLか認められていないことに比べると､かなりft遇されていると.†九ます｡

杓えば.｢y1人噸｣に加入できるサラリーマンが.泣き収朝一flのL8ノJF■は で小

食を拠川したとすると.扱LfiかJm■f鹿.11八枚介わせて15%!.ったJh作には.舵

金が2ガ71FJJh!ってくることになrJます また.扱LIは牧人に上ってyVArJま

すので､人によってはもっと比企が上止っ'{くることも考えb九ます Jt/fdt化4I

のjEJFl油IiLをJWJLで収Yt~Htlt.LiEJe4火fjうえに 扱全というrJの柿Nt人き

なLq瓜が付くわけです N人目境の運骨やTfPFに掛かる下放れflq比神色場合連

介かこ加入畔27llJと帖JJLOOF').運営甘jtnlqI二年PJ政T-F■l)を点しF]Iい1=とし

ても.｢中人唄JlirJということになrlます

l=‥ r金玉Q｣の加入斤には､仝方が¢3#したZ骨TfJtttEqやZE川将dl.が弔

*されているのに対し.r●l人Q｣でIlbr入行が十ぺてrl分でjr択Lfjけ札はな

りません｡ことlこ上ると.このjtytミスが人さrjLlu=輯乙rつくこともあります

収竹故fFの尤'R姓､連lH将lLl'JのIl'.捕え.丁故TIなど.どのような遺骨耶J1枚rq

がどのような11色を持っているのか､よく横山して遜Pこすること那.よJ) 朋相

をするポイントに{+るのではないでしょうか｡
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現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。



11 確定拠出年金
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年全Q&A

11-1 確定拠出年金

Ql 稚定蜘 年生とLu のよう的 全でTか

Al で:芸誓 ;誌 GA:完 '#uoq.̂idIZ Lb'=T慧 誓 7号≡

p等 'p201 年会です｡

確定拠出年金には､企事が従業Aのたd)に粗り全を負担する ｢企

*型｣と､中人が全ALtFuの窓口で申し込み.自分T･掛け金を負

担する ｢t司人判 の23類がありまT

r企事S!｣は2001年10月から.r個人型｣L12002年1月から事

大されています

給付には原則として､60歳から支給さTLる毛脈投付全と加入者

が高度Ft書になった4台に支給されるF+書拾付会.加入者が死亡

した4台にiL族に支治される死亡一時金がありfT

自由業者や個人事暮主の年金は､l階部分の国民年金しか

ありません｡｢個人型｣確定拠出年金を2階部分として.

将来の給付を増やすことができ3-す

Q2 仝::…TL7,T:諾 禁 禁 禁 が… す｡捌 出年

A2 確定拠出年金は･企集が従#鼻のためにI卦け全を別旦する ｢企
+到 と､個人が全k捷rnの窓Ejで申し込み､自分で掛け金を負

伯Fp201 担する rJ人型｣の28類がか Jます

それぞれの制Jfに加入できる人は次のJ:うな人です｡

･｢企暮型｣ 確定払出年金をi*入している企■に弛めている人｡

｢個人型J自菅井者や｢企♯型は定払出年金｣も企♯年金も

/a?
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11 確定拠出年金

ない金手にkbめている人

とも引こも加入T･きない人 事暮主* (第3号姓保険者)､

共済組合A､企辛年会はあるがfI定拠出年金Liない企書

にhめている人

相扱者は事*主*ということですから､稚定拠出年金に加入で

きないことになります｡

ーJ- J]iEr1- -

加入申込みは､銀行や保険会社などの金融横間と郵便局

が窓口です｡

Q3 津定aL出年全のメリ州 どんなところですか'

A3 確定k出年全のメリットとデメリ-J相 次のようL=糾 ます
【メリット】

C3F p206 ･Z用方法を各加入者が決めることができる｡

年全書産が加入者ごとに書理さTLるので､各加入書が常に

残高を杷&できる｡

従来の企#年会では 年会資産の移管が行えなかったが､こ

の制TEでは､短期間の軸株でも,加入者が年金資産を転破

先の企*型年金や個人型年金に移し替えることができる｡

拠出金や1用益､年金受給について､税制上のdtihlIZが

受けられる

企書にとっては､追加のA担が生じないので､蒋架の掛金

A担が予JLやすい｡

班会を暮正するための舶 なかTがいらない｡

【デメリット】

･授★リスクを各加入者がAうことになる｡

･加入書ごとの米産害用のf理が必要L=なるため､f理コス

トが書くなりやすい｡

･老後に受け取る年金辞が.事前に確定しない｡

.,01-
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年金QaA

個人型の掛金は.金持 (年間限LX押816.00円)社会保強
料控除の対象になりますので､節税効果が期待できます｡

り1 ∴ r:て:ご:∴ 1. J:∴ :∴ ‖ ● :∴

し 私が同年全を利用丁るならLf.どこにいって申し込ものでし▲

うか7 自由(=3用先方指定できるといっても､悪口[:3:ってJHR

できる3用商品は破d:されてしまうのでしょうか.(女性/既賭/良

昔■＼

A4 自営.青 掴 民年金第一号被保険者 が加入T'きる確定拠出年金
の■人里の申込み悪口uL全k■関や載便局です 加入申込みの

曙 p2O2 軌 こ,Eil民年仝基金iI舎会が捷示TるZ営管理dt関の中から.自

分が今後取引をするZ曹管理4i関を遭訳します｡運営管理挽r削こ

よって.運用商品の晶措えや運用管理手鼓料､婚汗教育の充実Jf

などが空わってきます

いったんL選択したt営管理横間を空軍することは可能ですが､

手放科が掛かりますので､王宮fZZaFSqの選択は十分に棲村して

から行ってください⊂

なお､申込み窓口となる横間とt善書理洩関がFq-となる4合

がほとんどですが ALjる4台もありきす

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
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12 その他
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年金Q&A

12･1 その他

Q1 .:･脚 ､:_:∴ ､:I./ ∴ ' 崇 .

しようか<､男性/兼*11979′学生)

Al 年金制度Li,保剛 ･保険料をttLした牡立全のZ細 入･ED
J*A担全 (税全日 こよって王宮されています｡経済成長期I二は.煤

挨料収入が年金支出を上回り､手A立会も増え.さらIこIl立会の運

用収入もある状況でJ!tIILこ3営されていました.

ところが､XR昔のIt加により 年金支出がqlえる一方で.少

子化や不況の影書で保険料収入が洩り､このままでLJ叫正金を取

り崩して行かなけれはならない状況(=至っています｡

年金制度が.少子X僻化によって大打撃を受けてしまった原田

は､日本の年金制度の財政方式机 ま許方式であるからだといわ

れていまT｡賦課方式とは､その時にゼ要な年金支出をその時の現

役世代の保険料でまかなう方式です そのたo)､年金を壁捨するホ

粥者がJ*えて､保険料を納める壌役世代 (若年R)の人口が5&っ

てしまうとL現役世代の1人当1=りのA担が大きくなってしぎうわ

けです｡

今頃の改革でLi.現役世代のA担叫を抑制Tるために､年全支

冶領の嗣戒や受給沌冶年fBの引き上げが行われたわけです

しかし､市来的L=Llやuり現役世代のA担の相加は否めない状,5L

ですし.年全支捻領が#J沈され､現役世代の年金8ほ に対する不

力や不信感がかえって大きくなってしまいました｡

この年会財政の行き払まり奇脈決する方法として､RZZ方式か

ら将来必要な年会庸兼をあらかじめIAみ立てていくIA立方式への抵

損や､保険料を税法式へ移行することなどが検討されてい9･す｡
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12 その他

Ql' ∴ ';I:+ .( .∴ ~ll∵ 一･. I.'j LI:

Liその冶与内では収まりそうにありません,今の時点でLl私の会社

は､11会保検)用事*所でuないのですが､社会保険)用事事所

となって､書生年金に加入した方がいいのか､従+A各自がEZ)氏

年会とEZl民社dt保険に加入した方がいいのか.遜IRに苦■してい

ます｡

A2 LF生年全の任意朋 事業'=な帥 どうかでT机 ちJつとか 早
いような気がしきす｡任意適用事♯となれば､全社Aの保険料の2

分の1を会社が■担することになり手丁｡さらに,q生年全の加入

Li､健康保険の加入とセノトL=なっていき丁から､牡dE保険の保険

料の2分の1b全書土のA担となってきます

書土会保険料tFI産.なんていう吉事をJL近よく耳にします.4生

面が充実した会社u､社Aにとってありdたい会社ですJf､会書土に

その状態をNL持できるだLlの体力がなけれLIJl悪の轄黒になってし

まうこともあります｡tAIに考えた方がよいと思いますよ｡

Q･'ミ .‥ 【い .ェ- h∴ .-;- 一 帥 ･･-

A3 別 働 こLl･年金を削 る脚 を姐御 こして､お金糾 いJること
LJできませんーしかし､公的年金加入者が､年全ie全1用益全が

行う浪*を受ける4台には､年全を受けるdi粥を担保することが.

例外として臼められています

このAlitは､公的年金加入者の生活向上や福祉の稚IをEI的と

して行われるものです｡財頚は四民年金やJF生年金保険の保険羽

のうち､碍兼の年金の支払いのための札立会の一缶から捻出されます｡

年金資金運用基金が行うAl溝のうち.代襲的なtJのをご紹介し

ます｡
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年金Q&A

･年会ti宅k* EF生年全 ･El民年金の被保険者が住宅を新

築､aI入､改良する千金が必要なときに利用できます

年金故書it金井何 事生年金 国民年金の姓保擁着が子#

などの故書に蛸 を千全が'lL羊なときにflJ用できます

Q4 .a.;.言芸 li7~の★削 どうやってと仙 ､のでし`うか′

A4 年全7'ドバイザ~は,折 井株格甜 IiQ'､捷目です 全M FH
の窓口熊Aが､年金についての格技に応じられる知札を身につける

ために実施されています 放映は3月 (年1匡i)に行われます JI

暮壁付期間は1月の上旬です 郵送による個人での申込みも可能で

す｡願書は間組姓に添付されているものや書店においてあるものを

利用できます｡

拭除のスケジューJLJや出現内晋については.iB行#持頬定協会

のホ-ムペ-ジをご克くださいh

iFe行辛秩検定tB会ホームベーン httpJ/wlVWkentelShlkengrJPJ
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年金の基礎知識
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年金の基礎知識

Il年金の種類
一口に年金といっても､私たちの周

; りにはいろいろな年金制度があります｡

まずは､それらを大きく3つに区分

.こ く. ミ してみましょう｡
リqg=

第1の区分は､国が社会保障の給付

として行 う公的年金です｡｢国民年

金｣･｢厚生年金｣･｢共済年金｣など

がこれに当たります｡

第2の区分は､企業が従業員の定年

退職後の生活保障を図る ｢企業年金｣
です｡退職金制度から移行してくる場

合が多いため､有期年金 (年金の支給

期間が決まっています｡ちなみに公的

年金は終身年金です)とする制度が一

般的です｡代表的なものは ｢厚生年金

基金｣や ｢適格退職年金｣です｡

第3の区分は､個人が自分の責任と

計画に基づき老後の所得保障の準備を

… する ｢個人年金｣です｡生命保険会社

等の個人年金保険などがこれに該当し

ます｡こちらは､実際に加入されている

方も多いのではないでしょうれ (表1-1)

表1-1

u叩馴 ◆室

臼 給付の種類
では､どんなときにどのような年金

が必要になるのでしょうか｡よく ｢い

ざというときのために｣なんていうキャ

ッチフレーズがありますが､年金が必

要になる場合の ｢いざ｣は､長期間に

わたって所得を得ることができないと

きです｡例えば以下のような場合が考

えられます｡

･年をとってしまった場合 (老齢)

･障害者になってしまった場合 (障害)

･一家の生計を支えていた扶養者が死

亡してしまった場合 (死亡)

各年金制度ではこれら3つのアクシ

デントに対応して ｢老齢年金｣､｢障害

年金｣､｢遺族年金｣が主な年金給付と

して用意されています｡(表2-1)

公 的年 金 国が社会保障の給付として行う

企 業 年 金 企業が従業員の定年退職後の生活保障を図る

個 人年 金

168

国民年金･厚生年金
共済年金

厚生年金基金
適格退職年金

個人が自分の責任と計画に基づき老後の所得 有期年金､終身年金

保障の準備をする 年金型預金など

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。



El公的年金制度

"1141Ⅰ6011に 公的咋金ajIJl生が改ILさ

れ､新しいir:金剛蛇が刊.'TjI川Lイl･川 か

L?スタートしまLT=｡従来の制Ijiでは

1(I."Jサラリーマ/は仰/lil金､公務u

などは州別 金に加入し､それ以外の

r付 票の人やFL川l菜の人はl_klttiJ'rA念に

加入するというように､喋機や戦果に

よってyCなったイド企qjIJIiEにJ州人すると

いうしくみになっていました｡

Lかし､さまざまないり)AlがLFじたた

め.EE)i-(年金制度をすべてのEklli:を相

貌にする制r史と収め.IIl川16】叫IJJか

i)は.tttlt:Jサラリ-マンや公務11もril

蓑2-1

｢ 年細 コ

老 齢 年 金

FB官 年 金

i*族 年 金

E)311

i)TIq

Llミil

年金の種類～公的年金制FF

ICll金に)]"入することになり,仝rLll宅

に｣も油の)占堆くl金が頚二&'‡されることと

なりました｡また.従米の制虻では付

Q･加入だったサラリーマンの奥さんも.

Urしい別IiEでは111紙に川Ltil一金に加入

することになったのです｡

この此｣LIにより､Ji:lllJサラリーマ/

や公戯11は,Itll-糾 金に加入するのと

r"JElfに､これまでHf)挫jg中食や｣とl朽

iI食にも仙人することになるので.ILl

lが1企からはJ左膝iL金が.LiTZ生ir金か

L?は州側比例のil一食が文節され.公ll'J

iI金ajlJ蛙はノ㌢llの2断iLtで年金のかた

ちになりましたo(図3-1)

年をとってしまったJJ含

障害者になってしまった場合

一斉の生計を支えていた扶兼昔が死亡してしまった鳩舎

-一一一-

臣民年金 任意加入 JT生年金 船員 共涌年金

l

ト ー r r-

Ei)民 年金

+窮1号被保険者 ●萌2号被保険者
(自営♯ 学生rJと) (芸事土且 公花月など)

●窮3号被保険者
(2号のEl六書)

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。



年金の王様軸fL

ET保険者と被保険者
勺企小男を選一た弓する石を ｢†米換 fT

(はけんしゃ)｣といい､その〈r金にJm

人している古を ｢敵仙■碗月 (ひはけん

Lや)｣といいます｡Iirl-Cil一企およひ呼

!l.il金の伽臨月はともに政IIFですが､

鞍11と晩吊については,表41のような

側掛 二あります｡

El国民年金の保険料

1米隣州 よ,敗11'阪月の渋柿を収了'声し

たElの拭するJJから溌仏を喪失したIl

のtiSする))のllllJJiでの各州 こつき徴

収される (?,2i)披11と険満と耶31';披

1与ミ阪石かL?は徴収されない)｡

<保険料の頼>

JJqIl33OOFIJ(lit.XlJlillLu;)

付加†米隣れJJWLLl00Ill

<納付義持者 >

被伴板f;本人

､矢板付随f;の岨するLuti'.jJ 札糾Bor

-JJ-も祉i;'(して軌付する戊雌をnう.

<保険料の納付免除 >

Lklttt勺令制JB-は,rirlJlt二相 lする2(

践以上GO歳末IJGのPlは.すべて･Bl糾Iyl

人です｡そのIllには所紺のない人なと

も含まれますし,l之いJgJrTり11■険科を封

付するわけですからTlさ険料の納付がl‡

搬l二なる城介もあります｡そこで､IL

ILt咋金秋Ilの舶iiLとしてTlミ晩料の糾ItJ

jq務を免除する帆Ih'があります｡

(1)法定免除

次のいずJLか に.'&､11するPlがIlHナll

たときに､化し険利が今宵L免除される｡

イ 抑11f)占健1r金または拡川 ZHl一食t1

7上伸/I_iF食や｣も7刑 余)に膿づく

押.lEを支;'Hllllとする節付の文節輔

吊である槻!?

ロ /Il.T,Tn遵7上によるLH.I,扶助,そol

他のは助であって､J'/!l/Ji胸'H令で

起めるものを空けている糊介

襲4-1

E:::∃ [二 二 二 :::コE:二二⊂ = : コ

第1号被保険者 話 芸 量等 空軍芸許 の人 × 0 20膿以上6鳩 未満

70歳未瀦

第2号棚 険者 驚 喜An #L'予諾 保隙 × × tBah GSs要造 岩欝 詣
会の受給l七着は除く

第3号被保険者 第2号披保険者の亜偶者 × × 20虎以上60頼未満

.Ill

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。



保 扱者 と披保 F&舌 ～匡l民年金の保 FA料

∫

′､El立および国立以外のハンセン病 tZuの保険料が半執免除される｡

頼葦所などに入所している場合 イ 前年の所持が､次の額以下である

場合

(2)申辞免除 扶秦艶族等がいない場合 68万円

～= ①保険料全額免除 扶糞親族等がいる蛸合 68万円

♂ 次のいずれかに韻当する者 (学生は +(扶糞親族等の牧x38万円)

除く)が申ML.社会保険庁長官がそ 謀を人権除対奴促PL軒または老人挟兼親族の

れを承放したときに､Eflylのあった月 JAi剣士48万Fl).

の前月から､その指定する月までの期 IJ

問の保険料が全額免除されるo

イ ii1J年の所相が､次の郡以下である

場合

扶養乱族等がいない場合 35万円

状寒粗放等がいる機合 (扶兼

乱杖等の致+1)135万円+19万門

口 被保険者またはその世帯の人が生

活保護法による生7酌大助以外の扶助

その他の捜助であって揮生労曲省令

で定めるものを受けている租合

ハ 陣古老または寡婦であって.前年

の所得が125万円以下の場合

二 保険料を納付することが菅しく四

書である場合として.天災その他の

厚生労働省令で定めるgt由がある鳩

②保険料半坂免除

次のいずれかに班当する宅 (学生は

ロ 保険料全都免除のロ ハ に駿当す

る場合

ハ 保険料を納付することが著しくEil

やである場合として.天災その他の

揮生労抽省令で定める耶由がある坊

(3)学生の保験料納付特例制度

次のいずれかに決当する学生などか

ら申柄があっL:ときは､申約のあった

月の約月から､社会保険庁長官の指定

する月までの期間の保険料の榔 寸が免

除される｡

イ 前年の所相が.次の斬以下である

Lul.一

保険料半音i免除のイと同 様 ｡

ロ 保険料全都免除のロ ハ 二 に鋲当

する場合

rj 除く)が申肺し･社会保険庁長官がそ <納付期碍>

れを承隠したときに 巾柄のあった月 毎月の保険1利ま.翌月末日までに柄

の例月から.その棉定する月までの斯 付｡

J7J

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。



年金の基礎知能

<保険料の前納>

将来の一にJyJl'"J(6ケJは たは川 を

Iit付とする)の1東隣71をI)TJ納すること

ができる｡

く保険料の追納>

法iLL免除または小Jll.Jt妃降された†力■巌

1t､または納付特mJgJI'"Jの1斗'倹柑 ま.

q̂tf.柑 全快挽'J噸 所比の尽忠を設け

て,ノ良怨を空けたJJよりIilJの】011以内

の)UJl.'Uであれば氾糾することができる｡

免除州lt:Jと納付付 利gJFi日がある城IT
には､納Im 例JgLl.'Ilの追納が旋光される.,

l司厚生年金の保険料

f某陸相土､軒2～;敗伽険名の溌桁を,

収1uLたIJの蛸するJIからfH缶を炎火

したIlの鳩する)tのH川 までの/M H=

ついて徴収される｡

<保険料の顔>

保険外の打L一作叩'ill例Jl徹り某隣れi声

<保険料の負担>

Jm州として附架牧満とノJl茄Lが そ

れぞれ2分の1ずつ王'11LLする｡

<納付義接着>

Jj.nILJとして'Jl滋 FJが.拡Lポ阪井仏書L1

分も冷めて納付する｡

)Jlku_は､鞍1米椀満のfllrqからLJl川

分の仰臨界を13除することができる｡

<納付期限>

加J=JJの伯さ隣州 ま､朝JIJこ日までに糾

1r.-

<特別保険料>

ボーナス二乍7ir･対毅として徴収される

11ミ険IIをI紺Jl米険科とjrいます｡

ポ-ナスのNL(LOOIIJ兼油切りJfrで)

に】0()OJJlのLOを無しで7■iた鮒をl)[果

I_と披1米検満でJrrllしてfl寸Lけ る｡

<育児休集期間中の保険手機 収特例

措置>

｢ r 別｢ EE 料苦芸'B8㌢,gil:lJL!.諾 う…崇 ..:.7tf!"iT‡賢

第1キ拙 鞭 着 く馳 10OO分の1735 肘順 P;と･JlXH のTqJ,a)l順 科敬服

第2稚披保険者(女I封 1000分の1735 が免除される｡

第3確被保険者
(坑内A 船員)

第4腰被保険者 1000分の1735

船員任鮒 保険者 1000分の1915

日'城LliHだ)

.--1

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。



ti)民 年 金 の 保 RL料 一 考 B 基 礎 年 金

El書■暮ヰ年金
<支冶事件>

4加入Jm の事件

1 削 I 保Fk科ホ付所期町+保Fi蒋免除

E 朋P](学生hq付仲M期冊を除

l く)≧25年

特例 保険糊 付所期rlu+保険料免除

PJIJU+学生納付特例JUJrlu+合井

村敗朋mrh≧25年

1･芸;.誓 三組 二なったとき｡鎌

●加入棚

尊称鹿や年生をもらうためl二七着な

加入Pl阿 (これを受給葡格Pltqといい

4書■棚 ■

合fFHJLJl■とは.aI人月Jl(貴榊 枯JIP))

ます)は.見川として25年以上ですが.

-*の (1)- (3)の埠合には､25年にiA

T=なくても壬治者枯朋RlをiAたしたも

のとして扱われます｡

(1)昭和5年4月1日以前生まれの特例

昭和5年4n)El以前に生まれた人

は､匡l尺年金が羅足 した当E]S (昭和36

～-4月1日)31故以上であるため.60

収ま'Cに25年の受胎鞍格期間をi*たす

ことが四tな叫合もあるので､生年FI

E)に応 じて受給茸格期間が跳 される｡

(P174 #7･1)

(書p対●脚 1

材軸36年4月以FtK

かったAl向のうち.

昭和36年1月以Ftに公的年irPl丘の加入期Plのある者の叫fl]36年3月以骨の早生年金や必

見保片の加入灯用.
昭和36年4J7Jl書から引き8Eさ共沸t合等の加入昔であった書の昭和36年3月以■のAi#
t書■■)i＼I■.

q和6)年1月以Htに促■… 什訴JIPlや帥 fL免… JIe有十も*で､昭和6L年3月は∫
の触 手皇女の打書のよtとなった■Nのうち,tl佃36年1月Ja&のJI■.

TJE3年3flA■の;りJ■払上60… の生■柳 生事で̂ つた井rI.

tl和6L辛3月まで1こ且民乍▲tO:暮山 して.t… となら軸 tった月■.

町巾36年1fI放妓Z3本向JltIrする… Nで.20■払上60L兼ilの掛 lこ身性していた
■■.

E)科こAl化した有または水位計可t負けた外四Jle7rする書のq和36年4月から相加56年
12I)iでの在日JqJlのうち､20LJl上60iL兼illのJq■.

El牛に特化した者またはれtt昨可を卦 †た昔が.E]*lこtE薪t砺きなかった昭和36年4月
からE3本国沖をれ持したElの↑8*での卯月Iのうち.201Jユ上60A兼iAのJnFq.

Bl負tLJlであったM潤 (601以上の粁町を扱く)のうち.rl和36年4月以R昭和55年3月
までのmrq｡

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。



年■のJLt灯■

C2)社用着手金加入淑間の持t■

昭和60年改正kの姓用桝 金制度で

は.AiJllとして加入苅何20年で老齢

(刃I)年金が支給されたことから.

昭和31年4月lH以恥 こ生まれた者に

ついては､被用者勾三盆制圧の加入期mJ

だけで､20年から2叫 ▲あれは受給茨格

m川町を満たしたものとされる｡(表7-2)

(3)LF生年全の中古僻の特例

IEl野生年金法の老R年金は､40戊

(女ttは35iL)以後のす探検有期印が､

)5年以上ある者に支給されていたので.

薪Nまでも生年月E)に応じて40魚 (女

tkは五iL)以後の群生年金の書佳良青

Al何が】5年から19年あれば.壬冶敦格

Pl何をiAたしたものとされる.(表7-2)

<ai伽 >

老樹 生年金､またl蛸 筈厚生年

金 (1故､2扱)の加給年金の対象

となる妾のうち,大正15年4月2日

～附利4)年4月lEI生まれの名が､

65枚になって老齢基礎年金を受ける

柏倉には､これまで受けていた美の

配側音加冶年金を打ち切 り,替わり

に婆の生年月E]に応 じた加井加が老

斡盛年年金に加#されます (E2)711､

h]十七はP2神事熱)｡

ただし.60iI台折半に支瓜される稚

<年金拝> (平成14年鑑脚 )

.酬 脚紺… 月の月扱+保… 周の月掃 ･脚 潤の服
(事㈱ く)

脚 円x "-m-'ー --"
4教)月

●昭抑 6年4月1日以前生まれの人

BOA.200円×
榊 附 す棚 の月故+濫 m io.A.W

加入可能月払 (P176兼7-3)

J17･1

⊂ 二 二 二 聖 三三 二 :二二【垂車 重 司
大正15年4月2日-18柵2年4月1日 21年

唱和2年4月2日一唱和3年4月1日 22年

唱和3年4月2日～昭和4年4月1日 23年

昭和4年4月2日～昭和5年4月18 24年

昭和5年4月2日以降 25年

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。



RAJt:fN榊叫'l滞分のE鈴J'i′I.llJ･食には.

LJl折iI一食がhM件されrJ.Lll=め.&が65

LZにitLでも.人がこのERI/J的 食

をJlL輸している問は､劇 こも収作加tT

がI†われません｡

図7-1

60dr 65叔

65Jr兼■の 毛RJf生年仝

夫 をR書生年生 毛B暮■年会

二 川ここ~I::A.･･:=i=

*712

老齢暮襟年金

<支給開始年I事の特例>

(1)支衿のl■上tf

と齢鵜せ1I一勿165Diから上れされま

すが､60斗からGlI故までの布惣するLI

桝 ･ら文節 してもらうこともできます.

ただし.11金廿iは線 LlT,-*7,Jlをした

とさの†り桝こk.じた淋獅岬を東じてf']

た企WLが滅相ほ れます (】】】77燕7-4)｡

このJAlT.G5歳lこなっても沌甘1され

1=il食がi:折されます｡

●60社台前半の老脚 生年全との併給

】甘俵

r特別支払のE抑 III_ilT全｣をそ鈴

しているJllflH61I一りJln以IL*1三まれの

生年JIEl だlyfもMIIM-.)

4生年全の

中Zt一tの特el

q柵26事一月1日以 ■

帥 年一月lEl以 llllllllllllー ■ ■ ■ -

q耕29年4月1El以

昭和30年4月1El以

JIIIJ的Xqh

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。



年金の暮耳知書

人が芭鈴鹿嘩中食を# りl_けたJA介に

は,r特例1桁のと輸F//L･_中食｣は/i:

¶支鈴付Ilされます｡

LL'柑Il6勺LJ1211以降/l三王Itの人(:つ

いては､｢特別文机のE柑'//l勺食｣

の妃郁雅分の .16が土鈴作Ilになりま

す｡

また.hlTi.WJJlの上捌 対N的二郎か較

R的に引きLtTられる1r-代 (mflH6年

lll2E卜 rlfll2.111三川 llIll_まれのツj

¶･.Kl和ZliI-川 2日-It1fl1291IJ-川 l

EIJJミまれの女性)については.吏Ti,gi介

のJt軒糊的年輪(二月ifするJJのFkJJ2

で･にJi求すれば.E齢鳩嘩勾金の .%

稚 Llrl折ができま す｡(I'L(JlitEL't)

(2)支持の繰下げ

1軒LqJがiを65歳以降に練りTLげて.*7
求をするJ#合､そ拾経をJk和したllか

ら♯ rげのLFlLMをしたEほ でのPJL-J

にLbじた和書Ⅰを東じて柑たTlをhHrFし

た年会がよ鈴きれます (ホ75)

表7-3【加入可N:月tLl

･･･. ･ El -l=夢 壱⊆コ

大正15年4月2日～昭和2年4月1日以前生まれ 300月

昭和2年4月2日一蜘 3年4月lEl以前生まれ 312月

EG和3年4月2El～唱和4年4局18以前生まれ 324月

昭和4年4月2B～昭和5年4月It]以前生まれ 336月

掛 5年4月2日一一昭和6年4月1日以前生まれ 3■8月

昭和6年4月2日一柳 7年4月1E]以前生まれ 360月

昭和7年4月2日一昭和8年4月1日以前生まれ 372局

昭和8年4月2日～昭和9年4月1日以前生まれ 384月

唱和9年4月2日～昭和10年4月1日以前生まれ 396月

aB和10年4月2日一昭和11年4818以前生まれ 408月

昭和11年4月2日～唱和12年4月18以前生まれ 420月

昭和12年4月2日一一昭和13年4月18以前生fh 432月

昭和13年4月2EL～聯 14年4月18LiL析生まれ 444月

fB和14年4月2El～昭和15年4月1日lJ前生至れ 456月

掛 15年4月2日～昭和16年4月1日以前生まれ 468月

昭和16年4月2日以降 480月

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。



毛BJE積年金一■書暮耳年金

●毛脚 生年全の垂冶壮者の牧舎 E]件書芸礎年金
¥は】12咋｣J1Im以IkJkまれの人がと <支冶事件>

船場嘩1IJ食を横丁Elる叫介には,老爺 ●原JILJ的真治事件

rJ'lqJ食の挨り下げを日時に711-ます｡ (1)初抄日における要件

l <失格, いTm:咋:芸芸㌶ 三宝.諾 .禁 言

又新棟71が死亡したとき.芭齢脹畦 に)'いて

ii-金の母相 祖は71-1漉します｡ 日LlltliL-fEの鮎l米険rlであること｡

2回tがl金の触媒晩方であった打で､

Il本Itl仙二的rrをイJL (対汲1;lL65

放心Jqであるとき｡tLiL,捷lけ1
鈴による七船場堆1l-令をせけている

叫fiには.真■iしない

兼714ljdホ串】

⊂ =i 血 量娼 一別油 虫か 細

60*0ケ月～60歳11ケ月 42% 300%～2459{

61*0ケ月-61Atllヶ月 35% 240%～185,6

62140ケ月-62歳11ケ月 28% 180%- 125%

63膿0ヶ月-63礁11ケ月 20% 120%0-65%

GAJA0ケ月-64汝11ケ月 11% 60%～05%

IXT(≠Lよ r片ZJlけ1=JItkxOlFゝJでJrtFする

兼7･514■事J

E =細 ===紬 軸

66JLoヶ月～66JEllヶ月 1296 8496-16196

67Jl0ケ月～67*11ケ月 26% 168%-245,(

64*0ケ月～68Jkllヶ月 43% 252%-32996

69*0ケ月～69AEllヶ月 64% 336%-41396

70140ケ月- 889i 420%

JM新中は ｢枠r)トけf_)JFINu71'巾｣で.lHXすろ

]77
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年金の■顎 知fL

L2)■昏琵定日にfllろ事件

～書牡克Elに.Ft害等BIJLまたは

28の片手の状息にあること.

※Ft書抜定日とは､初BElから但辞し

て1年6ケ月を捌 した8 (その期間内

に治ったときはそのr])をいう｡ここ

で､泊ったとは､症状が同定化し､拍

城の効果が柵待できなしq火腰をいう｡

(3)保… 桝寸羊件

＼pJLIIJ

初診Elの荊ElにBいて.初診日の

Jiする月の前々月までにEil民年金の

七促Nt者期FlがあるJ8台には.その

杜快 音JZ!rqのうち､保Ik棚 付満

期fFlと保険科免漁期刑 (学生■lfl指事

tq仰向を含む)を倉井した期間が3

分の2以上あること｡

②特別

初診日が､平成18年14月1Elより

冊にある儲病に上る砕掛 二ついてIi､

如抄日の前日において.初砂田の崩

する月の前々月までの1iI:何のうち

に保F&糊 付所期榊および保l坂科免

除月Jq (学生力付特内月内を含む)

以外のK保扱者期向かないときは.

FI書善書年金が支冷される｡

(》初詮日が平成3年5月1日前の牡合

初B日が平成3年5月1El南にある

18病に上る障串については､①卸 )

｢Hの朗々月｣とあるのは､｢月前に

]78

hけるZl近の主事月 (1月.4月､7月

お▲U)〇月)の甫月｣と排ふ捗える｡

4特功的支冶事件

(1)事故正症による脚 年金

F+沓ta定日には､再審t等故の1枚ま

たは2鼓のFf者の状態になかった者が､

その後何勝の校庭が増過し､65故に述

するElの前日までに陣妙等根の1扱ま

たは2掛 二浪当したときは.nE等基礎

年金の支給を冶求することができる｡

(2)王事僻 による脚 年金

l暮甘粕 )8また1128にPE当しない

捉まのNE省の状恵にある着が薪たに併

捕 (美iF棚 という)を生じ.基準依

頼の群書捜定日以降.65Aに連する日

の牌日までに､基準体病による梓客と

他の師省とを併せると､初めて申告等

親の1搬または2親に駿当したときは障

害戚嘩年金が支給される｡

(3)20生前の輔 に基づく鵬 年金

(》初幹口が20主副 こある加点につい

て.20jkに連したとき (20jLに連し

た株にIP等泣定Elがあるとさは.そ

の*省JE定E])に､～脊帯JLの1鼓

または2鼓の群書の状】書にあるとき

は､F8番基礎年金が支給される｡

(む初抄Elが20故下郎こあるf8掛 こつい

て.20謎に述したとき (または酔客

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。



比定B)には.F8着等鼓の1殺また

は2Jkのl■者の挟まにない昔が.千
の律その特番の程よが叫為し.65壬

にi暮する日の軒Fまでに.FI苔寺故

の1故王たは2鋲の群書の状鼓には当

したときは､拝啓基中年金の支給を

机求することができる.

<併合牡定>

坪肯巣碓年金の受給維者に対して.

さらにF8番よせ年金をそ拾すべき事由

が生じたときは.常経のFl者を併合し

たFrさの樫皮によるFI害基書年金が支

給される｡

<年金才>

+淋 年金p

FB捗.等級Ⅰ徽 )005300FIJ

一糾 200Pl(平成14句三度州 Ix濡
陣渉稗披2扱 804200rlJ(JI'･f戊】4年度

町E3ll

●子の加∫甘

0加事の事件

支給It廿がそのdE刊を取得した当時

その潜に1って生計を■持していた

くDl8jXに述するE以後のSt初の3月3l

Bまでの関にある子

または､

堰)FF省等故の1枚または2牡の除省の

状態にある20故未納の17･

辞書i熊年金

がいること.

07LI■

2人EI王では)人につき

231.400円 (平成)4年まti朝)

3人日玖FIul人につき

77.100円 (平境目年度書類)

●年金打の改定

時勝越礎年金の毛削i､F#鞍比定El

後.Ft鞍の程圧にQl進やI王itがあった

租合.加井の対象となる子の人政が変

わったJA合に改定されます｡

<支桝 止>

(D薫凍上の事由に上り生じたFt音につ

いて.号拾dLが発生したヰ合で､労

*先帝tとのl書害補供を受けることが

できるとさは.降沓基礎年金は6年

lJUri.桁件Il.される｡

(参受統稚iF;が障酵等級の砕鞍の状憩に

放当しなくなったときは.そのF8番

の状態に放当しない問は支給が停止

される.似L その他砕箸が先生し.

併合したFt省が持寄専Aに11当する

とさは､'W 辞止されない｡

(その他､20生瀬のBF点によづくIt番

兵や年金lニ特有の支点仲Jt事由あり)

<失格>

次のいずれかに該当したとさに卓据

椎は71■L沈する｡

J79
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年金の基礎知it

①死亡LI=とき.

②Jy生年金保挨法に坂主するFt客の等

故 (1-3鼓)l=放当する程よの特車

状掛 こない者が65jtにiIしたとき｡

絶 臥 65jiに乱 たH一二おいて･群生年金保険法のFI者等軌 こ弘当する

F8番の状態に放当しなくなったElか

ら起拝して.疎生年金保険法の侍沓

称掛 こ弘当することなく3年を経過

していない蛾合は.受絵椎は消波し

ない｡

⑨ 卑生年金保農法のけ者等& ()-3

A)に5[当する捉まの特番状鼓に法

当しなくなったE)から虐暮して.Jg

生年仝保挨法の特等等8にtI当する

ことなく3年を捷iAしたとき｡

但し,3年を捷jAした日において.

株当受給権者が65at来沖であるとき

は.安蘇鰍 i消滅しない｡

E)iLk基書年*
<支給事件>

Jlbe生年年金は.次OXD0 人が

T 死亡したときに支冷される｡

①Eg艮年金の妓保牧奇｡

(参J司尺年金の書保Fk有であった者で.

円本回内に旺所を軒する60辞し以上65

従来iAの肴｡

⑨-%R裁礎年金のせ拾稚肴｡

⑥-&船兆礎年金の受桁や柿mnqを沸た

ljLl

:I.∴ ･

した昔｡

GX至)lニついては決の吏件をiAたして

いること｡

+JLM

死亡日の蔚8においで､死亡E]の展

する月の神々月までにEg民年金のせ保

扱者Ju脚がある牧舎には､その披保族

LR糊IJUのうち.保険糊 付7万期間と保

険料免除期r:W (学生納付特例胤ruを含

tE)とを合井した朋mlが3分の2以上あ

ること.

J棚

死亡日が平成18年4月18より軌 こ

あるJI合には､死亡日の廿日において､

死亡E]の長する月の甫々月までの)辛

刑のうちに保険糊 付済期Plおよび保

坂称免除m阿 (学生納付特例耕Plを含

ら)以外のIt保扱者期間がないときは,

iBB先進礎年金が支冷される｡

<池族の範EB>

搬促Fk者または披保敗者であった者

の光亡当時,その昔に上って生計を*

持されていた葉または子に支給される｡

+子の事件

(D18iAに漣するEl以拝の生材の3月31

Elまでの円にある子.

または､

(参201末浦の子であって､FF書等1枚の

1鎖または2級の中背の状卦にある子｡

QXg)ともに析姻をしていないこと｡

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。



追Jt暮書年金

+事の事件 そのPl支給をfgJtされる｡

上巳の ｢子の革件｣をi～たしている ◎子に付するjL族基隼年会は.生計を

子と､生計を同じくしていること｡ 同じくするその千の父または母があ

､5号 <- , ◎…E=詰 る認 諾 慧 慧
+基本年金額 の所在がⅠ年以上明らかでないとき

804m 円 (平成lLIiI:耽す91) は.遺族基埠年金の受給椎を有する

●軌 こ支給される年金頼 子のIll掛 二上り.その所在がFIJちか

姫本年企軌十干の加群書1 でなくなったときに適って支給をfg

※/のbJ井T( 止される｡

2人Ilまで1人につき231400日 付 JAl1年 (938挟ま嘩年金の支給椎を有する子が

zE書d) 2人以上ある砂金においでは､その

3人u且托I人につき77JOOIJHFli) 子のうち1人以上の子の所在が1年以

t子に支給される年金gl(J人Piたりの船 上明らかでないときは､その手にhr

基本年会¶+2人臥上の叫合の加書f するJl銭よや年金は､他の子のLP析

年金を受ける子の故 により,その所在が明らかでなくな

暮2人111の4台の加tl斬 ったときに適って.その支給が停止

2人Il23L･IOOM HCJG]4qAl■廿) される｡

3人lはIFI

汐 ●柑析改定

死亡の当時に胎児であった子が生ま

れf:ときは.年金gLを増那改定する｡

<支那 止>

(DZl扶aEや年金は､挨保Fi甘または鞍

保Fk者であった者の托亡について､

懲■義弟法の立族h6qtが行われると

きは.化亡Elから6年剛史折を侍IL

される｡

(多子l二村するZB族港鮮 F一金は.華が並

族誠嘩年金の受給権をイfするとさは､

<失格>

(1)一般的失格事由

受輸稚者が次のいずれかにLI当した

とさに.受給Ilは消波する｡

(D死亡したとさ.

堰)蛾Jdしたとき｡

@ 典子となったとさ (正系▲鹿または

直系朋 子となったときを除く)｡

(2)書の失h+由

7&かせ解織肴である場合は.(1)ド

加えすべての子が次のいずれかに放当

/JJ
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年金の基等 和也

したとき｡

(丑死亡したとき.

⑧棚 したとき｡

@秦以外の寿子となったとき｡

@Ni緑によって､死亡した毒針莱険者の

子でなくなったとき｡

⑤泰と生計を同じくしなくなったとき｡

⑥18炭に適したE]以後原初の3月31El

が終了したとき (酔客等級の1板ま

たは2級の障害状掛 こ故当するとき
を除く)｡

⑦18故に遷したEl以後最初の3月31El

が終了した日以後､陣容等俵の1歳

または2級の降昔の状態に該当しな

くなったとき｡

(釘20鼠に通したとき｡

(3)子の失権事由

子が受給権者である槻合は.(I)に

加え(2)雌 噂のいずれかに鉄当

したとき｡

EEl第1号♯保扶弓削こ独自の

冶付
1.付加年金

付加年金は.より揃い給付を希望す

る祈1号被保険名が､付加)保険料400

円を納付することによって老齢恭礎年

金とともに受けられる年金｡

ノap

<支給要件>

① 付加保険料納付期間があること (局

初400円).

檀)老齢基礎年金の受給権を取得してい

ること｡

<年金額>

200円×付加保険料納付済期間の月数

2 番婦年金

井村年金は都1号被保険者であった

夫の保険料納付楽鰍 こ基づいて,遺族

である変に妻自身の老齢基礎年金が支

給されるまでの悶支給される年金｡

<支給要件>

●夫の要件

(》死亡Elにおいて.死亡日の屑する月

のTl'4月までの郊1号被保険者として

の被保険者期Fruに係る保険糊 付済

期Fuと保険科免除期閥(学生納付特

例JulZuを除く)を合井した耕Fu79125

年以上ある夫が死亡したこと｡

(参障奮盛礎年金の受給権者であったこ

とがなかったこと｡

@老齢姓礎年金の支給をせけたことが

ないこと｡

●辛の要件

①夫の死亡当時.夫によって生計を練

持されていたこと｡

② 夫との船姻IW係が10*以上継続し

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
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ていたこと｡

(参65故対弗であること｡

<年金額>

夫の死亡日の属する月の冶甘月までの

那1号被保険者としての被保険者欄間

について計挿した老齢基礎年金の4分

∩_し

<支給開始>

0 死亡E]に60歳未満の輩に支給する

場合 60故に通したElの属する月の

翌月から｡

② 死亡【=こ60銀以上の婆に支給する

場合 夫の死亡Elの属する月の翌月

から｡

3.死亡一時金

死亡一時金は.第1号被保険者であ

った者で､一定期間保険外を納付した

者が死亡した場合に､保険料の桝 ナ捨

てを防止する意味での冷付です｡

<支給要件>

①死亡日のrmE=こおいて､死亡日の属

する月の前月までの那1号被保険者

としての被保険者期脚 こ係る保険料

納付清期Rirの月数と､保険料草餅免

除期Fuの月払の2分の1Eこ相当する月

政を合井した月数が､36月以上であ

る者が死亡したこと｡

第1号故保挨舌 に独 自の給付

◎老齢基礎年金､瞭沓基礎年金のいず

TLも生けないで死亡したこと｡

(卦jB族が血族拡礎年金を受けられない

岨合であること｡

<温族の範囲および隈位>

(王)死亡した名の配偶者.◎子.③父

様､④孫､(亘瓶 父母または兄弟姉妹で

あって､死亡当時生計を同じくしてい

た者に支鈴｡

<支給額>

死亡Elの例月までの第)号被保険者

としての保険料納付済期間の月散と保

坂科半椎L免除州IZLlの月政の2分の1に相

当する月数を合‡rした月数に応じて､

120.000円-320.000円｡

なお.付加保険料を3年以上納めて

いる者の死亡については､8500円が

加r井される｡

<支常の訳並>

死亡一時金をせけることの'Cきる者

が､在村年金を受けることができる場

合は,どちらかlつを選択する｡

4 脱退一時金

脱退一時金は､-定期問保険料を柄

付した短期准尉外国人が､年金を受け

ないで僻同したときに､保険料の掛け

檎てになってしょうことから､外国の

J83

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。



年金の基横軸#

年金jih井協定の櫛椋までの健過娼挺と
しで設けられた別皮です (llZ成12年2

月にはドイツとのけりで社会保障協定が

掛 fれ､平成13年2月にはEl英社会保

障協定が発効しました)o

<支給要件>

①国民年金の約1号被保険石としての

被保険有期相に係る作険科納付酒剤

IZUの月数と､保険料半斬免除n川Uの

月故の2分の1に相当する月故を合井

した月牧が,6ケ月以上あること｡

(参E]本国柵を布しない軌,

③老齢基礎年金の受給や格期日-Jを浦た

していないこと｡

(動陣容基礎年金の受給権を有したこと

がないこと｡

⑤熔固して2年以内に岩17求すること｡

<支台拝>

研求E]の属する月の前月までの那1

ぢ按保険省としての被保険者糊II'uに係

る保険糊 付満期RlJの月払と保険料半

獅免除耶刑の月政の2分の1に相当する

月数を合耕した月故に応じて､

39.900円-239,400円｡

lE2つの老BJP生年金
呼生*金から.老齢について支鎗さ

れる咋金には､(I)老齢韮礎年金に上

乗せして65止から支給される老齢呼生

年金と,C2)60銀点前半の老齢厚生年

金があります｡

老齢畷生年金は.昭和60年の改正に

より (I)の年金になったわけですが､

それ以前は定郁部分 (在俄中の経机の

軌にl糊係なく放使取-定朝を保障する

部分)と朝別比例部分 (在塀中の生l占

水準を反映できるように在堀中の報酬

で決められる部分)とを合わせた都で

60故から支給されていましたO

そこで､Itilな変化により従来の加入

IBの生活設才†を狂わせてしまわないよ

うに､u【綿160年改正後も従来どおりの

年金をqr別腔の支給l開始年齢である65

歳までの糊､原生年金で独自に絵付す

ることとなりました (特別支給の老齢

岬生年金)｡これが (2)の60故代肋半

の老齢叫生年金です｡

しかし､平成6年改正により.原則

として､60歳から65故までの閥は.轍

鮒比例部分のみを支給する形に改めら

れ､さらに.平成12年の改正により報

醐比例錐介の支給r粥始年齢の65故に引

き上げられることになりました｡平成

6年､平成12年の改正瓜 支絵開始年

齢を段階rrtjに引き上げる壮過指値が設

けられています｡(図11-1)

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。



2つの老鶴庁生年金一60社台前半の老翁厚生年金

tB60歳台前半の老齢厚生

年金
<支給要件>

(む【XI収以 lであること｡

(診Iil以｣の (J宇土ijl食の)披11と険fI

JgJIEIJ/L_r-イ;すること｡

IE齢Ji=堆il一金の･受i'昔流桁 rlJgJIE'J/L_r-lJG

たしていること｡

<支給開始年齢> (】)lBt'黄12-1)

図11-1

<支給開始年齢の特例>

ltlllflH511LUJHlLJJJ;JLLまれの女竹

については､艶伽欺rHglI."Jがa)咋以

I､または35抜以後の粧保険満Jg川U

が1511以 lある似合には､(E'lBG泰

12-2)の文節!剃好n 払

≡JJLI勺Uとしての披伽隣れ9日Hlと舶11
としての披11ミ険川JlnJとを合外 した例

I."Jが】5il三以｣ある城合には (P)87

泰12-3)の文節Ijり胎咋齢｡

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
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年金の基礎知仇

③ p:TllE等級3枚以_u:.泣､1け るi■雌 の <年金師>

院､E;の1人TB=l二あるれ または､小Iil 従軸f;1:'JT+判例It:例満JJl+加給年金郁

l九LのJ'7/帥一金の被1米険打ly川:JをイJ H糾riIJt_rfI.W分州 )̀の古仰/MI金には加齢

する卦 こついては.(表12-4)の女 ir企yllま加t)されない｡

LJ言E対如ll齢｡

蓑12-1【支給開始年齢】

｢ 支納 始年Ru｢
｢ ~男性｢l _女_ 哩_ _ 二叫 囲
略和16年4月1日以前 糊口15年4月2E).-昭和21年4月1日 60歳 60浪

唱和16年4月2El-僻 M8年4月1日 昭和21年4月2日～砲和Z]年4月1E1 61壊 60歳

略印18年4月2日-御 a)年4月1日 昭和Z)年JL月2日～磁軸25年4月1日 62歳 60歳

的 年4月2日-JBBW22年4月柑 昭和25年4月2日～昭和27年4即 日 63歳 60歳

略印22年4月2El-略和24年4月1日 昭和27年4月2El～風軸23年4月lEl 64歳 60板

略印24年4月2日一昭印28年4月1日 昭和2)年4月2日～馴 31年4月1865歳(基礎年金) 60歳

唱和28年4月2日′-榊 年4月1日 昭和33年4月2El～昭和35年4月1865虎(基堤年会) 61妓

略相知年4月2日～聯Ⅷ 年4月2B 昭和35年4月2E]～喝約 7年4月1日65歳(基礎年金) 62歳

昭和32年4月2El～馳 年4月1B 昭和37年4月2El-昭和39年4月1日65枚(基礎年会) 63歳

唱和31年4月2日～昭和35年4月1B 昭和瀞年4月2El-略印41年4月1a65歳(基礎年会) 64歳

唱印器年4月2日1娘 唱和41年4f52日以降 65歳(基礎年金) 65鮭

l十 l忘認諾温ヨ
昭和7年4月1日以前 55汝

昭和7年4月2日-昭和9年4月1日 56赦

昭和9年4R2日～昭和11年4月1日 57蛙

昭和11年4月2日～昭和13年4月1El 58歳

昭和13年4月2日一昭和15年4月1日 59歳

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。



●定評部分

1()76L■Jメ(4判 川 にk.じた文鈴iF)x

60Jt台前半の老翁律生年金

繋1折や11.JJIlSq川 2Eト mfIはLllI

JJIHJkまれの打にIJL L875-10こl_)の

抜撫険ZTPll,qのJj散×物■スライド半 やを弁じる (F'ZaS本町)
(IL成IIiI状はlLXX))

兼12･3

生 JF A 8 L■Jt■←舟■一一
昭和21年4月1日以前 55JE
¥l和21年4月2E)一唱和23年4月IE3 56JE

掛 23年4月2日一唱和25年4月1E1 57Jk
昭和25年4月2日～昭和27年4月1日 58*
屯和27年4月28-昭和29年4月IIヨ 59*

風軸29年4月2E]～昭和33年4月1日 60JE

昭和33年4月2EI～昭和35年4月1E3 61JE

榊 35年4月2Eト 即 37年4月1日 62AL

唱和37年4月2【】一眼和39年4月1日 63JL

昭11]39年4月2日一昭和41年4月1日 64▲
∪ 昭糾 1年4月2日雌 65*

衷12-4

E] 支地 中■

= 一価■■奇.仙 骨)

昭和28年4月1日以前 昭和33年4月1日以析 60Je

冨芸器差:言謂 ~ 冨芸芸芸:昌謂 ～ 6.AL

冨霊芝芸三三謂 ～ 認諾…芋蔓:買謂 ～ 62･&

認諾芸芸:昌謂 ～ 冨芸芸…三言謂 ～ 63Ak

器;:芸…謂 謂 一 芸若君芸三言謂 ～ 64･

昭和36年4月2日以降 昭和41年4月2El以降 65歳

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。



年金の基礎知龍

●鰍 比例部分

平均標 準報例月gL(改 正後の 神 評 if牢

で計# )×号諾 ×被保 険者約 の 畑

×物価 スライド串

む ＼

平均標坤報酬月WIとは､厨川附には

被保険者であったPl問の標準報酬IJ和

の捜折をその被保険者であったJu問の

月払で割った都です｡しかし.坤純に

町井してしまうと古くから加入してい

る人ほど平均按単軸tN月郡が佐郡にな

ってしまうため.爽際には過去の標昨

報例月鶴に再評価準を乗じて位近の1†

金水坤に読替えてから計許します｡

,'＼ (P229を巷帆)

･ 紺 l寸榊 (抑譜 は､榊 21i■4'J]L'

洪鈴付桝 (l=)蕊 は.約 2例 月川
以併生まれの抑こついて.生旬月Elに応じ

た説仲があります｡(:≧alへ-ン傘RLt)

当分のRiIは.改正後の朝が改正前の

郡より下kJlるため､改正前の計坪方法

で報珊比例部分が支給されます｡

<加給年金額>

配偶名 231.400円 (平成14年度価斬)

1人臥 2人EIの子 各231Aa)円(同上)

3人日以降の子 各77,100円胴上)

●支給要件

厚生年金の被保険者期IiUが20年以上

(中高齢の短iR措担あり)あって､生

計を維持している｡

(D65歳来演の配執着 (大正15年4月1

焦*JJuにLt.じ 日以前生まれの者を除く).

た説僻があります (PZaを沓照)｡

4経過措置

平成12年4月からの法改正に上り絵

付水準が5%引き下げられた範恥.午

金の新が改正TlVの1汁井升法で持た新よ

りも低くなる場合があります｡その幼

さ1㌧ 合には､改正前の附井方法で持た軒を

支給します｡

[改正TrUの許｢刑
平均標準報酬月漸 (改正前の朽評価

軒 珊 #)×i誌 -×巌保紺 gll･.Uの

月扱x物価スライド寧 仲味L4年鑑は1Jnl)

J88

(む18必 二通するEl以降のLit初の3月31

日までのL馴二ある子､または20歳来

演で陣容等級1､2級の子がある時に

支給｡

昭和9年4月2El以降生まれの受給権

者には､配偶者加給年全案削二次の折が

特別加許される｡(表12-5)

●加給年金領の改定と支給停止

0受給権肴がその様利を取得した当時､

胎児であった子が産まれたときには.

その翌月から加給年金軌 土加拝され

る｡

0対象となる配偶者や子が､次のいず

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。



れかに故当する租合は.加給年生の

書十井のよ牛から除外される｡

(D死亡したとき｡

②生計杜仲がやんだとき｡

@配例Jhがt栃したとさ｡

◎配PI省が防故に通したとき｡

⑤千が紀的省以外の粥の恭子となった

とき｡

⑥暮千が鵬 したとき｡

(多子が桁的したとき｡

@ Ft脊等親1鼓または2掛 二は当する

FI省の状農にない子については.18

故にREしたE]以後の食初の3月31E]

が拝7したとさ｡
(勤片寄軸 1叔または2鼓に紙当する

IIさの状態にある子 (181に逢した

El以栓の原初の3月3日ヨまでのPlに

ある11･を除く)について.その中何

がやむか20故になったとき｡

○加井村扱配別名が老kBrg生年金､降

せql生ili金.降者拡礎年金またIi帝

猪井iTF*J.金その他.老齢もしくは遡

tまたは仲筈を支給都rnとする政令

60*台前半の寺島厚生年金

でためる年金給付が受けられるrlは.

A:Pt-Xの加給年金tは支給停止され

る｡

<失菓給付との支給訳暮>

5FE成10畔4Jl1Elから.60jX由前半

の老柳 生年金と雇用保換法の失策将

付をrij11時に受けられる蛾合は､老柑甲

坐il:金が支鈴仲JL_される｡

但し.同Ell打に老l指呼生年金の受給

fkを収和した哲については.併給■JE

をしない｡

<高卒l持1用#続給付とOZ珊 >

平JhLO年4月1日から､60jL色甘羊

の老樹 生年金 洞 日軌 こ老樹 生年

金の受給権を収絆している鵜合を除く)

と即 t順 換法の揃年齢雇用推榔 付を

剛 別こ受けられる牧舎は.在れ老齢年

金のPl軽がされーさらに老齢群生年金

の支絵がH漉されるE,

¥ aJPt粁中食とは.ili6[生年女e支給

Lrjがら1いている人(K性■書Iに.tt

* 12-5

丹 8 JLV 棚

屯和9年4月2El～屯和15年4月18 34,100円

昭和15年4月2El～昭和16年4月1El 68.300円

昭和16年4月2B一柳 17年4月1日 102,500円

昭和17年4月2E卜昭和18年4月18 136.600円

昭和18年4月2日以降 170,700円

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。



了 ･ 年■の ■I 叫■

賢 ; '芸蕊 が-

n ･① 死亡

III ② 65jLに&したとき

安井楓 土消沈する

▲rFl

､£

吉'-▲ tEl毛書J?生年金
<支冶辛件> 他 正甘の計井】

:･:Li i誉 i/.帆 ..h :.::;Jl:∴ 六 ･J ト､.

:yJ と (1ケ月でもよい)｡ ×競保険別 間の服 - スライド
② 老翁差せ年金の受給資格期PJの葬件 串 (平成】4年度はJ瓜l)

1,.
千 をirたしていること (P173書鮒｡

③65iに連していること｡ 当分のqは.改正後の書が生正甫の

:
_
,.

｣
,[
:
[
･i

,i
B
r
･･∴

了

.･

+細 分の年金yI

平均aEiF脚 月書 (改正後の再拝書

革で-ft )x譜 (A18あ｡)

x被保坂者期間の月救x物書スライド

串 (平成14年度は1JXO)

●蜘 ll

年会のtiが改正廿の計井方法で得た

額よりも軽くなる甘食には､改正常の

針*方法IC持L:瀬を支治します｡

(改正廿の計井】
平均標準頼嗣月fi(改正前の再許す

薪より下唇るため､改正点の計■方法

く年金額> T･鰍 比tN祐介が支冶されま千.

冊 比開拓分の年金 (+悦 的加井)

+加給年金葡

<接遇的加∫ >

史fi称分と老仲基妊年金との菱十をT垂する｡
+加捕

Jy生年仝保鳥の脚 のうち

鰍 の■一叩 FIN肘 l世 が 聖 堅 さ亡き刺 ■)A■
4a)刀 (加入可能月払)

L90

■ヽ

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
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現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。



<加冶年金額>

兼60jL台甫羊の老脚 生年全と同Ll

<在粉 年金>

毛脚 生年全を受給LJFがら■いて

いる人 (被保険者)に甘食のtiに応じ

て､本架の年金新の一郎をカットして

支弁する制度です｡

(1)65JL未済の在qt毛R年金

(力持市報胡月斬 +基本月析 (年金月

輔の島8(の書i)≦22万円の叫合

881を支於､231は支給停止｡

② け市棚 月七 十£本月書 (年金月

tの8書lのt)>22万円の坊合

(*1311)

(2)651臥上70… の在柑 年金

① 老rB基礎年金は全都支給

(む操串縦材月初と老齢町生年金 (棚

比eI部分)の月朝の合計新が.37万

円に述するまでは､毛脚 生年金は

全耕支捻｡

兼13･1

吉iニ訂 ●､.- I 川

22万円以下 37万円以下

3775円｡打

22万円舟 37万円以下
37万円超

老*厚 生年金

◎37万円を超える甘告には､舶 分の

2分の)のIIに12を乗じた♯ (支給拝

止基串¶)を支給停止｡

⑥支冶停止耕 中が老僻 生年全のfi

以上である甘食には､老お書生年金

は全≠支冶停止｡

<支強の姓上げ>

昭和16年4月lEI以前生まれの者につ

いては､老齢鹿堆年金の捷上げを研求

すると.60at自粛半の考●呼 生年全が

全廿支給停止となります｡

しかし.昭和16年4月2日以練に生

まれた晋については.史瀬林分と加給

年金B升の支籍Pl始年給が投l書的に引

き上げられるため､受けられる年金t

が少なくなってしまいます.そこで,

60生色1舟羊の老l包厚生年金と強上げ支

給の老齢並碓年金 (全林樺上げの老齢

共催年金)を同時に受けることができ

るようになりました

また.引き上げ捷jA期間中の世代

榔 全書<_月払

暮本月tl- (1■斗棚 月廿◆美女月■-22万
円)×1J2

益本月甘- (37万円◆暮本月tI-22万円)
×1J2- (q相 月II-37万円)

基本月甘- (tPZ>棚 月甘×1m)

基ホ月fL- (37万円×1J2)- (種牛棚 月tI
-37万円)

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。



年金の壬司知生

(昭和】6勾三Ll月2日一昭和24年Ll月1E)坐

まれの列性と昭和21年4月2E]-一昭fI]29

年4月IEl生まれの女性)については､

｢全榊 上ITの老fP基ヰ年金｣の他に

｢-棚 上げの老翁基資年金｣が設け

られています｡

(D昭和16年4月2El～昭和24年4月18

(女性は昭和21年4月2日-略称29

年4月1日生まれ)生まれのI一上げ

(回1311)(回13-2)

② 噺 16年4月2日一昭和24年4月1日

(女ttは昭和21年4月2El～昭和29

年4月18)生まれの一別 上If

一棚 上げは.6Diから♯BI支給の

毛脚 生年金の支給開始年肘に連する

JJの甫月までlニ訴求する｡(Eig13･3)

③ 恥 月2日～昭和紳 月1日

(女性は略和29年4月28-昭和33

年4月lEl)生まTLのI■上げ

この世代は､定額弥分の支解が完全

になくなるため､60従から64atの阿､

Eg)13･1(1)昭和18年4月2日一喝和24年4月1日く女性はS2142-S2941〉生まれ
の全称持上げ

61■-64■
(特別 支始の支 JBM始) 65iL

wJt 全がJl上LIAl東 ▼ 沖Jdt暮IJ
莞堤 豊空当 …::竃買｣峯 .

十 十十十+ 十十千-■三七

同13･2(2)榊 1糾 月2日-q824年4JIIE】生*九の女tIの全訂JAiL160Jl
(書)I壬*q■) 全缶■上げ書手 65Jt

一一一____事事_ZF_i_8l_ltQ_一日ー_J一 貫印 止

bEi弓 小 ナナ十十:十十十でキ+

全称丘上げの老齢基礎年金の新

一老齢善碓年金×(卜05%×托上l珊 来月から65故になる月の満月までの月散)

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
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紺刑比例.%分郎♪■与の名節Jr/'lJl金と･'L!

.%拙Jlrの名節娘脚 1金を空&'け るこ

とができるB(図13-4)

④ 昭和28年4月2日以降 (女性は昭和

33年4月2日以降)生まれの捜上げ

このl世代は､軸例比例部分州土iの,A

相即ril金の支鈴l岸臓 昨節が段俄的に

考齢PF生年年金

･jlきllrられJl{L終的には支岩il岸僻 く1齢

那(i5歳になるため､名齢Ir,J/L叩金と名

齢仏脚 l金を合わせて轍lげで･1i'け

ることができる｡

なお,挫 rげ紙過)gJlu申のぶは､(対

戊からfll榊比例.%分朴 11のE軌J'J∠L叶一

食の文i'欄 的勺齢にi坐するJlのtJllJほ

Bl13-3 昭和16年4月2El～昭和24年4月1日 く女性はS2142-S2941)生まrLの
一審繰上Lf

Ea'luだ五重'Z.Jココ:lit主)叫毛書皇基だ茎年金の
651-ijZの&書i

@-繰上tlZ一諜月から特別支点開始年恥になる月の前月までの月致
⑥-&上Lfl*求月から65*にrjる月の前月までの月数

<式 >

鮎 げ,消鮒 -紺 部分 ×(卜 % )

#iiIqL部分の中二Iill金紙付随斤WJlnJの日放は他称11川

一部削 柁̀ 齢鵜尉 金利一老齢脚 一食x% × (卜 05%×⑤)

珊 兆劇 金の65歳以後のh"- -,&齢ノ- 金×(I-%)
図13_4 昭和24年4月2日一昭和28年4月18く女性はS2942-S3341)生まれの持上げ

60歳 GDdh 64能のrEILこIA求 65歳

' 二 二 ･･･.__' 丁∴1
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年金の基可搬姓

でに甜求する.

この時､dt上げ支給される老脚 生

年全と老fB基*年金の暮ili*しいXれ

串をもとに町井する (現在.派qi判 よ

未定)｡

<支治の蝶下げ>

このNまは平Jh)4年EEからBl止され

ますが.平成】2年4月lE]玖甫生まれの

昔で.平成)4年4月lt】以首に老脚

生年金の卓拾～を有している者につい

ては.66iL以降に拝下げて柑斬した年

金を受給することができます.

+■書､(rIJt+JlthJ+t書の■ILl▼qTl

群とRL (Pm事Jn

<Xa>

隻拾推考が死亡したときま拾経は荊

浪する｡

tElIe書JF生年金
<支給事件>

① 枠筈の原凶となった僻 の初幹日に

おいて社保Fk者であること.
(むNE事故皇日においてFf客等鼓】8-
3Jaの中書の状軌 こあること｡

◎ 中音抑 全の怪魚糊 付安件をiA
たしていること｡

t++AtttとM■一二.●■tt■(.∫

ホ岱頼[=上るP;yI中生年金.fI=仲介旭it

/94

<年全打>

･扱 軌枇 耶 粉 の年金折×1昔
+配例者加給年金那

2歳 脚 比例部分の年金都

+配れ者加給年金廿

3故 脚 比併称分の年金朝

食低保持葡603.200円

+鮒 升の全gl

平均tl中潮 月載 (改正後の再辞書

紺 r#)×瀞
×被保険者期間の月数x物価スライド

串 (平J&)3年皮は1瓜 )

･弓湯 Li 生即 日によるZL批 し

暮 暮桝 JIJJのrl鼓が.300Fn=i*たない

ときはI∝ln.

●蜘 t

年金のfiが改正前の計井方法で持た

額よりも低くなるJ浪合には.改正前の

計井方法で柑た朝を支胎 します｡

(改 正廿の肝刑

平均diF淵 月t(改正kの再酔■

事 で柑 )×常
× 扶保FA有期何の月政 (300月保NL)

3<和書スライド牢(lJXn)

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
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4年金額の改定

陣容Jf生年金の毛剛ま､豚舎肱定日

後.降答の程度の増進や戦派があった

地合には改定される｡

<配偶者加給年金評>

●支出要件

1歳または2親の障啓厚生年金の受給

権を取得したときに､その昔によって

生計を維持されていた65鼓未満の配偶

者がいるとき｡

●全額

231400円 (平成14年艦価郡)

●加治年金辞の改定と支捨停止

老齢厚生年金の配偶者加給年金細の

除外事由.支給停止中由と同L

<支給停止>

①粟凍上の堺伽 こより生じた障番につ

いて.費給権が兎生した槻合で.労

触基準法の障番補償を生けることが

できるときは､障害厚生年金は6年

I;打支給停止される｡

(参を斡樟者が､障害等級の陣番の状態

に隈当しなくなったときは､その貯

省の状腰に談当しない糊は支給が停

止される｡但し､その他陣容が発生

し､その他障jEを併合した時事の程

度が､降車等級1級または2親に扱

舟書厚生年金 一位害手当金

当するときは､支給持止されない｡

<失格>

(》受給権者が死亡したとき｡

(参解答等級3鎖程度の陣等の状態にな

い者が､65故に通したとき (但し,

65歳に達しL:[=こおいて､3枚程度

の陣容の状馴 こ該当しなくなって3 払
年末滴であるときは､3年を経過し

たとき)｡

EEl停 車 手 当 金

陣省等扱3級の砕啓よりやや堆い確

度の障番が残ったときに.時事手当金

(一時金)が支給される｡

<支給要件>

(D酵番の脆困となった岱病の初診日

に.被保険者であったこと｡

②初診Elから5年以内に泊ったときに､ ti.

政令で定める障省の状態にあること｡

(勤陣容基礎年金を受けるために必要な

保険特約付要件を潤たしていること｡ ー

<RE昏手当金の挿>

平均横車報酬月額 (改正経の符軒価

牢でM )×讐 謡 魁 ×被保険者

期間の月数 (300月保障)

･晋

※催促保障郁1206.400円 ♪ぜ

195

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
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年金の基礎知育

手当金の瀬が改正骨のltt方法で持

た瀬よりも低くなるJA合には.改正前

の肝井方法で持た山を支治します｡

(改正甫の肝刑
平均tI車相 月頼 (改正瀬の再許■

軒 柑)x雪欝 Lx被保険棚

ruの服 (300月保障)×懲

田 iLJE厚生年金
<支給事件>
●棚 拝

G)t保扱者が死亡したとき｡

堰)妓保険者であった舌が.汝格女失

経､披保挨者期叩中に初診E]のある

dl病に上って.初抄Elから5年以内

に死亡したとき｡

@ 酔客等級1扱､または2掛 こ班当す

る砕省の状掛 こある酔客原生咋金の

受給推考が死亡したとさ｡

●AJA要件

◎老樹 生年金の受給付者または老齢

Jl生年全の壬8枚格刈PDをiIL:して

いるものカ呪 亡したとさ.

+(I)(Dl土､促■fW 付frtもVlたきなLlれlt

なちなLヽ

t hLPi声作と滋耕単作の粥JJll二はtiするとき

は.正Jkが凱段のIFlL州をしない取り,～

J96

なLヽ

●附 付要件

38鎚 や年金で賛来される保換柵

付平作と同L.(P180中村)

<迫族の範田>

被保険者または披保Fi者であった者

の死亡当時.その昔に上って生計をJC

挿していた次の者｡

非 年輪にEq俵なく支給｡

夫.父臥 祖父母 死亡当時55jk以

上であること (支給内始は60jL).

子､弗

(D18atに述するE]以後のJL初の3月31

E]までの間にある子

または.

②20搬未納の子であって､酔客等歳の

1租または2級の梓音の状甥にある

子｡

(群書)とも析地をしていないこと｡

●脚 位

ホ14位 :配向者と手

前2V位 一父母 (巴■者も子もいない

とき)

帯3前任 孫 (配A肴も子も父母もい

ないとき)

耶4脚 立 #l父母 (さらに譲もいない

とき)

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
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<年金拝>

(D居列 (塩狩J貸付のjEI族呼生年金)

平均標準報酬月軌 (改正後の再評価

紺 悌 )×ヱ甥 欝 X板保険名

畑l和の月致 (300月保常 )

x棚 スライ挿 (平&14年度は】JXD)守

②特例 (長畑憤 件の丑鵬 生年金)

平均標単報満月郁 (改正後 のIn評価

準で棚 )x篇 僻鮎 ｡ )

x被保険者期間の爽月 数×物 価スライ

ド*(平成Ⅰ4年剛 100))号

年金の郡が改正前の計拝方法で得た

新よりも低くなる槻合には､改正前の

許十井方法で持た朝を支給します｡

(改正前の計糾

(む原則 (短期単作の菰族厚生年金)

平均標昨報例月郁 (改jl二附の再評価

和 博 )xl# ×鼓保険制

関の月数 (300月保障)
3

x物価スライド制 平山4年度は1L泣1)×丁

②特例 (長期要件の逝族解生年金)

遺族厚生年金

×被保険者JmFuの央月数×物価スライ

岬 (平成順 風州 別)号

<中高齢の碁縮加井>

jB族益礎年金は､子のいない輩には ;'

支給されないため､その不均衡を超正 '

するために支給される｡

●支給要件

¢夫の要件

艮州要件 被保険者州ILilが､20年以上

あること｡

短期要件 特にない｡

⑳辛の要件

此奴基礎年金の要件を浦たす子がいな

い場合 夫の死亡当時.35故以上65

故未満であること｡

逝族基礎*金の要件を浦たす子がいる

場合 jB族港嘩年金の受給権が消滅し

たときに､35故以上65歳未満である

こと｡

●支給時期

車が40故にiZしたときから65故に遠

するまでのIZUE,

●池JLtI

603.200円 (平成14年度価郁)

平均榛ホ報酬月yI(改正前のpPi評価 <経過的寡婦加芹>

和 博 )×怠 (醗恥 ｡) 榊 314F4月川 以恥 こ生まれた者 W

J97
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年金の基I#知鼓

は.老齢基礁年金のyIが中柘齢非蜘hlr

井の加算折に満たない堵合が生するこ

とから､65炭到達の後における年金邪

の放下を防止するため､65歳以後も,

一定帯が鮮過的に加井される｡

●加井領

Ff'砧齢の審相加井の郡-(老齢基礎

年金の酒折x生年月E=こ応じた串)

(表16-1参照)

<失di>

3B朕野生年金の受給権は､受給権者

那-

(彰死亡したとき｡

(む峨射したとき｡

⑨直系血族および直系姻族以外の者の

糞子となったとき｡

(む鵬 によって粗放関係が終了したと

き消波する｡

表16･1 お姑の生年月日に応じた未申

⊂二宮:享二三二専 行 .･.｢.~~~F r 元一~｢こき::巨二コ
昭241以前
昭242-昭341 312分の12

昭342-昭441 324分の24

昭442一昭541 336分の36

昭542-昭641 348分の48

昭642-昭741 360分の60

昭742一昭841 372分の72

昭842一昭941 384分の84

昭942-昭1041 396分の96

昭1042-昭1141 408分の108

昭1142-昭1241 420分の120

昭1242-昭1341 432分の132

昭1342-昭1441 444分の144

昭1442一昭1541 456分の156

昭1542･一昭1641 468分の168

Iガ

昭1642-昭1741

昭1742-昭1841

昭1842-昭1941

昭1942-昭204I

昭2042-昭2141

暗2142一昭2241

昭2242-昭2341

昭2342-昭2441

昭2442-昭2541

昭2542-昭2641

昭2642-昭2741

昭2742-昭2841

昭2842一昭2941

昭2942-昭3041

昭3042-昭3141

昭3142以降

480分の180

480分の192

480分の204

480分の216

480分の228

480分の240

480分の252

480分の264

480分の276

480分の288

480分の300

480分の312

480*の324

480%の336

480分の348

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
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[甥
.

...:LP
･

⑳子または孫の場合

(91名跡 こi8した日以後の収初の3月31

日が終了したとき(陣容の状態を除く)｡

@件者の状懸かやんだとき (18歳に通

した日以後の位初の3月31日までの

閥にあるときを除く)｡

⑦20勧 こ達したとき消滅する｡

･･ ∴ ∴ 一一L̀…∴ `1.

であった子が､出生したときに消滅

沃 する｡

I:(.

<支給停止>

:I-隻

遺族厚生年金 ～脱 退手当金

⑥ 退族厚生年金の受給権者の所在が1

年以上明らかでないときは.他の受

給権者の申訳により､その所在が明

らかでなくなったときに遡って支給

を停止される｡

田 脱退手当金
<元治要件>

次のすべてに放当すること｡

(D昭和16年4月lEl以前に生まれた者｡

(参呼生年金の被保険者期間が､5年以

上ある者が別)故に達したこと｡

①被保険者または被保険者であった宅 (卦被保険者の資格を喪失していること｡

の死亡について､労働基経法の洩定 (彰老齢野生年金を受けるために必要な

による遺族補償が行われるときは､ 加入期間の費件を満たしていないこ

死亡Hから6年間支給を停止される｡ とo

(多夫､父母または阻父母に対する遺族 (参過去に脱退手当金の額以上の酔客厚

..: 死亡Hから6年間支給を停止される｡ とo

簡 ◎夫･父母または阻父母に対する遺族 ⑤舵 にRiB手当金の臥 上の酔客厚
[ 厚生年金は､受給権者が60掛 二適す 生年金､または陣審手当金を受けて

るまでの問,その支給が停止される｡ いないこと｡

こ. ､∵ t.｢ ∴ ∴ ■∴ T z.… .･

そのFnJ文治を件止される｡ 被保険者であった全期間の平均横車

義 ④芸霊 ,a=芸慧 ≡讐 誓 ≡賢 警 三芸慧 枇 肌 弧 .一枚

iB族益礎年金の受給権がなく､子に al54.

'～
i
t
:/

¶
T.

jB族益礎年金の一受給権があるときは､ ※F8番l

その間支給を停止される｡ けた.

(9夫に対する遺族厚生年金は､子が逝 1=斬｡

施野生年金の受給権を有する胤 支

給を停止される｡

蛾
嶺

審

議

襲

藍

驚

島

野

縮
重

怒

7g

節

義

*
蔓

√戚

琴

磁
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必ず現在の制度をご確認ください。



年金の基確籾鞍

<失It>

①隻拾推考が暮保k者となったとき｡

⑳受拾稚者が.■青書生年生等の受給

qLを取得したとき｡

③支給di者が､老脚 生年全等の受冶

経を取得したとき｡

EGl脱退一時金
釧 在官外国人が.年金を受けない

で付回したときに支治される｡

く支給事件>

次のすべてに江当すること｡

①七尾検者期Plが6カ月以上あること｡

(診8本国18を有しない者｡

Q)老齢基書年金の受給汝借用即を満た

していないこと｡

⑥酔客嘩生年金等の受給嫌をイLILたこ
とがないこと｡

⑤仲Elして,2年以内に肌味すること｡

*1811
｢.こ.脚 坤 仁享∃

6月以上12月末力 05

12月以上18月兼■ 10
18月以上24月末力 15

24月以上30月兼iA 20

30月以上36月兼i■ 25

36月以上 30

200

<支鎗頂>

X保決着であったhl州に6じて､そ

のhI印の平均漂串W 月小l二次の事を

兼じて得た払 (舞18-1)

dZl稚定払出年金の稚F
碓定地山年金とは､加入者が自分の

判断で耕立金の運用方法を33ぴ､その

夷鰍 こよって将来の年金軒が決まる新

しいタイプの年金です｡運用がうまく

いけは､予定以上の年金事を手にする

ことができますが.連用に失血すると､

老練の資全が日妊りしてしまうことも

あります.

Jなぜ確定拠出年金が中人された

のか

(1)少子 .高R化

公約年金制風 土､若い馴tが納めた

保険料で.老人の世代を支える ｢世代

㈹扶華｣の方式をとっています｡しか

し.E]串の少子 拓l書化は世非に群を

見ないほと急遠に進行しており.現在.

親政世代4人で1人の老人を支えている

ところを.2025年には現役世代2人で1

人の老人を支えなければfjりません｡

yJ虻の姓特には.保牧科の他上げや年

金鈴付水草の引き下げがjBけちれない

状況となりますが.給付水串が引き下

げられれば.その分を自助材力でなん

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。



脱退一時金 ～確定拠出年金の撫要

とかしなければなりません｡

そこで､公的年金の上乗せである企

粟年金や個人年金に加え､みずから運

用方法を選択することができる確定熊

山年金が番人されまLlL

(2)企葬年金の行き括まり

企業年金は､少子 高齢化で財政が

苦しい上に.彪低金利により耕立金の

ヽ 運用もままならないという二重苦の状

態です｡このままでは.将来の年金の

積立不足額が膨らむばかりか､最悪の

墳合には破催してしまう可能性があり

ます｡しかし､確定拠出年金を導入す

れば､資産運用もその結果も個人の文

r 任となるため､積立不足額を企案が負

担するJZ.要がなくなります｡

(3)雇用の流血化

雇用情勢を見ると､バブル朋壌以降.

終身雇用制度は蛸壊しつつあり､転牧

することに退和感のない時代になって

います｡しかし､現行の金茶年金は.

練身罷用を前把に作られているため､

このような雇用情勢の変化に対応しき

れません｡

例えば､企業年金には､転gtに際し

横立金を転我先に移すようなしくみが

ありませんから.せっかく納めた掛金

が掛け婚てになってしまうケ-スがLtl

てきます｡

確定拠出年金は.領立金を個人口座

で管理しているため､転Itした姐合で

も容易に引き継ぐことができます｡今

後.さらに題むであろう雇用の挽動化

を考えると､ポ-タビ1)ティ(携帯性)

に傑れているということからも.確定

拠出年金が注目されているのです｡

4確定拠出年金のしくみ

確定拠出年金には ｢企紫塑｣確定拠

出年金と ｢個人型｣確定拠出年金があ

ります｡｢企業型｣と ｢個人型｣では

加入対象が爽なり､同時に両方に加入

することはできません｡また､どちら

の場合にも年榊 J隈があるため､60鼠

以上の人は加入できません｡

<企葬型>

(1)覗人と加入対象者

｢企案型｣を帝人できるのは,厚生

年金の適用のある企粟です｡帝人する

場合には従粟月の過半数の同意を得て､

胤釣を件成し厚生労柵大臣の暴聡を得
なければなりません｡加入対象者はそ

の企兼の従兼月です｡原則として60歳

未満の厚生年金の加入者はすべて加入

対象となります｡但し､内容が不当に

差別的でない場合には一定の制限を設

けてもよいことになっています｡

m J I-

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
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年金の基礎知故

(2)掛金の拠出 21万6千円 (月砺1万8千円)､企粟年

｢企粟E!｣では会社が掛金の全甑を 金のない企粟では年43万2千円 (月額

拠出します｡碑金額は親釣で定め､月 3万6千円)です｡

単位で拠出することになります｡拠出 (3)運用方法

限度折は､企業年金 (原生年金基金な ｢企粟塑｣に加入している従乗則 土.

ど)を並行して行っている企業では年 金薬が拠出する掛金に対 して.運用商

■制止を支える㈱

｢金茶型｣においでは事大をした各企乗が､｢中人&!Jでは国民年金基金連合会

が遺骨主体となります｡しかし､制度の東独にあたっては大きな投や投資が予想さ

れ､噂門的なノウハウが戎要な缶分もあることから.一定の乗務を外部の専rl来者

に兼務委託できるとされていますb

(1)荘官和 開 く投Ⅷ 朋会社､金柑 関〉

運営管理横間は.企薬や連合会に代わり.運用関連乗務と取良朋連番鵜を行い

ます｡

｢企案a!｣では､遺骨哲理較Eqを社内に泣けることもできますが､｢1乃人B｣は

必ず外部に垂托することになっています｡

ト .:∴ ∴ ･ ･･㌧-

加入者の併立金の額など佃人仲#の記点､保存.通h]､

1耗〆,

張等

.→→hiヽ
LlI

IL1､♪
/yt

_ i r202

lLl/:◆

加入者からの運用指図の取りまとめお上Uその内容の

女真管理牡臥 連合会への伝達

給付を受ける株制の親定

Z等.be･! '2'升席- 開 く.RfE弓山､ 姐音便枚会社､A協)

r妃如 兼乗矧

【2)升席冊 開 くTRfE会社 (脚 行を含む).LF生年金基金.生命保険会社.

姐音便枚会社､A協)

｢金手i!｣において､加入者個々人の耕立金を.中人口座ごとに管理する役8I

を果たします｡企秦資産と個人資産を明掛 こする趣旨から,企案は必ず着岸管理案

薪を外敵 こ委耗しなければなりません｡その他､次のような兼帯があります｡

掛金の受け入れ

集際lこ運用する金散織関への資金分配

金恥鞭関との男助辞括

給付金の支払い

｢個人型｣の資産管理案掛土､連合会が担当します｡

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
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確定拠出年金の塀要

.I"ほ 適肌し迎111.rrJlll錬IAIに指示をしま Yt雌rtJlll横側とJji削をも■.んでいる銚行,

す｡巡.V.千川 順 IUは加入ポのI指示をYf ふE非会社､′l_命†米隣会tl､批 判与と隣全

作与川 ■横側に仁､述L Yf雌rtPIIfnl肋 † Il,黙11LLLほ ど~巾 ~｡この巡川I恥l"'11二

'jt際に迎Ilけ る金魚横l判に♯ト命を'/1Al ついては少なくとも'与ケ)JEこLri.1は適即

します｡｣がT.iにJLt食7:r迎川する矧判は. 紳えの機会が'JえLp'れます｡

図19-1 確定拠出年金の全体像

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。



年金の基頓知聴

く個人型>

(l)加入対象者

｢他人a!｣の加入対扱者は､自営薬

者 (第1号bll入着)と企業年金などの

し上 対象になっていない従葉EI(第2号加

入者)ですo加入対象者は任意にhrl人

することができますが.国民年金の保

険料を滞納したり､保険料自体を免除

されている幼合には加入できませんO

那3号被保険18や公務Llは､確定施IB

年金の適用除外となっているため ｢個

人a!｣のhlr入対象者にはなりません｡

(2)掛金の拠出

｢個人型｣の掛金は､加入者本人が

全都拠山します｡払込み方法､拠出限

度額は､El骨菜箸と企案の従集月で次

のように稚なります｡

白骨薬石 (不)号加入者)の機合､

自分で直横国民年金基金連合会に掛金

を払い込みます｡払込み方法は､引落

し口座を指定して､海月定Elに払い込

入Z~1..

拠出限度額は､年81万6千円 (月初

6万8千円)です｡但し,国民年金基金

に加入している堵合には,基金の掛金

と合井して､拠LLI限度朝の範囲に収め

ることになります｡

もし.国民年金巷金へ限旺折一杯の

拠出をしている場合には､｢個人型｣へ

の加入はできないことになります｡

204

企乗咋金などの対か こなっていない

従粟只 (節2号加入者)の場合,給与

天引きで掛金を払い込みます｡企薬は､

｢個人出｣にbll人している従粟nの給

与から各Elのせ金を天引きして､-描

してril民年金基金連合会に払い込まな

ければなりません｡

熊山限FE細は､年18万円 (月gL1万

5千円)です｡

(3)加入 ･運用方法

細入希望者は､自分で国民年金港金

連合会 (爽掛 二は.加入受付部類を代

行している全敗横閲や郵便局)に坤し

込みを行い,同時に連合会が選任した

運営管理機関の中から自分が利mした

い横間を選択します｡この際､年金手

帆 本人名燕のIj座番号などが確世で

きるもの､届出印が必要です｡

希望者からの加入の申込みを受けて.

｢個人型｣の運営主体である国民年金

姑金連合会は.保険料の納付状況など

をチェックします｡チェックの結果､

加入が舷められれば､いよいよ掛金を

払い込み､運用商品を選択して掛金を

配分していくことになります｡

運用RI.馴こついては.少なくとも3

ケ月に1回は,選択甘えの級会が与え

られます｡実際に掛金を運用する棟閥

は.国民年金基金連合会と契約を縮ん

でいる敢行.証券会社､生命保険会

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
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d 暮t ･I云Bについて

書起熊川1F-一金が.Ji川の棚 化にjA

しているとこiわれる原IlH土､その捕立

金のポータビリティのよさこ̀あります｡

帆 -F金をJSち運びすることを ｢移冊す

る｣と.rいますが､柵妃他日1F食を箱

人している政男l:'Jでは,榊Ll金をfLrtt

光に体幹することができ.ttit二位t先

がヰ従hLll勾金をr-導入していない鵜介

千.必tLで11普茶&にfJ.1った叫ITに

ち.b人Qに加入することができます｡

揃立食は何代年金盛全速介会に捗許さ

れ､以IYの金男に勤めていたJA合と何

故に道川が搬 されます｡

また.'JtI馴こより加入でさなくなっ

た仙令には.遠州J削司fiという立鵜に

表1911(#鞍 ･転服した場合の仕組】

確定拠出年金の稚事

なF).掛JAを拠出せずに.jrfの年金

や産のjEJIJだけを行うこともできます｡

但し.r金玉TQ｣では､少なくとも3

年以 l.地境した人に全TIの安蘇経が与

えられることから,3畔,tiJGの人は.AL

釣で延められた企郁 (flJ払部JJTfJ.ど)

を除いた榊且企/i:移管することになり

ます｡(恭19･1)

■ 給付 について

CL史矧l川 金の統llには.セ齢折付

企.tF,咋節付全､死亡-IS金の3肋

があります｡ノとJ拾給付金.F8.年範付会

は､bll人kが年金と一時金のどちらか

一JJTを遵qlして受け取ります｡蝦州と

して.主桁Lq的iFl盲にiBするまでは.

中途･jlきIHLはできませんが､例外と

して.Jm人f;75叫某王城や公務11など.

企Jt型のある 企■型のない 自書暮+にな 仕事をやめた
企*lこtE■ 企tL二転■ った

転■先にⅦ五 胡立会Liその 枕立会Llその 枕立会Ltその

全を捗tTろ ff ま2 まま

転■先にIJl立 IA立全Liその

全を珍書する まま

7J立全はその
まま
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年金の基横軸Jl

Ak:兼LLI年金に仙人でさ小 一立脚 こな

ったヰ合で.かつ､それ王T･の舟金熊

川qJ･牧が､1ケJJ以上3ir=･以下の甘合に

ll.u 一時金をまけ取ることが認め

られています｡

&齢節付金の支給は.砂金准TLI年政が

)olr.以上あれば,60止からE封的され.

)OJIA上浦であっても､65枚までにはl鞘

的されます｡

(図1912)(図193)

lI税制について

■史烏山年金では.8ト企拠MIi､甘

蔑見JFJQ､絵付峠の3段Rfで挽yl面の

ftZlがあります｡

1拝金熊山特に比 企玉がkltけ るl什

金がm金として処理され..LJl人身が拠

IIIする掛金は全書所 相から作除されま

す｡

所産迎 l川副二は.述JIlによって生じ

た判 J'や配当金は^三I挽となっていま

すが､横止金に村しては.特別法人枚.

法人ti_Ji:税 (2(沿3Lr-3JLJ乙まで謙振作

Il二申)が漉されることになっています｡

折11時には､イド企払いの丘節節付金

のJh介は､公的';r一会ミ乍雌陳の対奴と

し､-lS企払いの助命には､niqt所柑

捷除の什奴となります｡

F軒.I締 付金については 併称税.紘

Ji:税ともl=DEBiしないことになってい

ます｡

死亡-IS金については,LfE提税の11

敢となl)ますが､比企胡扶人l人あた

り500JJl'JまでオqI課税となります｡

図19-2Eを♯給付に必事な通Jt期間】

香 車 幸 妻 壁墾 頭

60*以上61*未i～ 10年間

61*以上62JL未i～ B年伺

62JLU上63*末■ 6年Tq

63暮以上64JL未jA 4年局

64Jl以上65*末;■ 2年rq

651(以上 1ケ月
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確定拠出年金の概要

包19-3【老齢給付の手抜 きの流れ】

< Hd人型｣のJJ合>
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年金の基礎知托

平成 12年 年金制度改革

相米LLr代の1ii職制川 LIの上与は 抑えるf;め､和食の節付水唯抑制fL.,小とする1F

金剛IALk｣JI川が行hれました｡

4 厚生年金関連 ● 国民年金関連 ★ 両方

1.拍付抑制

(1)厚生年金の朝酬t比例部分を5%減額 (実施時期 平成12年4月)I
Tl'成121IL川 からのqrBL丑齢打について.Iワ!L咋金のやり桝11.19I粘分のWLは､咋

/b緋の諾1部 に11bJHさjLる爺付厳守′を変TRすることによって.5%引き1けちれるこ

とになりました｡

しかし.て1′戚lZq3JJLILJn二･1i'棚 を収子uしていた人との公 1王を保つために 従

来の勾金新を物価スライドした軒lを1米印する軒胸川征が耽られるため,炎際に5%

'JIき卜けられた新ll瀬1糾こよる勾金が文鈴されるのは.平J戊16坤のul改印larf‡以

降になりそうです｡

●JF生年金の朝酬J:t例部分の年金謂

lF均撚1世印刷)柑L)(itiLI東*'x披伽換れy川:Jの')川 放x才知tulスライトや

改了l_lZIlのの節付鵜準 】()帆)分の75-･改Ll後のiJ言付jTeiSく LOtX)分の7125

(2)65歳以上の耳金スライドの凍結 (実施時期 平成12年4月)★

iitlLl代の17令のMlぴl:応じて1l一食都が改延されます｡この91fitLu代のll金の伸

びに応 じた')は Ily(引きHnを ｢11企スライド｣といいます｡

7,W Sは､Ur舶･ヱil淵Enの(l金郁だけでなく,すでにlI一金を更新 している人の;FJ

企郡についてもlrL/GスライトにJ:るLkkiを行ってきました｡ しかし､三F'成E2†FLln

からは.65歳以筏のすでに成iiI消みの11金については.1'(食スライドをfTわず物

佃スライドの九がJnL許されることとなP)ましたB

ただし､11企スライトを行った)崩介のイl金WLとの金WLLT_が大きいときには､1†
企スライド1Tうとしています｡

_†小

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
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年金制Jl故事

(3日F生年全の妊保醐 格を6OJLまで延長 (実朋 開 平戒14年4月)●

旺火の坪′lLl~食の抜放Fini.3dJIlrJI文所に他州される65正J:浦の人とされで

いましたが,20WjI一川 からは､iI船 L-_別が7t)Lt心AlニL][きlけられる1H=fJ'りま

LIL

(4)在轍 年金制Jfの65JE～69歳までの愚用拡大 (実施時期 平成14年4月)■

従米､イl塀に文節される65収hlI'll～の.E附/'lil食について.t5-仏胡l例JJWLに

k､したくI企打Lの/I_hWLま(.:は 雅の丈新作ILが行われてきました｡

l′成Il1ト川 以降は､従火の文i'†仲川二期Jr'llこblJえで.防止から69故までのJIUも

控.■tM に応じた支爺WJL_がfIわれます｡

また､この抑圧の串人にIltい.七齢Fl生il=全の横 T.け支蔚加圧は礎Il_されます｡

なれ l′成14年4Jhyに65Jtにitしている人は.文軒仲山されません｡(恭1-1)

(5)4生年全の鰍 比例部分の支組 拾年Bを65JEに段階的引き上げ (軸 時

期 平成25年 (2013年))I

ilZ成611の改正に1る延郁満JJlの文節F剥如(F齢の･]Iさ_しけに撲いて､棚凡ltfq

兆分の文節l対的年齢も.G5故に･jlき山 すられることになりました｡

LF州 はtl'成25ir,(20】311)から1IL成 5711(2025iL)にかけて､女Mは平成

301L(20L811)から平成4Zll(2030咋)にかけて.3イLIIj･にL搬ずつ･]lき｣｣γ

が71われます｡

■トー

(4生年全保険の諌保故事である4台】

在■中LW JIIとして,年会甘の2IIを支冶 dr車軸 月IIと毛RJF生年全 (加捨
fI山 年会加を持く)の月90)合計やd､37

万円に並7るまでは全朝貢Jg｡

(ttitW 月ILと碁本月甘 (年全月約 0%
の棋)の合M Aが､22万円を胡えるqL含】 【37万円を銘える叫舎】

2暮忙加えて､標準幸酬 月棚lこ応じて支給 超えたtlの2分の1に相当するfILこ12
fI止書肋rLlえる｡ を乗じて経た領を支鮒 止｡

2W
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年金の基礎軸比

これに什い､新たな派WL上糾こよると抑-//l_il金の撫l_Lr文統制IRがtPJ,LkLされる

r･liIです｡(襲1-2)

2.保換料

(1)育児休業中の保験料の免除 (実施時期 平成12年4月)I

従来､牡伽欺iHll11分の伽陰れのみ免除されていましたが ■JL某日llH//Iも免

除されることとなります｡

(2)国民年金保険料の学生納付特例の剥ぎ旦 (実施時期 平成12年4月)●

川1-i:il金の約11J披1㍍険満である′芦′lであって,本人Imuが-)iiのflJrf'き以 Fの

ものについては､親のIrrf'卓に側係なく､叫:IJtにもとづき11さ院外の納付を玖しない

こととなりました｡

このJgJH'Jの†架陳粥については､IO的."Jは11と隣村を追納でき.追納されなかった

糊付 二は､老齢)占嘩利金の制の話糊 にはJjL映しませんが､合邦汁射 g川りとなります.

表1-2

⊂ 三 重 垂 亘:コ
｢ ~ ~ が 甘 ~｢｢ ~ ~ 女 性 1r加 齢 1匝 亘亘転

倒 16年4月1日以前 唱和15年4月2[ト唱和21年4即 日 60歳 60歳

昭和16年4月2日･,･昭和18年4月1日唱和21年4月2Eト協和23年4月1El 61歳 60歳

阻杓18年4月2日一昭相打年4月1日岨印23年4月2E3-堀ft)25年4月1E] 62液 60歳

約 年4月2Eト唱和22年4月1日唱印25年4月2日一喝杓27年4月1E] 63妓 60液

胞和22年4月2日･･唱和24年4月1E!唱印27年4月2日一喝杓23年4月1日 64液 60歳

蜘 24和 月2E7-嶋印28年4月1日略印23年4月2日一触 年4月1日65歳(巷G拝金) 60横

恥 年4月2日～恥 年4月1日昭和カ年4月2日-舶 年4月1日65歳(基礎年金) 61歳

恥 卒4月2日-Ayq32年4月2日昭和35年4月2日-側 7年4月1日65歳(基礎年金) 62歳

馳 年4月2[ト唱和34年4月1日御 37年4月2Eト聯 鵬 年4月1日65歳(基礎年金) 63歳

恥 年4月2Eト恥 年4月1日唱和33年4月2日一喝細41年4月1日65歳(基礎年会) 64強

喝和弘年4月2E]以位 唱恥 1年4月2E)1｣廷 65歳(基礎年会) 65歳

Ilo
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年金制度改革

(3)国民年金保険料の半押免除制度の創F農(実施時期 平成14年4月)●

従来の免除制促にblrえで,一足所fll以下のllriil.に蛸する節IJ,l被保険満の1㍍隣

州 二ついて.1丸さ険科の I新を免除する別姓を(ilJl,IJiLすることとなりました｡

保険料 IIHL免除Jg川り'JJの.E齢ノ占脚 l金のuLは､その相JI'lut二IWjT科71{/tゝ打織り付し

たJB分の3/Jlの2のWLになります｡

(4)耗報酬制の叫入 (実施時期 平成15年4月)■

jJul､J■j′L-1r食制度において､IlllパIn二ついて稚別1米陥れが課されていますが､

'il/LL,Zの宥言付には放映されていません｡

てE'成15114JJからは,1■llJt†を 船の似勝れの映裸対象とするととu:､節付

に反映させるLく九が導入されます｡

その際､作阪利判ま1735%から1358%へ節付廉)糾ま1000JJlの7L25からllX)O分

のaL18Lへ収hiされるT,従です｡

勺企NLのnト音n=おいては,鑑aZ㈹nlJ蔚人以仙Lの披伽換mgnTuについては,従来

とおりのノJはで請MIL.称人後の較1米随rHUJLl'Uについては､Ur鈴付東沖'7lrJHいて

.11‡‡することとなります｡

3.その他
(1)標準報酬等級の上下間の改定 (実施時期 平成12年10月)●

fS一昨鮎榊†乍鯉のJH81が､｢lJJJ2(仙)llJから59JJllJ｣までの303級かLj､｢9ノI

紬 )tlJからlL/JJll)｣までの'n守秘にLk,tされましたC

(2)基礎年金の五度負担割合の2分の1への引き上げ★

'Iと成】6勺までに､J占脚 1金の川棚flLLJの.切介を3分の17いち2分の】へ引きJ_汁

が行われます｡

(3)年金積立金を全額自主運用★

イ1金印愈胤 IL兆食をtTL{'LilL､JIHHMIJのIUJ糾 ヒおよび非I"州 を脚 光し､逆用Ijl

も1などにr期する.W着日なtllL鮎公IXlにより､11金Yf金jal川の述IgJflrL_r-6位L黙します｡

2lJ
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年金の基礎加茂

年金制度の国停比較

■諸外国の年金事情

日本の公的年金制度は､急速な少子 花粉化に対応するために､大きな改革を

掛 ナています｡しかし.少子 柘齢化と年金の開祖で悩んでいるのは.日本ばか

りではないようです｡欧米先進吉行国の公的年金制度をのぞいてみましょう｡

Ci整 .1.
ドイツの公的年金創腔は､哉幕別のQlL庇で､1階畑ての構成です.*貝 (ホワイ

トカラー)は.社員年金保険､労熊者 (ブルーカラー)は､労他者年金保険に強

例加入することになっています｡1990年代からの失業率の上昇により.央案給付

が増大した上に､年金を早めにもらう人が急激に増え,年金財政が圧迫されまし

た｡そのため､支給開始年齢の引き上げや給付水準の引き下げなど､公的年金QlJ

鑑の見直しが行われました｡

･一丁79, -_I.

イギリスでは,医軌 罷臥 年金.労災などのあらゆる給付が､全国民を対象

とした単一の制虻 (国民保験)に統合されています｡公的年金制度の構成は､全

国民共通の基礎年金と.これに上乗せされる所得比例年金 (付加年金)の2階過

てです｡さらに.私的年金である市城年金◆も､遊健年金の上乗せとして重安な役

割を起っています.1980年代から､人口拓齢化による年金負担の増加に対応する

ために､所持比例年金の段断的な引き下げ､確定拠ItI年金の書人などの改革が行

われていますO

-;流言喜変 )

高福祉のモアrL,Egと首われできたスウェーデンでも､2(氾1年に年金QlJ度の改革

が行われました｡以前は､全国民を対象とする単一の制度で.頼政取の生活の保

障をする定軒の張碓年金と､現役什封tの所持に応じた付加年金の2階建てでした

が､新制産では､韮礎年金を軌 LL.所得比例年金 (国民老齢年金)に一本化

2/2
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年金利Jlの匡l際比較

されました｡T米険科も全臥 IJL濫J川 tlから 部が加人月のl'lLlilfilとなり､節

付水畔の引き下げも行われています｡

tz狙 うil
アメリカの公rrJL一企制1itLは､老齢 Rl秩 r･T(.Ifll令とur'ばれる一般ll')制Jjt

(OASDl)と､公務11 鉄ia僻Llなど-妃の収某のみを‡I攻とする個別の制度に

分かれます｡

]983iL-にiド金大枚IYlが行われ.文節E対的舛齢の･][き上げ､給付水郷の引き下げ

などが行わfLました｡以弧 それほど大きな針 ヒはないようですが､近q､公的

咋金の1-(計化についての捕笛が7,I.允になっています｡

LIUmBZでは､公(r'JIL金に｣jlSせする戦域イl金がタをiSしていて.lVt公的咋金と

もいうべき竹輪をもっています｡-F,とに.公rfJIF一金にこれらを含めたものが､ll

金の水畔とみられ.イギリスやドイツでは,li致以｣から7.q逝くの払川満に胤目

されています｡
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年金の基礎知性

■諸外国の年金制度の基本体係

取J虐体系被用者適 用 rIヰ■せ■■漂 諾支抱W他年fB(2cm 年) ≡ 玩

人

ない) (一日_し､相の那l祁一寸L ･道川rJL

川 桁ペース) 叫介 [2/l%

l､■欠√.紘きlJJr) lL.

壱t持年会平均受拾捕(月額)Ei)LLA担 lfK朗 三 LtfJSLL三

1H 糾▲lAJllの伸fIレ- トはlMll(ht(仰 aL仰 ■lF■'u■1CEJSt̀■LKSIに瓜づきN.汁L そJtぞ九のi

のLJy')レ- トL_よる
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年金制Jlの国隙比較

≡ 顧 義

人される 血I人 ･幾制仙人

･魚削hll人

虐hl]入できる J冶lrtなし

)72)鶴)Oil)%)

65止 65LX

l996LFi<此位小金> lg'I71㌢(細 )l■l)ll)ーい

‖■

2スウL-チ/こ̀ついては erpJIEのI～亨絶 1Lr払 TuL Pr制腔の折付l音樹.は加 1ilのため R

lI■析付の仙 二はIHPJJ9-の11解を,Til収｡また スウェーデ/の付随TI解は.e節句金のみ｡
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付ft

【手続き関連早見表】

■こんな時にこんな年金～｢年金110番｣

il仝Iillをとったときにもらえるものだけではありません I_LLltliI一食やIrjJEII金

には､LNったときの1.:めに.色々なif.食が川正されています.,どんなときに.どん

な年金がもらえるか,AlLでください

●I▲l比咋食から文耕される年金

(1)老爺基礎年金 173
●l■//Ill食から文節されるjl金

(l)60歳台前半の老t拾厚生年金 185

(2)老払厚生年金 190

●ILIhE勺令から支れされるir･企

(1)臓 年金 177
●I■j/IlF食から文&'号されるiL･金 一･l15金

(1)椿事厚生年金 194
(2)ME脊手当金 195

●ILJL(tr金からi:RされるiI-'金 時金

(1);一族基礎年会 180
(2)事掃年金 182
(3)死亡一時金 183

●lJ.)/lil金から支桁される1L食

(1)並族厚生年金 196

●lqh的一食から丈黙される一時金

(1)脱退一時金 183

●l.//t咋金から丈折される-LLS食

(1)脱退一時金 200

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
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手続き関連早見表

P老齢基礎年金 受給資格チェックチャート

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
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付拝

暮申苦百･届出と添付昏類-覧表

●被保検者の手拭き
I ,I.Wr :-5-T . L" 肇細 . -碧流 . ･.■■.-.■p

n民年生搬書氏名変更届 書保R者が氏名を東軍した時 年金手嬢 14E]以内

国民年金被保汝■㈹ 浪保敗者が餅を空文した時 14El以内

国民年金保JA料免除申冊 接辞的な&由などに上り保坂舟を*めること卯月■桝 年金平壌 そのつと

Eg民年金食汝料追一句中計♯ 色■+tJL一号けていた人が再びそ小I叫 It+i+めようとする時 年金手軽 いつ で もtlD年以内)

Eg民年金傑放Iキ学生一l付特例申廿書 学生納付特例を中的したい時 そpn と

EE)民年金書庫■ttt=t yL保PE者が死亡した時 14El以内

年仝手頓再交p7+■■ 年金手根を浪失･き姐 した坤 すみやか こ

JL++ttTJrn lJ 牢金手伐 (基ヰ年金8号)を2枚以上もつている時<甘格叔樽届>など<御 髪¥> すみやかに

JB民年全書促敗者ZE格収柑･7I別空軍 .籾 l胸 (事3●■■■●FもナJ 14El以内(妨3号社尿敗者の汝格取付 -id阿女王 .■

の記号書号が分かる輔

が糾､る書煎

JtI十JA■十蛎なt'により4PJが変わった時

<杜別fl世>夫が転IL加入 日が刑 .る書J1

号が加 るゝ納
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EflJA･届出と添付暮事l-k表

Bt■● +JIi &出●FEl '-I- ム tENそのつと

付従 ■焚書

EhEt年* .JI生◆■¢■◆■■付点走n求●(■grた定) 651ftJJの上目までに

qJt年**書壬 そのつと

●

EIEE年* .I生 trLJPIl一 そのつと

dUL■f…t…

金を受lIようとするIf

IJt+*1■1lI■▲■trtt その.つと

El)JE年全 .JI生 けJうとすろ柑 i.ねI"l雌 そQn と卓hlJJlkT1tZEt*東+

EgJt年全書*年ttrIt 壬けようとするIS る讃Il その ど

毛■暮■年暮 .毛■■生年■支 そのつと

JBdTll+出●

EI長年暮球 差 そ捺しようと'r8L, 年生下位甘 モ竹給付■+JlO JLJ.In 求f 諾 エ書土
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付録

●各年金に共通する手続き

年金受給権者 引き続き年金を受けようと なし 護生月の

現況届 する時 末日

年金受給権者 受給権者が氏名を変更した 年金征砂､戸籍抄本または市区町村 10日以内

氏名変更届 時 長の証明啓

年金受給権専任 受給権者が住所または支払 金融機関の証明昏 (支私機関を変更 そのつと

節 .支払検閲変更届 機関を変更した時 した時)

年金旺昏再交付申賄昏 年金証啓を紛失 .き頒した時 き損の場合はき鎖した年金証書 10日以内

年金受給権看死亡届 年金受給権者が死亡した時 年金証香､死亡を証明する沓頼 速やかに

未支給年金 .保 年金受給権者が死亡して､ 年金征替､死亡を証明する香取､戸 速やかに

険給付胎求専 未支給年金や未支給の保険 持抄本または市区町村長の証明香､

給付を受けようとする時 生計維持征明昏

年金受給選択申出昏 2つ以上の年金が受けられるようになった時 年金証督､戸籍抄本 速やかに
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年金受給者の手続き

●年金受給者の手続 き くその1)

遠藤 鮎 勝 ._.遍転ニ草紳&=一三Ltk+;1.i:1ご∴顔1享頓轍 描 ､･.1..-J過

加井PI.加給年▲■せ■●下■当届 加井甘 (加給年金1)付&した時 なし そのつど

Ir稚 ■ .t■P生年全史捨一七着Jb児出生届 子がEtL生した坤 出生した子の戸称抄本 そのつと

tAlJEI ★++厚生年金受給一書者 牌生年生保k8L環Rk着.共済担i;L'｢遥 いる人が温■した坤 長のp-明書 yf絡ま失(退I)した 13か ら1*月捷38枚

老齢 ーRl書幹付受給一書書支桝上●由1JLJJ 速やかに

毛t印?生年仝加 臥 生†十雑件妊書 速やかに

始事由tl当Ji;

I書■●tJtJZl由 .宅kJy生年全血姶年d対■書の幹事抜当届 になった時 トゲンフイルム) 速やかに

特別支給の老B■土◆tt■■+叫 JLf+i支給l一上ll汁双書 る時 年女妊書等 そのつと

t■暮■ ､th 特功支伯の老脚 生年金の そのつと

JI生年全蜘
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考R .I卓幹付 その と

停止事由浦-X届 た伸

■18… 改定請求書 そQナウt'

けさ姶付受給Nltt… ■1 なし 速やかに

拝辞aF事 .辞書厚生年金受給8L書*7#上I>昏浦rr√一斗■ を卦 ナられる時 事兼主の証明 】olj以内

iL捷暮書 .仔生年金才改定伊東■ 一 十書■■ 】01∃以内

sB族年全集舶 年金征暮 】Olj以内

iL■暮■ →Jl生年▲重出書■書の市立不明に上る支桝 止 .支那 止群除申tR書 JZ町村長の旺明書 そのつと

M 生 .近点共話手全受給NE書生舶 止事由世当Jl; つた時 なし 速やかに

迫族給付受給事一 た時 トゲンフイルム) 速やかに
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年 金 受 給 者 の 手 続 き

●年金受給者 の手漉 き くその3)

着船答申年金IR改TTP漢書 年金p-8.渉辞せ 速やかに

竜一も音程年会共 特別支給の老鵬 生年金をlこ適した縛 杏 (共所用) 速やかに

加申立書 匪 要

老6菖*年金生瀬推考者お耳生年主脚 紳 た時 速やかに

毛斡如 年金gl 十もfIl 速やかに当届 者となった時

毛≠基東年金加耶 当届 なし 速やかに
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何錦

●年金受給者の手続き (その4)

速やかに

老齢基礎年金加井額支給停止中 障害を支給事由とする年金給付を受けられることによ 年金狂者､p椿抄本等､障書の年金給付が受けられなくなったことを

由消減届 り､加算額が支給停止されていた人が､その年金給付を受けることができなくなった時 証明する魯類

遺族年金受給権者支給停止事由 .支給停止期間が満了した時 戸好抄本､支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることが 速やかに

対洩届 できる専類
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年金各種データ早見表

【年金各種データ早見表】

J国民年金 年金額早見表

脚 年金(1&) 1.005,W 円 83.775円

脚 年金 (28)子の加Jt (1人日ー2人日)子の加暮甘 (3人El以■) 804加 円231.400円77.1加円 67.017円1…慧 E:

出 蔓草年金 (幸が受給)子が1人子が2人子が3人 1.035.600円 86300円1267.000円1344,100円 105畑 円)12.008円

触 媒 年金 (子が受給) 8012tX)円517bX)円370洲 円 67J)17円43,150円30朋 円

毛色年会 (10年年金) 4BW 円 4D.717円

着払年金 (5年年金) 415PK)円 34.650円

KE書年金 坪菩基礎年金と同前

母子 .孝母子 .遺児年金

■厚生年金 計算用各種データ早見表
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付持

■厚生年金 支給率 ･兼牢 .加給年金等早見表

L.∫7r-_.._貨密 ,.= 諾 --T--■t■plけ比丘fc) 土A上ー■.･怒㌔*I.J年 f 月t ■-l.事もr.
1 23

芸 :S09. =so9SW;～S10. 553=418 ::㌶8_一65 諾 言= ;= ;444月霊+++FI444月㌶ 言444月444月=;一一4月I ;I ;I;4一4月 36年36年37年37年37年37年37年37年37年97ヰ37年97年37年37年37年37年37年?7年37年V■37年37年37年37年37年 31年32年33年 1!ト.188.162.OCR∝)円諾 岩詔 書OOFE.00円〇〇円00円詔 書00円00円00円= :600円諾 買= ;5m冨= ;qx'買器 E:詔 書= ;S1SlS151 2-SIS,2-ーS14.1 7.990 36年37年38年39年4pO年40年40年40年48年40年40年40年40年40年40年4C年叫■一8事一〇年一oヰ一o亭40年40年40年一〇年40年40年40年40年 151511111い1107211ー11

S2S22SISS2S25S2CS2 -S18.I-S19.-S20.-S21.=%2:･-S24.=慧 二二S2g :1111111 ー34099()65諾000CNXI(XIO(XI0CNXI(XIO .94.B8.72_61,50.50一50J50ー50_50_50 7_5一3;二㌶;:鷲7.1257_1257.1257.1257_1257J25 ■ 00円00円∝l円

S29S30S3 Sg 7_507_507_507_7_25 ∝一円∝lR2-.S32.

OfIHN方の給付*串に上る年金叫を比収して.勺'仝叫の多くなる給付兼g(そ使いi十●
鞘JI生Qr魚Jb金の叶井に快うN.付J一群
OVlflH5qfLlJlILlまでに生まれた人は rl11折IJA咋｣

〇月Il5LILlJI2以件に生fれた人はr軒桁付t群｣

228

本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。



I事生年金保換関連早見表

I厚生年金 標準朝鮒再評価(読替)率

生年月日 改正前 ～SO5し04_01 SOS.04.02-SOLO4J)1 改SOB-SOT SOT.0一｣陀～湖.04JOl SCB04.02.-

873114431560642586716246393429I/19160904019917 76654321111111111111111
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17lLI

■厚生年金 額準報酬額および保険料頬早見表

濫∴盛･賢妻 . 押野G.妙 )】 r∴ 丁虎鵬17.ゐ≠ :.1;.A

コ-2 104,000 lBJh4 9,022
川1 uO.000 19.085 9542
一 11&(I(め 20,473 lO236

(5 126.000 21B61 10.930

】:○ 134,000 23219 11624
LZ 142,(伽 24.637 12318

一一一 15OJXN) 26,025 13J)12
二､〇 160JXX) 27.760 13.印0

丁1 170JXN) 29.495 14.747
LJJ 1EnOIX) 31m 15.615
て1 190JXXI 3乙965 1&482

) 200JXXI 34.700 17350
ー11 220JXX) 3&170 19.鴫5
T､.一二 240卿 4I.640 20B21)
P 260.000 45.110 22.555

280.000 4W 242m

Tt 3LXI,000 5乙050 26JXZS
･l 320.000 55,520 27.760

340,003 58990 29A95

Tl2 360.㈱ 6祁60 11二:り
Sad,000 6a930 32,965
410,000 71.l35 W

･2. 440.On 76.340 3&】70/25/470JXX) 81.5JI5 40.772
･■21r 500.000 弧 750 43375
･2Ⅵ 530.0的 91.955 45.の7

:28lJ 560JO) 97.160 48,580
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厚生年金保険関連早JL兼

L 障害基礎年金 ･障害厚生年金 障害等放棄

●1設障害等級轟く障害基礎年金 梓沓J?生年金>
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付坪

+3㈱ 車くJI書JF生年全>

●■書手当l事害等銀兼<l■書■生年仝>
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運輸先-I

【連絡先一覧】

■年金の絹校 .問い合わせ先

0社会保険■秩 センター 中央年金梱抜壬 (1位 ･手JE可)

〒168-8515 東京u 3,並区高井戸西3T目5書24号

TEL03-333413131(代車)

0全EZ)の社会保険事拝所または11会保険事榊 の事粍所 (tlZi･手放可)

社会保検事棟所 (全国265ヶ所)

hllpJPww sla90JP/lntrD/SCShlkl/LlnlUSho/lndexhtn

点.a,'Jの)浪合には､1F食.lF.1Fに.;L!峨されている兆礎イl食肺llと1lfl7コ- トをます

tJrらせるE､A(がありますので.iI食 "-ll.lFや止血LJJ机 l托 川Qrしておきます｡ま

た.Jll.T3iIJl部を｣L.†仰 パ二億JJHしてメモにしておさまLJ:う.

0年全将校サービスセンター (t払不可､dEは格技窓口へ出向く必要あり)

.一榊讃する租合t二は.if仝& .lL.t仏心bJ.巧､11食7-●;や披粍強f;証など,Jt人

であることを41できるものを･払ず指事してく1_Lさい

fl一会の州法は､JF人のtl(斬があれば某族や:R人のJJでもul能です｡その群は.
,6人かL)の帆斬状がゼfJです｡帆書Llkには.11食止,lFに正接されている収や句

会dF''1.と年令コード､‖ミ席.lt4(,､/III-JHI､依fi内TLf､本人が川b'･JけないJI

Illを上人L 依斬されるJJのJ;tr..friJ*,本人とのIq体を.巧いて本人のrlJXが

JIIE礼 状斬Lf:本人の1F一食壬.lFや支Adhl.lFも{･すけむください｡

CEEl民年金の任加 入手凍きtこ朋する照会先

手土EZl法人 日本EZl民年金t各会

〒10210093 東京甚千代田区平河町2丁目5番5号 全ti)旅館会館3F

TEL03･3265･2885 FAX03-3265-2894

hup/仙wwnenklnOrJP

ヱ1ブ
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L地方社会保険事務局一覧 (全国47ヶ所)
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本書の内容は2002年（平成14年）3月時点で有効な内容です。 
現在の制度とは異なる点がありますので、 
現在の手続きや疑問点に適用する際には 
必ず現在の制度をご確認ください。
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天王寺年金相談サービスセンター

吹田年金相談サービスセンター

堺束年金相許サービスセンター
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〒892M 鹿児島東千石町1斎38号鹿児島商工会議所ビJt,8F

〒900m15那潮市久茂地311-1日本生命那靭ビル9F
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